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（４）分析法  ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ  18 

 
（５）検出下限値  ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ  18 
 

表 1-1 2019 年度初期環境調査地点･対象物質一覧（水質）ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ  20 
図 1-1 2019 年度初期環境調査地点（水質） ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ  22 
図 1-2 2019 年度初期環境調査地点（水質）詳細  ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ  23 
表 1-2 2019 年度初期環境調査地点･対象物質一覧（大気）ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ  31 
図 1-3 2019 年度初期環境調査地点（大気） ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ  32 
図 1-4 2019 年度初期環境調査地点（大気）詳細  ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ  33 

 

４．調査結果の概要  ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ  36 

表 2 2019 年度初期環境調査検出状況・検出下限値一覧表  ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ  36 
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１．調査目的 

初期環境調査は、環境リスクが懸念される化学物質について、一般環境中で高濃度が予想される地域にお

いてデータを取得することにより、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関す

る法律」（平成 11 年法律第 86 号）（以下「化管法」という。）の指定化学物質の指定、その他化学物質に

よる環境リスクに係る施策について検討する際のばく露の可能性について判断するための基礎資料等とする

ことを目的としている。 

 
２．調査対象物質 

2019 年度の初期環境調査においては、22 物質（群）を調査対象物質とした。調査対象物質と調査媒体と

の組合せは次のとおりである。 

物質

調査

番号 
調査対象物質 

化審法指定区分注 1、2 化管法指定区分注 3 調査媒体 

改正前 改正後 2000 年～ 2008 年～ 水質 大気 

[1] アジスロマイシン     ○  

[2] 

アゾキシストロビン類       

[2-1] メチル=(E)-2-{2-[6-(2-シアノフェノキ

シ)ピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}-3-
メトキシアクリラート （別名：(E)-アゾキ

シストロビン） 

   第一種 431 ○  

[2-2] メチル=(Z)-2-{2-[6-(2-シアノフェノキ

シ)ピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}-3-
メトキシアクリラート （別名：(Z)-アゾキ

シストロビン） 

    ○  

[3] o-アミノフェノール     ○  

[4] アモキシシリン     ○  

[5] シアナミド 第二種監視   第一種 137 ○  

[6] 1,3-ジオキソラン 第二種監視   第一種 151  ○ 

[7] 
3-[[(ジメチルアミノ)カルボニル]オキシ]-1-
メチルピリジニウム （別名：ピリドスチ

グミン） 
    ○  

[8] 

(4-{[4-(ジメチルアミノ)フェニル])フェニ

ル)メチリデン}シクロヘキサ-2,5-ジエン-1-
イリデン)(ジメチル)アンモニウム=クロリ

ド) （別名：マラカイトグリーン塩酸塩） 

第二種監視 
第三種監視 

  第二種  51 ○  

[9] 
N,N-ジメチルビグアニド塩酸塩（N,N-ジメチ

ルビグアニドとして） （別名：塩酸メト

ホルミン（メトホルミンとして）） 
    ○  

[10] 
セリウム及びその化合物 （セリウムとし

て） 
    ○  

[11] 
タリウム及びその化合物 （タリウムとし

て） 
    ○ ○ 

[12] 
2-(1,3-チアゾール-4-イル)-1H-ベンゾイミダ

ゾール （別名：チアベンダゾール） 
   第二種  55 ○  

[13] チアムリン     ○  

[14] N-ニトロソジエチルアミン     ○ ○ 

[15] N-ニトロソジメチルアミン     ○ ○ 

[16] バルプロ酸     ○  

[17] ピリジン 第二種監視  第一種 259 第一種 342  ○ 

[18] ピリメタニル     ○  

[19] 3-ベンジリデンカンファー     ○  

[20] 
ベンジル-p-ヒドロキシベンゾエート （別

名：ベンジルパラベン） 
    ○  
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物質

調査

番号 
調査対象物質 

化審法指定区分注 1、2 化管法指定区分注 3 調査媒体 

改正前 改正後 2000 年～ 2008 年～ 水質 大気 

[21] 

ポリフルオロ酢酸類       

[21-1] モノフルオロ酢酸     ○  

[21-2] ジフルオロ酢酸     ○  

[21-3] トリフルオロ酢酸     ○  

[22] レボフロキサシン     ○  

（注 1）「化審法」とは「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」（昭和 48 年法律第 117 号）をいう。以下同

じ。 
（注 2）「化審法指定区分」における「改正前」とは 2009 年 5 月 20 日の法律改正（2011 年 4 月 1 日施行）前の指定を、

「改正後」とは同改正後の指定をそれぞれ意味する。 
（注 3）「化管法指定区分」における「2000 年～」とは 2000 年 6 月 7 日の政令制定時の指定を、「2008 年～」とは 2008

年 11 月 21 日の政令改正後の指定をそれぞれ意味する。なお、それぞれの欄における数字は第一種指定化学物

質又は第二種指定化学物質としての政令番号を意味する。 
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初期環境調査の調査対象物質の物理化学的性状は次のとおりである。 
[1] アジスロマイシン 

Azithromycin 

 

分子式： C38H72N2O12 
CAS： 83905-01-5 

既存化： 該当なし 
MW： 748.98 

mp： 113～115℃ 1) 
bp： 不詳 
sw： 6.204×10-5 g/L（25℃）2) 

比重等： 不詳 
logPow： 4.02 2), 3) 

[2] アゾキシストロビン類 
Azoxystrobins 

[2-1] メチル=(E)-2-{2-[6-(2-シアノフェノキシ)ピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}-3-メトキシアクリラー

ト （別名：(E)-アゾキシストロビン） 
Methyl (E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate (synonym: (E)-Azoxystrobin) 

     

分子式： C22H17N3O5 
CAS： 131860-33-8 

既存化： 該当なし 
MW： 403.4 

mp： 118～119℃ 1) 
bp： 不詳 
sw： 0.01g/L（25℃）1) 

比重等： 1.33 3) 
logPow： 2.5（20℃）3) 

[2-2] メチル=(Z)-2-{2-[6-(2-シアノフェノキシ)ピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}-3-メトキシアクリラー

ト （別名：(Z)-アゾキシストロビン） 
Methyl (Z)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate (synonym: (Z)-Azoxystrobin) 

     

分子式： C22H17N3O5 
CAS： 143130-94-3 

既存化： 該当なし 
MW： 403.4 

mp： 不詳 
bp： 不詳 
sw： 不詳 

比重等： 不詳 
logPow： 不詳 

[3] o-アミノフェノール 
o-Aminophenol 

 

分子式： C6H7NO 
CAS： 95-55-6 

既存化： 3-675 
MW： 109.13 

mp： 173.5℃ 4) 
bp： 267℃ 4) 
sw： 19.6g/kg（20℃）4) 

比重等： 1.328g/cm3 3), 4) 
logPow： 0.62 3), 5) 

「mp」は融点を、「bp」とは沸点を、「sw」とは水への溶解度を、「比重等」とは比重（単位なし）又は密度（単位あ

り）を、「logPow」とは n-オクタノール／水分配係数をそれぞれ意味する。 
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[4] アモキシシリン 
Amoxicillin 

 

分子式： C16H19N3O5S 
CAS： 26787-78-0 

既存化： 該当なし 
MW： 365.40 

mp： 不詳 
bp： 不詳 
sw： 3.433g/L（25℃）2) 

比重等： 不詳 
logPow： 0.87 3), 2) 

[5] シアナミド 
Cyanamide 

 

分子式： CH2N2 
CAS： 420-04-2 

既存化： 1-139 
MW： 42.04 

mp： 45.55℃ 4) 
bp： 140℃ 4) 
sw： 651.5g/L（25℃）2) 

比重等： 1.282g/cm3（20℃/4℃）1), 3), 4) 
logPow： -0.82（20°C）3) 

[6] 1,3-ジオキソラン 
1,3- Dioxolane 

 

分子式： C3H6O2 
CAS： 646-06-0 

既存化： 5-500 
MW： 74.08 

mp： -97.21℃ 4) 
bp： 75.3℃ 4) 
sw： 276.9g/L（25℃） 2) 

比重等： 1.060 g/cm3 3), 4) 
logPow： -0.37 3) 

[7] 3-[[(ジメチルアミノ)カルボニル]オキシ]-1-メチルピリジニウム （別名：ピリドスチグミン） 
3-[[(Dimethylamino)carbonyl]oxy]-1-methylpyridinium (synonym: Pyridostigmine) 

 

分子式： C9H13N2O2 
CAS： 155-97-5 

既存化： 該当なし 
MW： 181.24 

mp： 不詳 
bp： 不詳 
sw： 不詳 

比重等： 不詳 
logPow： 不詳 

[8] (4-{[4-(ジメチルアミノ)フェニル])フェニル)メチリデン}シクロヘキサ-2,5-ジエン-1-イリデン)(ジメ

チル)アンモニウム=クロリド) （別名：マラカイトグリーン塩酸塩） 
(4-{[4-(Dimethylamino)phenyl](phenyl)methylidene}cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)(dimethyl)ammonium chloride (synonym: 
Malachite green) 

  

分子式： C23H25ClN2 
CAS： 569-64-2 

既存化： 5-2033 
MW： 364.95 

mp： 不詳 
bp： 不詳 
sw： 1.486g/L（25℃）2) 

比重等： 不詳 
logPow： 0.62 3) 
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[9] N,N-ジメチルビグアニド塩酸塩（N,N-ジメチルビグアニドとして） （別名：塩酸メトホルミン（メ

トホルミンとして）） 
N,N-Dimethylbiguanide hydrochloride (as N,N-Dimethylbiguanide) (synonym: Metformin hydrochloride (as Metformin)) 

 

分子式： C4H11N5, HCl（N,N-ジメチルビグ
アニド塩酸塩）、C4H11N5（N,N-
ジメチルビグアニド） 

CAS： 1115-70-4（N,N-ジメチルビグア
ニド塩酸塩）、657-24-9（N,N-ジ
メチルビグアニド） 

既存化： 2-2883（N,N-ジメチルビグアニド
塩酸塩） 

MW： 165.62（N,N-ジメチルビグアニド
塩酸塩）、129.16（N,N-ジメチル
ビグアニド） 

mp： 232℃ 1)（N,N-ジメチルビグアニ
ド塩酸塩） 

bp： 不詳 

sw： 1,000g/L（25℃）2)（N,N-ジメチ
ルビグアニド塩酸塩、N,N-ジメ
チルビグアニド共に） 

比重等： 不詳 

logPow： -2.64（25°C）3)（N,N-ジメチルビ
グアニド塩酸塩、N,N-ジメチル
ビグアニド共に） 

[10] セリウム及びその化合物（セリウムとして） 
Cerium and its compounds (as Cerium) 

 

分子式： 種類によって異なる。 
CAS： 7440-45-1（セリウム）等 

既存化： 種類によって異なる。 
MW： 種類によって異なる。 

mp： 種類によって異なる。 
bp： 種類によって異なる。 
sw： 種類によって異なる。 

比重等： 種類によって異なる。 
logPow： 種類によって異なる。 

[11] タリウム及びその化合物（タリウムとして） 
Thallium and its compounds (as Thallium) 

 

分子式： 種類によって異なる。 
CAS： 7440-28-0（タリウム）等 

既存化： 種類によって異なる。 
MW： 種類によって異なる。 

mp： 種類によって異なる。 
bp： 種類によって異なる。 
sw： 種類によって異なる。 

比重等： 種類によって異なる。 
logPow： 種類によって異なる。 

[12] 2-(1,3-チアゾール-4-イル)-1H-ベンゾイミダゾール （別名：チアベンダゾール） 
2-(1,3-Thiazol-4-yl)-1H-benzoimidazole (synonym: Thiabendazole) 

 

分子式： C10H7N3S 
CAS： 148-79-8 

既存化： 9-820、9-1851 
MW： 201.25 

mp： 304～305℃ 1), 3) 
bp： 不詳 
sw： 0.3352g/L（25℃）2) 

比重等： 不詳 
logPow： 2.47 3) 
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[13] チアムリン 
Tiamulin 

 

分子式： C28H47NO4S 
CAS： 55297-95-5 

既存化： 該当なし 
MW： 493.74 

mp： 不詳 
bp： 不詳 
sw： 0.0006957g/L（25℃）2) 

比重等： 不詳 
logPow： 不詳 

[14] N-ニトロソジエチルアミン 
N-Nitrosodiethylamine 

 

分子式： C4H10N2O 
CAS： 55-18-5 

既存化： 該当なし 
MW： 102.14 

mp： 不詳 
bp： 172℃ 4) 
sw： 106g/kg（24℃）4) 

比重等： 0.9422（20℃/4℃）1), 3), 4) 
logPow： 0.48 3) 

[15] N-ニトロソジメチルアミン 
N-Nitrosodimethylamine 

 

分子式： C2H6N2O 
CAS： 62-75-9 

既存化： 該当なし 
MW： 74.08 

mp： 不詳 
bp： 146℃ 4) 
sw： 410.4g/L（25℃）2) 

比重等： 1.0048g/cm3（20℃/4℃）1), 3), 4) 
logPow： -0.57 3), 5) 

[16] バルプロ酸 
Valproic Acid 

  

分子式： C8H16O2 
CAS： 99-66-1 

既存化： 2-608（アルカン酸（炭素数が 4
から 30 までのもの）） 

MW： 144.21 
mp： 不詳 
bp： 219.5℃ 1), 3) 
sw： 0.8946g/L（25℃）2) 

比重等： 0.9215（0℃/4℃）1), 2) 
logPow： 2.75 3) 

[17] ピリジン 
Pyridine 

 

分子式： C5H5N 
CAS： 110-86-1 

既存化： 5-710 
MW： 79.10 

mp： -41.63℃ 4) 
bp： 115.2℃ 4) 
sw： 729.8g/L（25℃）2) 

比重等： 0.9819g/cm3 4) 
0.98272（20℃/4℃）1), 3) 

logPow： 0.65 2), 3), 4), 5) 

 

 

N
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[18] ピリメタニル 
Pyrimethanil 

  

分子式： C12H13N3 
CAS： 53112-28-0 

既存化： 該当なし 
MW： 199.25 

mp： 96.3℃ 1), 3) 
bp： 不詳 
sw： 0.121g/Ⅼ（24℃）1) 

比重等： 1.15g/cm3（20°C）3) 
logPow： 2.48 1), 2), 3) 

[19] 3-ベンジリデンカンファー 
3-Benzylidene camphor 

  

分子式： C17H20O 
CAS： 15087-24-8 

既存化： 該当なし 
MW： 240.34 

mp： 不詳 
bp： 不詳 
sw： 0.0006893g/L（25℃）2) 

比重等： 不詳 
logPow： 不詳 

[20] ベンジル-p-ヒドロキシベンゾエート （別名：ベンジルパラベン） 
Benzyl-p-hydroxybenzoate (synonym: Benzylparaben) 

 

分子式： C14H12O3 
CAS： 94-18-8 

既存化： 9-1325 
MW： 228.25 

mp： 不詳 
bp： 不詳 
sw： 0.1078g/L（25℃）2) 

比重等： 不詳 
logPow： 3.56 2) 

[21] ポリフルオロ酢酸類 
Polyfluoroacetic acids 

[21-1] モノフルオロ酢酸 
Monofluoroacetic acid 

 

分子式： C2H3FO2 
CAS： 144-49-0 

既存化： 該当なし 
MW： 78.04 

mp： 35.2℃ 3), 4) 
bp： 168℃ 3), 4) 
sw： 310.2g/L（25℃）2) 

比重等： 1.3693g/cm3 3), 4) 
logPow： 不詳 

[21-2] ジフルオロ酢酸 
Difluoroacetic acid 

 

分子式： C2H2F2O2 
CAS： 381-73-7 

既存化： 該当なし 
MW： 96.03 

mp： -1℃ 4) 
bp： 133℃ 4) 
sw： 366.6g/L（25℃）2) 

比重等： 1.526 g/cm3 4) 
logPow： 不詳 
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[21-3] トリフルオロ酢酸 
Trifluoroacetic acid 

 

分子式： C2HF3O2 
CAS： 76-05-1 

既存化： 2-1185 
MW： 114.02 

mp： -15.2℃ 4) 
bp： 72℃ 4) 
sw： 97.45g/L（25℃）2) 

比重等： 1.5351g/cm3 4) 
logPow： -2.1 5) 

[22] レボフロキサシン 
Levofloxacin 

 

分子式： C18H20FN3O4 
CAS： 100986-85-4 

既存化： 該当なし 
MW： 361.37 

mp： 225～227℃ 1), 3) 
bp： 不詳 
sw： 不詳 

比重等： 不詳 
logPow： -0.39 3) 
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３．調査地点及び実施方法 

初期環境調査は、全国の都道府県及び政令指定都市に試料採取及び分析を委託し、一部の分析は民間分析

機関においても実施した。 

 
（１）試料採取機関 

試料採取機関名注 1 
調査媒体 

水質 大気 

北海道環境生活部環境局環境推進課及び地方独立行政法人北海道立総合研究機構環境・地質研究本

部環境科学研究センター 
〇 〇 

札幌市衛生研究所 〇  

岩手県環境保健研究センター 〇  

宮城県保健環境センター 〇  

仙台市衛生研究所 〇 〇 

秋田県健康環境センター 〇  

山形県環境科学研究センター 〇 〇 

茨城県霞ケ浦環境科学センター 〇 〇 

栃木県保健環境センター 〇  

群馬県衛生環境研究所 〇  

埼玉県環境科学国際センター 〇 〇 

さいたま市健康科学研究センター 〇 〇 

千葉県環境研究センター 〇 〇 

東京都環境局環境改善部及び公益財団法人東京都環境公社東京都環境科学研究所 〇 〇 

神奈川県環境科学センター  〇 

横浜市環境創造局環境科学研究所 〇 〇 

川崎市環境局環境総合研究所 〇  

新潟県保健環境科学研究所 〇  

富山県生活環境文化部環境保全課及び富山県環境科学センター 〇 〇 

石川県保健環境センター 〇 〇 

長野県環境保全研究所 〇 〇 

静岡県環境衛生科学研究所 〇  

愛知県環境調査センター 〇  

名古屋市環境局地域環境対策部環境科学調査センター 〇 〇 

三重県保健環境研究所 〇 〇 

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 〇 〇 

京都府保健環境研究所 〇  

京都市衛生環境研究所 〇 〇 

大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課 〇 〇注 2 

大阪市立環境科学研究センター 〇  

兵庫県農政環境部環境管理局水大気課及び公益財団法人ひょうご環境創造協会兵庫県環境研究セン

ター 
〇 〇 

神戸市環境局環境保全部自然環境共生課及び神戸市環境保健研究所 〇  

奈良県景観・環境総合センター 〇  

和歌山県環境衛生研究センター 〇  

岡山県環境保健センター 〇  

山口県環境保健センター 〇 〇 

徳島県立保健製薬環境センター 〇 〇 

香川県環境保健研究センター 〇 〇 

愛媛県立衛生環境研究所 〇  

福岡県保健環境研究所 〇  

北九州市保健環境研究所 〇  

福岡市環境局保健環境研究所 〇  

佐賀県環境センター 〇 〇 

熊本県保健環境科学研究所 〇  

大分県生活環境部環境保全課及び大分県衛生環境研究センター 〇 〇 

宮崎県衛生環境研究所 〇  

（注 1）試料採取機関名は、名称は 2019 年度末のものである。 
（注 2）民間分析機関による試料採取への協力を行った。 
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（２）調査地点及び調査対象物質 

初期環境調査における調査媒体別の調査対象物質（群）数及び調査地点数等は以下の表のとおりである。 

それぞれ媒体ごとでの各調査地点における対象物質、調査地点の全国分布図及び詳細地点図は、水質につ

いて表 1-1、図 1-1 及び図 1-2 に、大気について表 1-2、図 1-3 及び図 1-4 に示した。 

なお、1 物質当たりの調査地点は、概ね 20 地点前後を選択した。また、調査地点の選定は、一般環境中で

高濃度が予想される地域においてデータを取得するため、排出に関する情報を考慮して行うこととした。2019

年度調査の地点選定においては、PRTR 届出排出量が得られている物質について、届出排出量が上位であっ

た地点のうち試料の採取が可能とされた地点の周辺を調査地点に含めることとした。 

調査媒体 地方公共団体数 調査対象物質（群）数 調査地点数 調査地点ごとの検体数 

水質 45 20 70 1 

大気 24 注  5 26 3 

全媒体 46 22 96  
（注）24団体のうち、1団体については、民間分析機関による試料採取への協力を行った。 

 

（３）試料の採取方法 

試料の採取は、原則として、秋期（9 月～11 月）の天候が安定した時期に行った。各調査地点における試

料採取日時、その他試料採取情報は、調査結果報告書詳細版（環境省ホームページ）を参照のこと。試料の

採取方法及び検体の調製方法については、「化学物質環境実態調査実施の手引き（平成 27 年度版）」（2016

年 3 月、環境省環境保健部環境安全課）に従って実施した。 

 

（４）分析法 

分析法の概要は、調査結果報告書詳細版（環境省ホームページ）の「初期環境調査対象物質の分析法概要」

を参照のこと。 

 

（５）検出下限値 

分析機関が分析データを報告した時の検出下限値は、試料の性状や利用可能な測定装置が異なることから

必ずしも同一となっていないため、集計に関しては、統一の検出下限値を設定して、分析機関から報告され

た分析値を次の 2 つの手順で取りまとめた。 

１）高感度の分析における検出値の不検出扱い 

分析機関における検出下限値が統一の検出下限値を下回る高感度の分析を実施した場合においては、統

一の検出下限値を下回った測定値について、全国集計上は不検出として取り扱うこととした（概念図①を

参照）。 

２）感度不足の分析における不検出値の集計対象からの除外扱い 

分析機関における検出下限値が統一の検出下限値より大きい場合において、調査対象物質が検出されな

いときは集計の対象から除外扱いとした（概念図②を参照）。 

なお、初期環境調査の分析法に採用した化学物質分析法開発調査報告書等に記載されている分析法（以

下「初期環境調査分析法」という。）において装置検出下限値（以下「IDL 判定値」という。）及び分析

法の検出下限値（以下「MDL」という。）が記載されている場合においては、分析機関で測定した IDL が

IDL 判定値より小さいときには、初期環境調査分析法の MDL を当該分析機関の検出下限値とした。 



 

① 分析機関の検出下限値 ≦ 統一の検出下限値 ② 分析機関の検出下限値 ＞ 統一の検出下限値 
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表 1-1 2019 年度初期環境調査地点･対象物質一覧（水質） 

地方 
公共団体 

調査地点 
調査対象物質 

[1] [2] [3] [4] [5] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [18] [19] [20] [21] [22] 
北海道 十勝川すずらん大橋（帯広市） ○ ○  ○  ○  ○ ○ ○   ○ ○ ○    ○  

石狩川伊納大橋（旭川市） ○ ○  ○  ○  ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○  ○   

石狩川河口石狩河口橋（石狩市） ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○  ○  ○ ○ 

苫小牧港   ○  ○    ○        ○    

札幌市 豊平川中沼（札幌市）       ○             〇 

新川第一新川橋（札幌市） ○     ○  ○            〇 

岩手県 豊沢川豊沢橋（花巻市）  〇 ○ ○     ○  〇 ○ ○ ○  〇  ○   

宮城県 迫川二ツ屋橋（登米市）  ○   ○      ○     ○     

白石川さくら歩道橋（柴田町）  ○   ○      ○     ○     

仙台市 広瀬川広瀬大橋（仙台市）         〇 〇     ○      

秋田県 秋田運河（秋田市）             ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

山形県 最上川河口（酒田市）  ○ ○  〇  ○    ○  ○ ○  ○   ○ ○ 

最上川碁点橋（村山市）                  〇   

茨城県 利根川河口かもめ大橋（神栖市） ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○   

栃木県 田川給分地区頭首工（宇都宮市）  ○  ○   ○  〇 〇  ○     ○    

群馬県 荒砥川奥原橋（前橋市）             ○ ○       

埼玉県 荒川秋ヶ瀬取水堰（志木市）  ○   ○        ○ ○  ○     

さいたま市 鴨川中土手橋（さいたま市）     ○       ○      ○   

千葉県 養老川浅井橋（市原市） ○ ○  ○  ○ ○ ○   〇 ○   ○ ○ ○  ○ ○ 

市原・姉崎海岸  ○ ○ ○  ○               

東京都 荒川河口（江東区） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

隅田川河口（港区） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

横浜市 鶴見川亀の子橋（横浜市） 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

横浜港  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○   ○ ○   ○ ○ 

川崎市 多摩川河口（川崎市） ○ ○ ○    ○ ○  ○  ○    ○ ○ ○ ○  

川崎港京浜運河千鳥町地先 ○       ○          ○ ○  

川崎港京浜運河扇町地先 注    ○  ○ ○        ○  ○   ○ 

新潟県 信濃川下流（新潟市）   ○   ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ 

富山県 富山湾魚津市沖     ○                

石川県 犀川河口（金沢市） ○   ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

長野県 信濃川立ヶ花橋（中野市）  ○     ○     ○   〇 ○ ○    

諏訪湖湖心   ○       ○ ○  ○ ○ 〇    ○ ○ 

静岡県 清水港   ○       ○ ○     ○     

天竜川掛塚橋（磐田市） ○       ○     ○ ○   ○  ○  

横須賀川末端（湖西市）             ○ ○    ○   

愛知県 名古屋港潮見ふ頭西   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○  ○ ○  

名古屋市 堀川港新橋（名古屋市） 〇 ○  ○ ○ ○  ○  ○   ○ ○ ○  ○ ○  ○ 

名古屋港潮見ふ頭南   ○      ○            

三重県 四日市港   〇  ○  ○  ○ ○        〇 ○  

鳥羽港 ○      ○ ○   ○     ○ ○    

滋賀県 琵琶湖南比良沖中央   ○         〇     ○ ○   

琵琶湖唐崎沖中央   ○         〇     ○ ○   

京都府 宮津港   ○   ○     ○ ○       ○  

木津川御幸橋（八幡市） 〇       ○  ○   ○ ○   ○    

京都市 桂川宮前橋（京都市）      ○      ○    ○     

大阪府 大和川河口（堺市） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

大阪市 大川毛馬橋（大阪市） ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○ 

大阪港 ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

兵庫県 姫路沖   ○                ○  

神戸市 神戸港中央      〇  〇 ○  ○ 〇      ○  ○ 

奈良県 大和川大正橋（王寺町）  ○           ○ ○  ○    ○ 

和歌山県 紀の川河口紀の川大橋（和歌山市） ○   ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

岡山県 笹ヶ瀬川笹ヶ瀬橋（岡山市） ○     ○      ○   〇 ○ 〇   ○ 

水島沖   ○      ○ ○     〇  〇  ○  

山口県 徳山湾   ○  ○  ○  ○ ○     〇 ○   ○ ○ 

萩沖    ○     ○ ○ ○    〇  ○    
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地方 
公共団体 

調査地点 
調査対象物質 

[1] [2] [3] [4] [5] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [18] [19] [20] [21] [22] 
徳島県 紀伊水道  ○                   

香川県 高松港   ○    ○        〇   ○   

愛媛県 沢津漁港 ○    ○ ○           ○  ○  

岩松川三島（宇和島市）   ○     ○     ○ ○  ○    ○ 

福岡県 雷山川加布羅橋（糸島市） 〇 〇       ○  〇  ○ ○  〇  ○   

大牟田沖 〇 〇 ○  ○  ○    〇     〇 ○  ○  

北九州市 洞海湾   ○    ○        〇   ○ ○  

福岡市 博多湾 ○   ○  ○  ○ ○ ○     ○     ○ 

佐賀県 伊万里湾  ○   ○    ○   ○         

熊本県 木葉川寺田水門（玉名市）  ○                   

大分県 大分川河口（大分市） ○   ○  ○  ○   ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

宮崎県 平田川松原橋（川南町）    ○        ○         

小丸川高鍋大橋（高鍋町）    ○        ○         

大淀川相生橋（宮崎市）    ○        ○         

[1] アジスロマイシン、[2] アゾキシストロビン類、[3] o-アミノフェノール、[4] アモキシシリン、[5] シアナミド、[7] 
3-[[(ジメチルアミノ)カルボニル]オキシ]-1-メチルピリジニウム （別名：ピリドスチグミン）、[8] (4-{[4-(ジメチルア

ミノ)フェニル])フェニル)メチリデン}シクロヘキサ-2,5-ジエン-1-イリデン)(ジメチル)アンモニウム=クロリド) （別

名：マラカイトグリーン塩酸塩）、[9] N,N-ジメチルビグアニド塩酸塩（N,N-ジメチルビグアニドとして） （別名：

塩酸メトホルミン（メトホルミンとして））、[10] セリウム及びその化合物（セリウムとして）、[11] タリウム及び

その化合物（タリウムとして）、[12] 2-(1,3-チアゾール-4-イル)-1H-ベンゾイミダゾール （別名：チアベンダゾール）、

[13] チアムリン、[14] N-ニトロソジエチルアミン、[15] N-ニトロソジメチルアミン、[16] バルプロ酸、[18] ピリメタ

ニル、[19] 3-ベンジリデンカンファー、[20] ベンジル-p-ヒドロキシベンゾエート （別名：ベンジルパラベン）、[21] 
ポリフルオロ酢酸類、[22] レボフロキサシン 

 
（注）初期環境調査及び詳細環境調査の「川崎港京浜運河扇町地先」は、モニタリング調査の「川崎港京浜運河」と同一

地点である。 
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図 1-1 2019 年度初期環境調査地点（水質） 
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図 1-2（1/8） 2019 年度初期環境調査地点（水質）詳細 
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図 1-2（2/8） 2019 年度初期環境調査地点（水質）詳細 
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図 1-2（3/8） 2019 年度初期環境調査地点（水質）詳細 
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図 1-2（4/8） 2019 年度初期環境調査地点（水質）詳細  
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図 1-2（5/8） 2019 年度初期環境調査地点（水質）詳細 
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図 1-2（6/8） 2019 年度初期環境調査地点（水質）詳細 
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図 1-2（7/8） 2019 年度初期環境調査地点（水質）詳細 
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図 1-2（8/8） 2019 年度初期環境調査地点（水質）詳細 
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表 1-2 2019 年度初期環境調査地点･対象物質一覧（大気） 

地方 
公共団体 

調査地点 
調査対象物質 

[6] [11] [14] [15] [17] 
北海道 北海道立総合研究機構環境科学研究センター（札幌市） 

  
○ ○ 

 

仙台市 榴ヶ岡公園（仙台市） ○ ○ ○ ○ ○ 

山形県 山形県環境科学研究センター（村山市） 
    

○ 

茨城県 茨城県霞ケ浦環境科学センター（土浦市） ○ 
 

○ ○ 
 

埼玉県 埼玉県環境科学国際センター（加須市） 
    

○ 

さいたま市 さいたま市保健所（さいたま市） 
    

○ 

千葉県 東金堀上一般環境大気測定局（東金市） 
    

○ 

東京都 東京都環境科学研究所（江東区） 
  

○ ○ 
 

小笠原父島 
  

○ ○ 
 

神奈川県 神奈川環境科学センター（平塚市） ○ ○ ○ ○ ○ 

横浜市 横浜市環境科学研究所（横浜市） 
    

○ 

富山県 滑川上島一般環境大気測定局（滑川市） 
    

○ 

石川県 石川県保健環境センター（金沢市） ○ ○ ○ ○ ○ 

長野県 長野県環境保全研究所（長野市） ○ ○ ○ ○ ○ 

名古屋市 千種区平和公園（名古屋市） ○ ○ ○ ○ ○ 

三重県 三重県保健環境研究所（四日市市） ○ ○ ○ ○ 
 

滋賀県 東近江一般環境大気測定局（東近江市） ○ 
    

京都市 伏見区役所（京都市） ○ ○ ○ ○ 
 

大阪府 大阪合同庁舎 2 号館別館（大阪市） ○ ○ ○ ○ ○ 

湾岸自動車排出ガス測定局（堺市） ○ ○ ○ ○ ○ 

兵庫県 赤穂市役所（赤穂市） ○ ○ ○ ○ ○ 

山口県 山口県環境保健センター（山口市） ○ 
 

○ ○ ○ 

徳島県 徳島県立保健製薬環境センター（徳島市） ○ ○ ○ ○ ○ 

香川県 香川県立総合水泳プール（高松市） ○ ○ ○ ○ ○ 

佐賀県 佐賀県環境センター（佐賀市） ○ 
 

○ ○ ○ 

大分県 大分市立三佐小学校（大分市） ○ ○ ○ ○ ○ 

[6] 1,3-ジオキソラン、[11] タリウム及びその化合物（タリウムとして）、[14] N-ニトロソジエチルアミン、[15] N-ニト

ロソジメチルアミン、[17] ピリジン 
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図 1-3 2019 年度初期環境調査地点（大気） 
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図 1-4（1/3） 2019 年度初期環境調査地点（大気）詳細 
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図 1-4（2/3） 2019 年度初期環境調査地点（大気）詳細 
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図 1-4（3/3） 2019 年度初期環境調査地点（大気）詳細 
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４．調査結果の概要 

検出状況・検出下限値一覧を表 2 に示す。なお、検出状況の概要は以下のとおりである。 

 

水質については、20 調査対象物質（群）中、次の 18 物質（群）が検出された。なお、構造が類似する等、

同一の分析法において測定できる方法ごとに一物質群とした。 

･[1] アジスロマイシン：25地点中9地点 
･[2] アゾキシストロビン類 

[2-1] メチル=(E)-2-{2-[6-(2-シアノフェノキシ)ピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}-3-メトキシアク

リラート （別名：(E)-アゾキシストロビン）：28地点中14地点 
[2-2] メチル=(Z)-2-{2-[6-(2-シアノフェノキシ)ピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}-3-メトキシアク

リラート （別名：(Z)-アゾキシストロビン）：28地点中4地点 
･[3] o-アミノフェノール：25地点中24地点 
･[4] アモキシシリン：24地点中15地点 
･[5] シアナミド：25地点中14地点 
･[7] 3-[[(ジメチルアミノ)カルボニル]オキシ]-1-メチルピリジニウム （別名：ピリドスチグミン）：26

地点中19地点 
･[8] (4-{[4-(ジメチルアミノ)フェニル])フェニル)メチリデン}シクロヘキサ-2,5-ジエン-1-イリデン)(ジメ

チル)アンモニウム=クロリド) （別名：マラカイトグリーン塩酸塩）：23地点中5地点 
･[9] N,N-ジメチルビグアニド塩酸塩（N,N-ジメチルビグアニドとして） （別名：塩酸メトホルミン（メ

トホルミンとして））：27地点中26地点 
･[10] セリウム及びその化合物（セリウムとして）：全25地点 
･[11] タリウム及びその化合物（タリウムとして）：全24地点 
･[12] 2-(1,3-チアゾール-4-イル)-1H-ベンゾイミダゾール （別名：チアベンダゾール）：26地点中11地点 
･[13] チアムリン：27地点中7地点 
･[14] N-ニトロソジエチルアミン：全25地点 
･[15] N-ニトロソジメチルアミン：全26地点 
･[16] バルプロ酸：27地点中9地点 
･[20] ベンジル-p-ヒドロキシベンゾエート （別名：ベンジルパラベン）：27地点中1地点 
･[21] ポリフルオロ酢酸類 

[21-3] トリフルオロ酢酸：全28地点 
･[22] レボフロキサシン：26地点中20地点 

 
大気については、5 調査対象物質中、次の 4 物質が検出された。 
･[11] タリウム及びその化合物（タリウムとして）：全13地点 
･[14] N-ニトロソジエチルアミン：全19地点 
･[15] N-ニトロソジメチルアミン：全19地点 
･[17] ピリジン：全19地点 

 
表 2 2019 年度初期環境調査検出状況・検出下限値一覧表 
物質 
調査 
番号 

調査対象物質 
水質(ng/L) 大気(ng/m3) 

範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

[1] アジスロマイシン 
nd～130 

9/25 
1.7   

[2] 

アゾキシストロビン類     

[2-1] メチル=(E)-2-{2-[6-(2-シアノフェノキシ)ピリミジン-4-イルオキ

シ]フェニル}-3-メトキシアクリラート （別名：(E)-アゾキシストロ

ビン） 

nd～100 
14/28 

1.1   

[2-2] メチル=(Z)-2-{2-[6-(2-シアノフェノキシ)ピリミジン-4-イルオキ

シ]フェニル}-3-メトキシアクリラート （別名：(Z)-アゾキシストロ

ビン） 

nd～0.52 
4/28 

0.39   

[3] o-アミノフェノール 
nd～77 
24/25 

2.3   

[4] アモキシシリン ※ 
nd～2.3 
15/24 

0.013   
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物質 
調査 
番号 

調査対象物質 
水質(ng/L) 大気(ng/m3) 

範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

[5] シアナミド ※ 
nd～950 

14/25 
280   

[6] 1,3-ジオキソラン ※   
nd 

0/17 
86 

[7] 
3-[[(ジメチルアミノ)カルボニル]オキシ]-1-メチルピリジニウム （別

名：ピリドスチグミン） 
nd～18 
19/26 

0.043   

[8] 
(4-{[4-(ジメチルアミノ)フェニル])フェニル)メチリデン}シクロヘキ

サ-2,5-ジエン-1-イリデン)(ジメチル)アンモニウム=クロリド) （別

名：マラカイトグリーン塩酸塩） 

nd～0.96 
5/23 

0.028   

[9] 
N,N-ジメチルビグアニド塩酸塩（N,N-ジメチルビグアニドとして） 

（別名：塩酸メトホルミン（メトホルミンとして）） 
nd～3,600 

26/27 
0.17   

[10] セリウム及びその化合物 （セリウムとして） 
4.3～1,200 

25/25 
0.15   

[11] タリウム及びその化合物 （タリウムとして） 
3.4～100 

24/24 
0.14 

0.0036～
0.43 

13/13 
0.00020 

[12] 
2-(1,3-チアゾール-4-イル)-1H-ベンゾイミダゾール （別名：チアベン

ダゾール） 
nd～14 
11/26 

0.69   

[13] チアムリン ※ 
nd～3.1 

7/27 
0.013   

[14] N-ニトロソジエチルアミン 
0.037～1.6 

25/25 
0.026 

nd～19 
19/19 

0.058 

[15] N-ニトロソジメチルアミン 
0.12～8.1 

26/26 
0.024 

0.087～2.9 
19/19 

0.0075 

[16] バルプロ酸 
nd～24 

9/27 
3.1   

[17] ピリジン ※   
nd～54 
19/19 

2.4 

[18] ピリメタニル 
nd 

0/26 
2.1   

[19] 3-ベンジリデンカンファー 
nd 

0/28 
23   

[20] ベンジル-p-ヒドロキシベンゾエート （別名：ベンジルパラベン） 
nd～0.31 

1/27 
0.29   

[21] 

ポリフルオロ酢酸類     

[21-1] モノフルオロ酢酸 
nd 

0/28 
0.76   

[21-2] ジフルオロ酢酸 
nd 

0/28 
0.32   

[21-3] トリフルオロ酢酸 
47～420 

28/28 
8.2   

[22] レボフロキサシン 
nd～540 

20/26 
0.44   

（注1）検出頻度は検出地点数/調査地点数（測定値が得られなかった地点数及び検出下限値を統一したことで集計の対象から除外され

た地点数は含まない。）を示す。1地点につき複数の検体を測定した場合において、1検体でも検出されたとき、その地点は「検

出地点」となる。 
（注2）範囲は全ての検体における最小値から最大値の範囲で示した。そのため、全地点において検出されても範囲がnd～となること

がある。 
（注 3） は調査対象外の媒体であることを意味する。 
（注 4）排出に関する情報を考慮した地点も含めて調査した。 
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物質別の調査結果は、次のとおりである。 

なお、同一地点で過年度に調査が実施されている場合には、両者の結果に差異が生じているか検討を加え

ている。また、参考文献のうち、全物質共通のものは i)、ii)、iii)等で示している（調査結果の最後にまとめ

て記載）。その他の参考文献は、1)、2)、3)等で示している（各物質ごとに記載）。 

 
[1] アジスロマイシン （CAS 登録番号：83905-01-5） 

【2019 年度調査媒体：水質】 

・調査要望理由 

化管法 

化管法の施行状況について検討を加えるに当たり、現在対象とされていないが水生生物への一定の有害

性が認められる物質について、その環境残留状況を確認するため。 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について本調査としては 2019 年度が初めての調査であり、26 地点を調査し、検出下限値 1.7ng/L に

おいて欠測扱注いとなった 1 地点を除く 25 地点中 9 地点で検出され、検出濃度は 130ng/L までの範囲であ

った。 

 
注：「欠測扱い」とは、測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことにより集計の対象

から除外された検体及び地点を意味する。以下同じ。 

○アジスロマイシンの検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

2019 9/25 9/25 nd～130 1.7 

 

【参考：アジスロマイシン】 
  
・用 途 ： 主な用途は、医薬品（抗生物質）である。i) 

  
・生産量・輸入量 ： 不詳 

  
・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 

  
・生 分 解 性 ： 不詳 

  
・濃 縮 性 ： 不詳 

  
・媒体別分配予測 ： 水質 4.18%、底質 1.31%、大気 1.88×10-8 %、土壌 94.5% ii) 注 1) 

  
・急 性 毒 性 等 ： LD50=2,000mg/kg 超 ラット（経口）iii) iv) 

LD50=3,000mg/kg マウス（経口）iii) iv) 
  

・反復投与毒性等 ： 不詳 

 
・発 が ん 性 ： 不詳 

 

・生 態 影 響 ： 不詳 
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[2] アゾキシストロビン類 

[2-1] メチル=(E)-2-{2-[6-(2-シアノフェノキシ)ピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}-3-メトキシア

クリラート （別名：(E)-アゾキシストロビン、CAS 登録番号：131860-33-8） 

[2-1] メチル=(Z)-2-{2-[6-(2-シアノフェノキシ)ピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}-3-メトキシア

クリラート （別名：(Z)-アゾキシストロビン、CAS 登録番号：143130-94-3） 

【2019 年度調査媒体：水質】 

・調査要望理由 

PPCPs（Pharmaceuticals and Personal Care Products） 

環境中の医薬品等について環境リスク評価を検討する上で、暴露情報等が不足しているため。 

 

・調査内容及び結果 

・[2-1] メチル=(E)-2-{2-[6-(2-シアノフェノキシ)ピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}-3-メトキシアクリラート 

（別名：(E)-アゾキシストロビン） 

＜水質＞ 

水質について本調査としては 2019 年度が初めての調査であり、28 地点を調査し、検出下限値 1.1ng/L に

おいて 28 地点中 14 地点で検出され、検出濃度は 100ng/L までの範囲であった。 

○メチル=(E)-2-{2-[6-(2-シアノフェノキシ)ピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}-3-メトキシアクリラート 
（別名：(E)-アゾキシストロビン）の検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

2019 14/28 14/28 nd～100 1.1 

 

【参考：メチル=(E)-2-{2-[6-(2-シアノフェノキシ)ピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}-3-メトキシアクリラート （別名：

(E)-アゾキシストロビン）】 
  
・用 途 ： 主な用途は、農薬（殺菌剤）である。v) 

  
・生産量・輸入量 ： 平成 26 年度（2014 年度）：生産 水和剤 62.1t（8%）、36.5kL（フロアブル,10%）、146.3kL（フ

ロアブル,20%）7.9t（顆粒）、輸入 83.2t（原体）、7.9t（製剤）（2014 農薬年度） vi) 
平成 27 年度（2015 年度）：生産 水和剤 60.3t（8%）、39.1kL（フロアブル,10%）、131.5kL（フ

ロアブル,20%）4.0t（顆粒）、輸入 116.8t（原体）、5.9t（製剤）（2015 農薬年度） vi) 
平成 28 年度（2016 年度）：生産 水和剤 47.7t（8%）、27.2kL（フロアブル,10%）、133.1kL（フ

ロアブル,20%）7.0t（顆粒）、輸入 112.0t（原体）、7.0t（製剤）（2016 農薬年度）vi) 
平成 29 年度（2017 年度）：生産 水和剤 28.1t（8%）、20.0kL（フロアブル,10%）、116.9kL（フ

ロアブル,20%）8.3t（顆粒）、輸入 127.2t（原体）、8.3t（製剤）（2017 農薬年度） vi) 
平成 30 年度（2018 年度）：生産 水和剤 37.9t（8%）、25.4kL（フロアブル,10%）、103.3kL（フ

ロアブル,20%）7.6t（顆粒）、輸入 104.0t（原体）、7.6t（製剤）（2018 農薬年度）vi) 
  

・P R T R 排 出 量 ： PRTR 集計結果（kg/年）vii)  

年度 
届出排出量集計値 届出外排出量 

推計値 
排出量合計 

大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 
2010 0  0  0  0  0  59,876  59,876  
2011 0  0  0  0  0  55,479  55,479  
2012 0  0  0  0  0  57,678  57,678  
2013 0  0  0  0  0  57,972  57,972  
2014 0  0  0  0  0  61,259  61,259  
2015 0  0  0  0  0  65,034  65,034  
2016 0  0  0  0  0  69,222  69,222  
2017 0  0  0  0  0  75,487  75,487  
2018 0  0  0  0  0  74,705  74,705  

  
・生 分 解 性 ： 不詳 
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・濃 縮 性 ： 不詳 

  
・媒体別分配予測 ： 水質 8.7%、底質 1.74 %、大気 6.48×10-6 %、土壌 89.6 % ii) 注 1) 

  
・急 性 毒 性 等 ： LC50=960mg/m3ラット（吸入）iii) 

  
・反復投与毒性等 ： 不詳 

  
・発 が ん 性 ： 不詳 

 

・生 態 影 響 ： 43d-LOEC=0.00935mg/L：ホザキノフサモ（Myriophyllum spicatum）生長阻害 viii) 
14d-NOEC= 0.0147 mg/L：ホザキノフサモ（Myriophyllum spicatum）生長阻害 viii)  
28d-LC50=0.161mg/L：淡水イガイ（Lampsilis siliquoidea）viii) 

48h-LC50=0.19659mg/L：ネッタイツメガエル（Xenopus tropicalis）viii) 

24h-EC50=1.438mg/L：ムラサキイガイ（Villosa iris）viii)  
・規制   

 ［化管法］  法第 2 条第 2 項、施行令（平成 20 年 11 月 21 日改正後）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質

（431 メチル=(E)-2-{2-[6-(2-シアノフェノキシ)ピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}-3-メトキ

シアクリラート （別名アゾキシストロビン）） 

 

 

・[2-2] メチル=(Z)-2-{2-[6-(2-シアノフェノキシ)ピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}-3-メトキシアクリラート 

（別名：(Z)-アゾキシストロビン） 

＜水質＞ 

水質について本調査としては 2019 年度が初めての調査であり、28 地点を調査し、検出下限値 0.39ng/L

において 28 地点中 4 地点で検出され、検出濃度は 0.52ng/L までの範囲であった。 

○メチル=(Z)-2-{2-[6-(2-シアノフェノキシ)ピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}-3-メトキシアクリラート 
（別名：(Z)-アゾキシストロビン）の検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

2019 4/28 4/28 nd～0.52 0.39 

 

【参考：メチル=(Z)-2-{2-[6-(2-シアノフェノキシ)ピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}-3-メトキシアクリラート （別名：

(Z)-アゾキシストロビン）】 
  
・用 途 ： 主な用途は、農薬（殺菌剤）である。v) 

  
・生産量・輸入量 ： 不詳 

  
・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 

  
・生 分 解 性 ： 不詳 

  
・濃 縮 性 ： 不詳 

  
・媒体別分配予測 ： 不詳 

  
・急 性 毒 性 等 ： 不詳 

 
・反復投与毒性等 ： 不詳 

 
・発 が ん 性 ： 不詳 

  

・生 態 影 響 ： 不詳 
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[3] o-アミノフェノール （CAS 登録番号：95-55-6） 

【2019 年度調査媒体：水質】 

・調査要望理由 

化管法 

化管法の施行状況について検討を加えるに当たり、現在対象とされていないが一定の有害性が認められ

る物質について、その環境残留状況を確認するため。 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について 27 地点を調査し、検出下限値 2.3ng/L において欠測扱いとなった 2 地点を除く 25 地点中

24 地点で検出され、検出濃度は 77ng/L までの範囲であった。 

1986 年度には 9 地点を調査し、検出下限値 100ng/L において 9 地点全てで不検出であった。2009 年度に

は 11 地点を調査し、検出下限値 2.3ng/L において 11 地点中 8 地点で検出され、検出濃度は 22ng/L までの

範囲であった。 

2019 年度と 1986 年度又は 2009 年度に同一地点で調査を行った 9 地点のうち、7 地点では 2019 年度に過

年度と同程度の濃度で検出された。残る 2 地点のうち 1 地点では過年度に検出され、2019 年度は過年度の

検出濃度に対して低値の検出下限値において不検出であった。他の 1 地点では 2019 年度に欠測扱いであっ

た。 

○o-アミノフェノールの検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

1986 0/27 0/9 nd 100 

2009 24/33 8/11 nd～22 2.3 

2019 24/25 24/25 nd～77 2.3 
 

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較 

地点 実施年度 測定値（ng/L） 
報告時検出下限値 

（ng/L） 

① 豊沢川豊沢橋（花巻市） 
2009 ※2.1 8.4 9.9 1.4 
2019 8.3 2.0 

② 多摩川河口（川崎市） 
2009 11 10 10 1.8 
2019 23 2.0 

③ 名古屋港潮見ふ頭西 
1986 nd nd nd 100 
2009 11 12 11 1.8 
2019 13 2.0 

④ 四日市港 
2009 20 22 21 2.3 
2019 nd 2.3 

⑤ 大和川河口（堺市） 
1986 nd nd nd 100 
2009 19 19 21 1.8 
2019 41 2.0 

⑥ 水島沖 
1986 nd nd nd 100 
2009 7.7 5.0 6.5 1.8 
2019 15 2.0 

⑦ 岩松川三島（宇和島市） 
2009 7.8 7.2 9.0 1.8 
2019 8.2 2.0 

⑧ 大牟田沖 
2009 nd nd nd 2.3 
2019 --- --- 
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地点 実施年度 測定値（ng/L） 
報告時検出下限値 

（ng/L） 

⑨ 洞海湾 
1986 nd nd nd 100 
2009 5.8 6.6 5.7 1.8 
2019 12 2.0 

（注）※：参考値（測定値が、本地点での報告時検出下限値以上、検出下限値未満）であることを意味する。 

 

【参考：o-アミノフェノール】 
  
・用 途 ： 主な用途は、染料中間体（アゾ系媒染染料）、写真薬である。1) 

  
・生産量・輸入量 ： 平成 26 年度（2014 年度）：生産 100t（推定）vi) 

平成 27 年度（2015 年度）：生産 100t（推定）vi) 

平成 28 年度（2016 年度）：生産 100t（推定）vi) 

平成 29 年度（2017 年度）：生産 100t（推定）vi) 

平成 30 年度（2018 年度）：生産 100t（推定）vi) 
  

・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 
  

・生 分 解 性 ： 不詳 
  

・濃 縮 性 ： 不詳 
  

・媒体別分配予測 ： 水質 19.7%、底質 0.109%、大気 0.00486%、土壌 80.2% ii) 注 1)  
・急 性 毒 性 等 ： LD50=316mg/kg ウズラ（経口）iv) 

LD50=800mg/kg マウス（経口）iii) iv) 
LD50=951mg/kg ラット（経口）iii) iv) 
  

・反復投与毒性等 ： 不詳 

  
・発 が ん 性 ： 不詳 

  

・生 態 影 響 ： PNEC=0.000018mg/L（根拠：72h-NOEC（緑藻類生長阻害）=0.0018mg/L、アセスメント係数

100）1)  
72h-NOEC= 0.0018 mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 1) ix)  
72h-EC50= 0.15 mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 1) ix) 
48h-EC50=0.57mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）遊泳阻害 1) ix) 
96h-LC50=0.67mg/L：メダカ（Oryzias latipes）1) ix) 
 

 
参考文献 

1) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価第 13 巻(2015) 
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[4] アモキシシリン （CAS 登録番号：26787-78-0） 

【2019 年度調査媒体：水質】 

・調査要望理由 

化管法 

化管法の施行状況について検討を加えるに当たり、現在対象とされていないが水生生物への一定の有害

性が認められる物質について、その環境残留状況を確認するため。 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について本調査としては 2019 年度が初めての調査であり、26 地点を調査し、検出下限値 0.013ng/L

において欠測扱いとなった 2 地点を除く 24 地点中 15 地点で検出され、検出濃度は 2.3ng/L までの範囲であ

った。 

○アモキシシリンの検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

2019 15/24 15/24 nd～2.3 0.013 

 

【参考：アモキシシリン】 
  
・用 途 ： 主な用途は、動物用医薬品（抗生物質）である。x) 

  
・生産量・輸入量 ： 不詳 

  
・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 

  
・生 分 解 性 ： 不詳 

  
・濃 縮 性 ： 不詳 

  
・媒体別分配予測 ： 水質 16.8%、底質 0.12%、大気 3.88×10-7 %、土壌 83% ii) 注 1) 

  
・急 性 毒 性 等 ： LD50=15,000mg/kg 超 ラット（経口）iii) iv) 

LD50=25,000mg/kg 超 マウス（経口）iii) iv) 
  

・反復投与毒性等 ： 不詳 

 
・発 が ん 性 ： 不詳 

  

・生 態 影 響 ： 不詳 
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[5] シアナミド （CAS 登録番号：420-04-2） 

【2019 年度調査媒体：水質】 

・調査要望理由 

化管法 

化管法の施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第一種指定化学物質であるが、近年に実態調

査がなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果によっては指定の見直しを検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について本調査としては 2019 年度が初めての調査であり、25 地点を調査し、検出下限値 280ng/L に

おいて 25 地点中 14 地点で検出され、検出濃度は 950ng/L までの範囲であった。 

○シアナミドの検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

2019 14/25 14/25 nd～950 280 

 

【参考：シアナミド】 
  
・用 途 ： 主な用途は、医薬品（酒量抑制剤）である。i) 

  
・生産量・輸入量 ： 平成 26 年度（2014 年度）：製造・輸入 X t（化審法一般化学物質届出結果公表値）xi) 注 2) 

平成 27 年度（2015 年度）：製造・輸入 X t（化審法一般化学物質届出結果公表値）xi) 注 2) 
平成 28 年度（2016 年度）：製造・輸入 X t（化審法一般化学物質届出結果公表値）xi) 注 2) 
平成 29 年度（2017 年度）：製造・輸入 X t（化審法一般化学物質届出結果公表値）xi) 注 2) 

平成 30 年度（2018 年度）：製造・輸入 X t（化審法一般化学物質届出結果公表値）xi) 注 2) 

平成 26 年度（2014 年度）：生産 原体 13.9t、液剤 57,506l(10%)、輸入 118.0t（原体）（2014 農

薬年度）vi) 
平成 27 年度（2015 年度）：生産 原体 10.0t、液剤 54,700l(10%)、輸入 169.6t（原体）（2015 農

薬年度）vi) 
平成 28 年度（2016 年度）：生産 原体 18.6t、液剤 66,010l(10%)、輸入 141.6t（原体）（2016 農

薬年度）vi) 
平成 29 年度（2017 年度）：生産 原体 18.4t、液剤 67,552l(10%)、輸入 141.6t（原体）（2017 農

薬年度）vi) 
平成 30 年度（2018 年度）：生産 原体 14.6t、液剤 70,419l(10%)、輸入 153.6t（原体）（2018 農

薬年度）vi) 
  

・P R T R 排 出 量 ： PRTR 集計結果（kg/年）vii)  

年度 
届出排出量集計値 届出外排出量 

推計値 
排出量合計 

大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 
2010 350  100  0  700  1,150  6,052  7,202  
2011 340  100  0  0  440  5,950  6,390  
2012 340  100  0  0  440  6,657  7,097  
2013 340  100  0  0  440  7,780  8,220  
2014 340  100  0  0  440  6,646  7,086  
2015 340  100  0  0  440  6,560  7,000  
2016 340  100  0  0  440  8,447  8,887  
2017 40  100  0  0  140  6,755  6,895  
2018 43  150  0  0  193  7,042  7,235  

  
・生 分 解 性 ： 難分解性（標準法（試験期間 4 週間、被試験物質 100mg/L、活性汚泥濃度 30mg/L）、BOD によ

る分解度：-1%、-1%、-2%（平均 0%）、DOC による分解度：0%、0%、0%（平均 0%）、LC-MS
による分解度：1%、1%、1%（平均 1%））1) 注 3) 
  

・濃 縮 性 ： 低濃縮性（試験方法：分配係数試験（フラスコ振とう法）、試験結果：LogPow = -0.86）1) 
  

・媒体別分配予測 ： 
 

水質 34.1%、底質 0.0691%、大気 0.00576%、土壌 65.8% ii) 注 1) 
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・急 性 毒 性 等 ： LD50=100mg/kg ネコ（経口）iii) iv) 

LD50=125mg/kg ラット（経口）iii) iv) 
LD50=150mg/kg ウサギ（経口）iii) iv) 
LD50=388mg/kg マウス（経口）iii) iv) 
  

・反復投与毒性等 ： 不詳 

 
・発 が ん 性 ： 不詳 

  

・生 態 影 響 ： 不詳 
 

・規制   

 ［化審法］  法（平成 21 年 5 月 20 日改正前）第 2 条第 5 項、第二種監視化学物質（1009 シアナミド） 
 ［化管法］  法第 2 条第 2 項、施行令（平成 20 年 11 月 21 日改正後）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質

（137 シアナミド） 
 ［大防法］注 4)  法第 2 条第 9 項、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（2010 年中央環境審議会答申）

（65 シアナミド） 
 
参考文献 

1) 平成 24 年度第 4 回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 化学

物質審議会第118回審査部会第125回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会 （2012
年 7 月 27 日） 
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[6] 1,3-ジオキソラン （CAS 登録番号：646-06-0） 

【2019 年度調査媒体：大気】 

・調査要望理由 

大気環境 

有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質リストに選定され、近年の大気媒体での調査実績がない

ことから、環境残留実態の調査を優先的に行い、大気における実態を把握することが必要とされたため。 

 

・調査内容及び結果 

＜大気＞ 

大気について本調査としては 2019 年度が初めての調査であり、17 地点を調査し、検出下限値 86ng/m3

において 17 地点全てで不検出であった。 

○1,3-ジオキソランの検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

大気 
（ng/m3） 

2019 0/51 0/17 nd 86 

 

【参考：1,3-ジオキソラン】 
  
・用 途 ： 主な用途は、セルロース誘導体、樹脂、油脂、染料の溶剤、リチウム電池の電解質溶媒、エン

ジニアリングプラスチックである。vi) 
  

・生産量・輸入量 ： 平成 26 年度（2014 年度）：製造・輸入 1,000t（化審法一般化学物質届出結果公表値）xi) 
平成 27 年度（2015 年度）：製造・輸入 1,000t（化審法一般化学物質届出結果公表値）xi) 
平成 28 年度（2016 年度）：製造・輸入 1,000t（化審法一般化学物質届出結果公表値）xi) 
平成 29 年度（2017 年度）：製造・輸入 1,000t（化審法一般化学物質届出結果公表値）xi) 

平成 30 年度（2018 年度）：製造・輸入 1,000t（化審法一般化学物質届出結果公表値）xi) 
  

・P R T R 排 出 量 ： PRTR 集計結果（kg/年）vii)  

年度 
届出排出量集計値 届出外排出量 

推計値 
排出量合計 

大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 
2010 25,903  4  0  0  25,907  - 25,907  
2011 31,744  6  0  0  31,750  12,000  43,750  
2012 31,488  5  0  0  31,493  13,000  44,493  
2013 29,353  5  0  0  29,358  8,200  37,558  
2014 29,048  2  0  0  29,051  13,000  42,051  
2015 28,140  2  0  0  28,142  18,000  46,142  
2016 34,549  18  0  0  34,567  20,000  54,567  
2017 33,558  4  0  0  33,562  11,000  44,562  
2018 28,928  0  0  0  28,928  23,000  51,928  

  
・生 分 解 性 ： 難分解性（標準法（試験期間 4 週間、被試験物質 100mg/L、活性汚泥濃度 30mg/L）、BOD によ

る分解度：2%、-1%、4%（平均 2%）、DOC による分解度：1%、1%、0 %（平均 1%）、GC
による分解度：0%、1%、-1%（平均 0%））1) 注 3) 
  

・濃 縮 性 ： 不詳 
  

・媒体別分配予測 ： 水質 46.4%、底質 0.0878%、大気 3.45%、土壌 50% ii) 注 1) 
  

・急 性 毒 性 等 ： LD50=3,000mg/kg ラット（経口）iii) 
LD50=3,200mg/kg マウス（経口）iii) 
LD50=5,200mg/kg ウサギ（経口）iii) 
LC50=10,500mg/m3マウス（吸入 2 時間）iii) 
LC50=20,650mg/m3ラット（吸入 4 時間）iii) 
LC50=166,000mg/m3モルモット（吸入 4 時間）iii) 
  

・反復投与毒性等 ： 不詳 

 
・発 が ん 性 ： 不詳 

  

・生 態 影 響 ： 不詳 
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・規制   

 ［化審法］  法（平成 21 年 5 月 20 日改正前）第 2 条第 5 項、第二種監視化学物質（1094 1,3-ジオキソラン） 
 ［化管法］  法第 2 条第 2 項、施行令（平成 20 年 11 月 21 日改正後）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質

（151 1,3-ジオキソラン） 
 ［大防法］注 4)  法第 2 条第 9 項、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（2010 年中央環境審議会答申）

（72 1,3-ジオキソラン） 
 
参考文献 

1) 平成 24 年度第 4 回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 化学

物質審議会第118回審査部会第125回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会 （2012
年 7 月 27 日） 
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[7] 3-[[(ジメチルアミノ)カルボニル]オキシ]-1-メチルピリジニウム （別名：ピリドスチグミン、

CAS 登録番号：155-97-5） 

【2019 年度調査媒体：水質】 

・調査要望理由 

PPCPs（Pharmaceuticals and Personal Care Products） 

環境中の医薬品等について環境リスク評価を検討する上で、暴露情報等が不足しているため。 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について本調査としては 2019 年度が初めての調査であり、26 地点を調査し、検出下限値 0.043ng/L

において 26 地点中 19 地点で検出され、検出濃度は 18ng/L までの範囲であった。 

○3-[[(ジメチルアミノ)カルボニル]オキシ]-1-メチルピリジニウム（別名：ピリドスチグミン）の検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

2019 19/26 19/26 nd～18 0.043 

 

【参考：3-[[(ジメチルアミノ)カルボニル]オキシ]-1-メチルピリジニウム （別名：ピリドスチグミン）】 
  
・用 途 ： 主な用途は、医薬品（重症筋無力症治療剤）である。（ピリドスチグミン臭化物として）i) 

  
・生産量・輸入量 ： 不詳 

  
・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 

  
・生 分 解 性 ： 不詳 

  
・濃 縮 性 ： 不詳 

  
・媒体別分配予測 ： 不詳 

  
・急 性 毒 性 等 ： LD50=54mg/kg ウサギ（経口）iii) iv) 

  
・反復投与毒性等 ： 不詳 

 
・発 が ん 性 ： 不詳 

  

・生 態 影 響 ： 不詳 
 

・規制   

 ［化審法］  法（平成 21 年 5 月 20 日改正前）第 2 条第 5 項、第二種監視化学物質（1007 (4-{[4-(ジメチル

アミノ)フェニル](フェニル)メチリデン}シクロヘキサ-2,5-ジエン-1-イリデン)(ジメチル)アンモ

ニウム=クロリド （別名マラカイトグリーン塩酸塩）） 
法（平成 21 年 5 月 20 日改正前）第 2 条第 5 項、第三種監視化学物質（256 (4-{[4-(ジメチルア

ミノ)フェニル](フェニル)メチリデン}シクロヘキサ-2,5-ジエン-1-イリデン)(ジメチル)アンモニ

ウム=クロリド （別名マラカイトグリーン塩酸塩）） 
 ［化管法］  法第 2 条第 3 項、施行令（平成 20 年 11 月 21 日改正後）第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質

（51 (4-{[4-(ジメチルアミノ)フェニル](フェニル)メチリデン}シクロヘキサ-2,5-ジエン-1-イリ

デン)(ジメチル)アンモニウム=クロリド （別名マラカイトグリーン塩酸塩）） 
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[8] (4-{[4-(ジメチルアミノ)フェニル])フェニル)メチリデン}シクロヘキサ-2,5-ジエン-1-イリデ

ン)(ジメチル)アンモニウム=クロリド) （別名：マラカイトグリーン塩酸塩、CAS 登録番

号：569-64-2） 

【2019 年度調査媒体：水質】 

・調査要望理由 

化管法 

化管法の施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種指定化学物質であるが、近年に実態調

査がなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果によっては指定の見直しを検討するため。 

 
・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について 25 地点を調査し、検出下限値 0.028ng/L において欠測扱いとなった 2 地点を除く 23 地点中

5 地点で検出され、検出濃度は 0.96ng/L までの範囲であった。 

1985 年度には 11 地点を調査し、検出下限値 2,000ng/L において 11 地点全てで不検出であった。 

2019 年度と 1985 年度に同一地点で調査を行った 2 地点では、1985 年度に不検出であり、2019 年度に検

出下限値を下げて測定したが不検出であった。 

○(4-{[4-(ジメチルアミノ)フェニル])フェニル)メチリデン}シクロヘキサ-2,5-ジエン-1-イリデン)(ジメチル)
アンモニウム=クロリド) （別名：マラカイトグリーン塩酸塩）の検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

1985 0/33 0/11 nd 2,000 
2019 5/23 5/23 nd～0.96 0.028 

 

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較 

地点 実施年度 測定値（ng/L） 
報告時検出下限値 

（ng/L） 

① 名古屋港潮見ふ頭西 
1985 nd nd nd 2,000 
2019 nd 0.028 

② 徳山湾 
1985 nd nd nd 2,000 
2019 nd 0.028 

 

【参考：(4-{[4-(ジメチルアミノ)フェニル])フェニル)メチリデン}シクロヘキサ-2,5-ジエン-1-イリデン)(ジメチル)アンモ

ニウム=クロリド) （別名：マラカイトグリーン塩酸塩）】  
・用 途 ： 主な用途は、顔料である。v) 

  
・生産量・輸入量 ： 不詳 

  
・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 

  
・生 分 解 性 ： 不詳 

  
・濃 縮 性 ： 不詳 

  
・媒体別分配予測 ： 水質 1.65%、底質 57.5%、大気 0.000564%、土壌 40.8% ii) 注 1) 

  
・急 性 毒 性 等 ： LD50=80mg/kg マウス（経口）iii) iv) 

  
・反復投与毒性等 ： 不詳 

 
・発 が ん 性 ： 不詳 

  

・生 態 影 響 ： 72h-NOEC= 0.049 mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 ix)  
48h-EC50= 0.13mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）遊泳阻害 ix)  
96h-LC50= 0.14mg/L：メダカ（Oryzias latipes）ix) 

72h-EC50= 1.1 mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 ix) 
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[9] N,N-ジメチルビグアニド塩酸塩（N,N-ジメチルビグアニドとして） （別名：塩酸メトホル

ミン（メトホルミンとして）、CAS 登録番号：1115-70-4） 

【2019 年度調査媒体：水質】 

・調査要望理由 

PPCPs（Pharmaceuticals and Personal Care Products） 

環境中の医薬品等について環境リスク評価を検討する上で、暴露情報等が不足しているため。 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について本調査としては 2019 年度が初めての調査であり、27 地点を調査し、検出下限値 0.17ng/L

において 27 地点中 26 地点で検出され、検出濃度は 3,600ng/L までの範囲であった。 

○N,N-ジメチルビグアニド塩酸塩（N,N-ジメチルビグアニドとして） （別名：塩酸メトホルミン（メト
ホルミンとして））の検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

2019 26/27 26/27 nd～3,600 0.17 

 

【参考：N,N-ジメチルビグアニド塩酸塩（N,N-ジメチルビグアニドとして） （別名：塩酸メトホルミン（メトホルミ

ンとして））】 
  
・用 途 ： 主な用途は、医薬品（血糖降下剤）（N,N-ジメチルビグアニド塩酸塩として）である。v) 

  
・生産量・輸入量 ： 不詳 

  
・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 

  
・生 分 解 性 ： 不詳 

  
・濃 縮 性 ： 不詳 

  
・媒体別分配予測 ： 水質 25%、底質 0.0737%、大気 0.0000000152%、土壌 74.9% ii) 注 1) 

  
・急 性 毒 性 等 ： LD50=350mg/kg ウサギ（経口）（N,N-ジメチルビグアニド塩酸塩として）iii) iv) 

LD50=500mg/kg モルモット（経口） (N,N-ジメチルビグアニド塩酸塩として）iii) iv) 
LD50=1,000mg/kg ラット（経口）（N,N-ジメチルビグアニド塩酸塩として）iii) iv) 
LD50=1,450mg/kg マウス（経口）（N,N-ジメチルビグアニド塩酸塩として）iii) iv) 
LD50=1,450mg/kg マウス（経口）（N,N-ジメチルビグアニドとして）iii) iv) 
  

・反復投与毒性等 ： 不詳 

 
・発 が ん 性 ： 不詳 

  

・生 態 影 響 ： 不詳 
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[10] セリウム及びその化合物（セリウムとして）（CAS 登録番号：7440-45-1 等） 

【2019 年度調査媒体：水質】 

・調査要望理由 

化管法 

化管法の施行状況について検討を加えるに当たり、現在対象とされていないが一定の有害性が認められ

る物質について、その環境残留状況を確認するため。 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について 25 地点を調査し、検出下限値 0.15ng/L において 25 地点全てで検出され、検出濃度は 4.3

～1,200ng/L の範囲であった。 

2010 年度には 23 地点を調査し、検出下限値 1.4ng/L において欠測扱いとなった 2 地点を除く 21 地点全

てで検出され、検出濃度は 4.0～1,300ng/L の範囲であった。 

2019 年度と 2010 年度に同一地点で調査を行った 22 地点のうち、2010 年度に欠側扱いとなった 2 地点を

除く 20 地点ではいずれの年度も検出され、2019 年度の検出濃度は、19 地点で 2010 年度に検出された濃度

と同程度で、残る 1 地点では 2010 年度に検出された濃度より高値であった。 

○セリウム及びその化合物（セリウムとして）の検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

2010 63/63 21/21 4.0～1,300 1.4 
2019 25/25 25/25 4.3～1,200 0.15 

 

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較 

地点 実施年度 測定値（ng/L） 
報告時検出下限値 

（ng/L） 

① 石狩川河口石狩河口橋（石狩市） 
2010 370 210 520 1.8 
2019 610 0.72 

② 苫小牧港 
2010 4.4 4.0 6.7 1.8 
2019 4.3 0.72 

③ 豊沢川豊沢橋（花巻市） 
2010 71 91 85 1.8 
2019 260 0.72 

④ 広瀬川広瀬大橋（仙台市） 
2010 39 47 40 2.0 
2019 67 0.15 

⑤ 利根川河口かもめ大橋（神栖市） 
2010 450 390 360 2.8 
2019 120 0.72 

⑥ 田川給分地区頭首工（宇都宮市） 
2010 69 67 73 1.8 
2019 170 0.35 

⑦ 荒川河口（江東区） 
2010 180 170 92 2.8 
2019 140 0.72 

⑧ 隅田川河口（港区） 
2010 37 78 54 2.8 
2019 51 0.72 

⑨ 鶴見川亀の子橋（横浜市） 
2010 63 70 64 2.8 
2019 47 0.72 

⑩ 横浜港 
2010 25 24 23 2.8 
2019 12 0.72 

⑪ 名古屋港潮見ふ頭西 
2010 34 23 27 2.8 
2019 130 0.72 

⑫ 四日市港 
2010 74 80 72 1.4 
2019 80 0.72 

⑬ 大和川河口（堺市） 
2010 200 200 310 2.8 
2019 420 0.72 
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地点 実施年度 測定値（ng/L） 
報告時検出下限値 

（ng/L） 

⑭ 大川毛馬橋（大阪市） 
2010 710 1,300 880 2.8 
2019 330 0.72 

⑮ 大阪港 
2010 140 140 140 2.8 
2019 160 0.72 

⑯ 神戸港中央 
2010 110 86 67 2.8 
2019 31 0.72 

⑰ 水島沖 
2010 53 50 50 2.8 
2019 430 0.72 

⑱ 徳山湾 
2010 --- --- --- 6.1 
2019 23 0.72 

⑲ 萩沖 
2010 --- --- --- 6.1 
2019 13 0.72 

⑳ 雷山川加布羅橋（糸島市） 
2010 530 510 690 2.8 
2019 1,200 0.72 

㉑ 博多湾 
2010 55 68 65 2.1 
2019 97 0.72 

㉒ 伊万里湾 
2010 31 30 10 1.4 
2019 72 0.72 

（注）---：測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことにより集計の対象から除外された検体（欠測

扱い） 

 

【参考：セリウム及びその化合物（セリウムとして）】 
  
・用 途 ： セリウムの主な用途は、ガラス研磨剤、触媒、UV カットガラス、ガラス消色剤である。 

酸化セリウムの主な用途は、板ガラス研磨、レンズ消色、ブラウン管研磨、光学ガラス研磨、

自動車排ガス触媒とされている。 
塩化セリウムの主な用途は、ミッシュメタル、希土類化合物の原料、セリウム化合物の原料と

されている。1) 
  

・生産量・輸入量 ： 不詳 
  

・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 
  

・生 分 解 性 ： 不詳 
  

・濃 縮 性 ： 不詳 
  

・媒体別分配予測 ： 水質 52.5%、底質 0.125%、大気 38.8%、土壌 8.59% ii) 注 1) 
  

・急 性 毒 性 等 ： 不詳 
  

・反復投与毒性等 ： 「無毒性量等（経口）」=21mg/kg/日（根拠：NOAEL=60mg/kg/日（希土類元素の硝酸塩混合物、

セリウムに換算した。）1)  
NOAEL=60mg/kg/日:セリウムを含む希土類元素の硝酸塩混合物を 2 年間混餌投与した Wistar ラ
ットにおいて、60mg/kg/日（セリウムとして 21mg/kg/日）以下では毒性がみられなかった。1)  
「無毒性量等（吸入）」=0.0072mg/m3（根拠：LOAEL=0.89mg/m3（酸化セリウムの LOAEL=5mg/m3

をばく露状況で補正した）、試験期間が短いことから 10 で除した 0.0089 mg/m3をセリウムに換

算した。）1) 
LOAEL= 0.72mg/m3（酸化セリウム 5 mg/m3をばく露状況で補正した後（0.89mg/m3）セリウムに

換算した）：酸化セリウムを 13 週間吸入させた Sprague-Dawley ラットにおいて、5mg/m3以上

の群の雌雄の気管支リンパ節や肺で色素沈着の発生率が増加し、縱隔膜リンパ節のリンパ組織

増生及び色素沈着の発生率も高かった。1) 
  

・発 が ん 性 ： 不詳 
  

・生 態 影 響 ： PNEC=0.000057mg/L（根拠：21d-NOEC（オオミジンコ繁殖阻害）=0.0057mg /L、アセスメント

係数 100）1) 

21d-NOEC=0.0057mg /L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 1) 
7d-LC50=0.032mg/L：ヨコエビ科（Hyalella azteca）viii) 

72h-NOEC= 0.053mg /L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 1)  

72h-EC50= 0.327mg/L：ヨーロッパムラサキウニ（胚）（Paracentrotus lividus）発生 1) 

48h-EC50=0.43mg /L：オオミジンコ（Daphnia magna）遊泳阻害 1) 
72h-EC50= 2.9mg /L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 1)  

96h -LC50=1.8 mg /L：メダカ（Oryzias latipes）1) 

 
 
参考文献 

1) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価第 10 巻(2012) 
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[11] タリウム及びその化合物（タリウムとして）（CAS 登録番号：7440-28-0 等） 

【2019 年度調査媒体：水質、大気】 

・調査要望理由 

化管法 

化管法の施行状況について検討を加えるに当たり、現在対象とされていないが一定の有害性が認められ

る物質について、その環境残留状況を確認するため。 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について 24 地点を調査し、検出下限値 0.14ng/L において 24 地点全てで検出され、検出濃度は 3.4

～100ng/L の範囲であった。 

1975 年度には 20 地点を調査し、検出下限値 40,000～2,000,000ng/L において 20 地点中 10 地点で検出さ

れ、検出濃度は 3,000,000ng/L までの範囲であった。2006 年度には 6 地点を調査し、検出下限値 1.7ng/L に

おいて欠測扱いとなった 2 地点を除く 4 地点全てで検出され、検出濃度は 3.0～16ng/L の範囲であった。 

2019 年度と 2006 年度に同一地点で調査を行った 5 地点のうち、2006 年度に欠側扱いとなった 1 地点を

除く 4 地点ではいずれの年度も検出され、2019 年度の検出濃度は、3 地点で 2010 年度に検出された濃度と

同程度で、残る 1 地点では 2006 年度に検出された濃度より高値であった。 

○タリウム及びその化合物（タリウムとして）の検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

1975 28/100 10/20 
200,000～
3,000,000 

40,000～
2,000,000 

2006 12/12 4/4 3.0～16 1.7 
2019 24/24 24/24 3.4～100 0.14 

 

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較 

地点 実施年度 測定値（ng/L） 
報告時検出下限値 

（ng/L） 

① 広瀬川広瀬大橋（仙台市） 
2006 3.0 3.0 3.0 1.1 
2019 100 0.38 

② 鶴見川亀の子橋（横浜市） 
2006 --- --- --- -- 
2019 5.9 0.36 

③ 徳山湾 
2006 15 15 16 1.7 
2019 20 0.25 

④ 萩沖 
2006 14 13 13 1.7 
2019 11 0.29 

⑤ 博多湾 
2006 10 10 10 0.6 
2019 7.5 0.29 

（注）---：測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことにより集計の対象から除外された検体（欠測

扱い） 
 

＜大気＞ 

大気について 13 地点を調査し、検出下限値 0.00020ng/m3において 13 地点全てで検出され、検出濃度は

0.0036～0.43ng/m3の範囲であった。 

2006 年度には 5 地点を調査し、検出下限値 0.002ng/m3において 5 地点全てで検出され、検出濃度は 0.024

～0.21ng/m3の範囲であった。 
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2019 年度と 2006 年度に同一地点で調査を行った 2 地点では、2006 年度に検出され、2019 年度も 2006

年度と同程度の濃度で検出された。 

○タリウム及びその化合物（タリウムとして）の検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

大気 
（ng/m3） 

2006 15/15 5/5 0.024～0.21 0.002 
2019 39/39 13/13 0.0036～0.43 0.00020 

 

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較 

地点 実施年度 測定値（ng/m3） 
報告時検出下限値 

（ng/m3） 

① 神奈川環境科学センター（平塚市） 
2006 0.090 0.092 0.13 0.002 
2019 0.059 0.079 0.031 0.0049 

② 千種区平和公園（名古屋市） 
2006 0.043 0.11 0.070 0.002 
2019 0.041 0.075 0.15 0.017 

 

【参考：タリウム及びその化合物（タリウムとして）】 
  
・用 途 ： 主な用途は、酸化タリウム及びフッ化タリウム等のタリウム化合物原料並びに合金原料である。v) 

  
・生産量・輸入量 ： 不詳 

  
・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 

  
・生 分 解 性 ： 不詳 

  
・濃 縮 性 ： 不詳 

  
・媒体別分配予測 ： 水質 58.3%、底質 0.148%、大気 33.1%、土壌 8.45% ii) 注 1) 

  
・急 性 毒 性 等 ： LDLo=30mg/kg ラット（経口）1) iii) 

  
・反復投与毒性等 ： 「無毒性量等（経口）」= 0.004mg Tl/ mg/kg/日（硫酸タリウムとして）（根拠：NOAEL=0.04mg 

Tl/kg/日（慢性曝露への補正が必要なことから 10 で除した。）1)  
NOAEL= 0.05mg/kg/日（0.04mg Tl/kg/日）：硫酸タリウムを 90 日間強制経口投与 Sprague-Dawley
ラットにおいて、0.25mg/kg/日群の雌 2 匹で毛包の萎縮があり、脱毛をタリウムの毒性所見とし

た報告例と一致する。1)  
  

・発 が ん 性 ： 不詳 
  

・生 態 影 響 ： PNEC=0.000081mg/L（根拠：96h-LC50（ヨコエビ属致死）=0.081mg/L、アセスメント係数 1,000）1) 
7d-LC50=0.012mg/L：ヨコエビ科（Hyalella azteca）viii) 
30d-NOEC=0.04mg/L 未満：ファットヘッドミノー（胚）（Pimephales promelas）致死 1) 
96h-LC50=0.081mg/L：ヨコエビ属（Gammarus minus）1) 
48h-LC50=0.65 mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）viii) 
10d-LOEC=0.96mg/L：コウキクサ（Lemna minor）生長阻害 viii) 
96h-LC50=1.8mg/L：ファットヘッドミノー（Pimephales promelas）viii) 

96h-LC50=1.9mg/L：ニジマス（Oncorhynchus mykiss）1) 

96h-LC50=2.2mg/L：サカマキガイ属（Physa heterostropha）1) 
  

・規制   

 ［大防法］注 4)  法第 2 条第 9 項、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（2010 年中央環境審議会答申）

（114 タリウム及びその化合物） 
 
参考文献 

1) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価第 15 巻（2017 年） 
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[12] 2-(1,3-チアゾール-4-イル)-1H-ベンゾイミダゾール （別名：チアベンダゾール、CAS 登録

番号：148-79-8） 

【2019 年度調査媒体：水質】 

・調査要望理由 

化管法 

化管法の施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種指定化学物質であるが、近年に実態調

査がなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果によっては指定の見直しを検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について 26 地点を調査し、検出下限値 0.69ng/L において 26 地点中 11 地点で検出され、検出濃度は

14ng/L までの範囲であった。 

1986 年度には 10 地点を調査し、検出下限値 1,000ng/L において欠測扱いとなった 1 地点を除く 9 地点全

てで不検出であった。 

2019 年度と 1986 年度に同一地点で調査を行った 5 地点のうち、1986 年度に欠側扱いとなった 1 地点を

除く 4 地点では、いずれの地点も 1986 年度に不検出で、2019 年度に検出下限値を下げて測定し 3 地点で

1986 年度の検出下限値未満の濃度で検出された。 

○2-(1,3-チアゾール-4-イル)-1H-ベンゾイミダゾール （別名：チアベンダゾール）の検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

1986 0/7 0/9 nd 1,000 
2019 11/26 11/26 nd～14 0.69 

 

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較 

地点 実施年度 測定値（ng/L） 
報告時検出下限値 

（ng/L） 

① 荒川河口（江東区） 
1986 nd nd nd 770 
2019 1.5 0.69 

② 隅田川河口（港区） 
1986 nd nd nd 770 
2019 2.8 0.69 

③ 諏訪湖湖心 
1986 nd nd nd 770 
2019 nd 0.69 

④ 大阪港 
1986 nd nd nd 200 
2019 9.2 0.69 

⑤ 紀の川河口紀の川大橋（和歌山市） 
1986 --- --- --- 5,000 
2019 nd 0.69 

（注）---：測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことにより集計の対象から除外された検体（欠測

扱い） 

 

【参考：2-(1,3-チアゾール-4-イル)-1H-ベンゾイミダゾール （別名：チアベンダゾール）】 
  
・用 途 ： 主な用途は、収穫後の果実（カンキツ類及びバナナ）の防かび剤である。vi) 

  
・生産量・輸入量 ： 不詳 

  
・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 

  
・生 分 解 性 ： 不詳 

  
・濃 縮 性 ： 不詳 

  
・媒体別分配予測 ： 水質 16%、底質 2.05%、大気 0.0146%、土壌 82% ii) 注 1) 
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・急 性 毒 性 等 ： LD50=1,300mg/kg マウス（経口）iii) iv) 
LD50=2,080mg/kg ラット（経口）iii) iv) 
LD50=3,850mg/kg ウサギ（経口）iii) iv) 
LD50=4,000mg/kg ニワトリ（経口）iii) iv) 
  

・反復投与毒性等 ： 不詳 
  

・発 が ん 性 ： 不詳 
  

・生 態 影 響 ： 不詳 
  

・規制   

 ［化管法］  法第 2 条第 3 項、施行令（平成 20 年 11 月 21 日改正後）第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質

（55 (2-(1,3-チアゾール-4-イル)-1H-ベンゾイミダゾール） 
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[13] チアムリン （CAS 登録番号：55297-95-5） 

【2019 年度調査媒体：水質】 

・調査要望理由 

PPCPs（Pharmaceuticals and Personal Care Products） 

環境中の医薬品等について環境リスク評価を検討する上で、暴露情報等が不足しているため。 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について本調査としては 2019 年度が初めての調査であり、27 地点を調査し、検出下限値 0.013ng/L

において 27 地点中 7 地点で検出され、検出濃度は 3.1ng/L までの範囲であった。 

○チアムリンの検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

2019 7/27 7/27 nd～3.1 0.013 

 

【参考：チアムリン】 
  
・用 途 ： 主な用途は、動物用医薬品（抗生物質製剤）である。x) 

  
・生産量・輸入量 ： 不詳 

  
・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 

  
・生 分 解 性 ： 不詳 

  
・濃 縮 性 ： 不詳 

  
・媒体別分配予測 ： 水質 3.01%、底質 12.9%、大気 0.000114%、土壌 84.1% ii) 注 1) 

  
・急 性 毒 性 等 ： LD50=710mg/kg マウス（経口）iii) iv) 

LD50=1,345mg/kg 七面鳥（経口）iii) iv) 
LD50=1,550mg/kg ニワトリ（経口）iii) iv) 
LD50=2,230mg/kg ラット（経口）iii) iv) 
  

・反復投与毒性等 ： 不詳 
  

・発 が ん 性 ： 不詳 
  

・生 態 影 響 ： 不詳 
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[14] N-ニトロソジエチルアミン （CAS 登録番号：55-18-5） 

【2019 年度調査媒体：水質、大気】 

・調査要望理由 

化管法 

化管法の施行状況について検討を加えるに当たり、非意図的生成物質であるが、近年に実態調査がなさ

れていなかったため、環境実態調査を行い、その結果によっては指定の見直しを検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について 25 地点を調査し、検出下限値 0.026ng/L において 25 地点全てで検出され、検出濃度は 0.037

～1.6ng/L の範囲であった。 

1981 年度には 12 地点を調査し、検出下限値 300～1,000ng/L において 12 地点全てで不検出であった。1989

年度には 33 地点を調査し、検出下限値 10ng/L において 33 地点全てで不検出であった。 

2019 年度と 1981 年度に同一地点で調査を行った 3 地点では、いずれの地点も 1981 年度に不検出で、2019

年度に検出下限値を下げて測定し 3 地点全てで 1981 年度の検出下限値未満の濃度で検出された。 

○N-ニトロソジエチルアミンの検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

1981 0/36 0/12 nd 300～1,000 
1989 0/33 0/33 nd 10 
2019 25/25 25/25 0.037～1.6 0.026 

 

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較 

地点 実施年度 測定値（ng/L） 
報告時検出下限値 

（ng/L） 

① 荒川河口（江東区） 
1981 nd nd nd 500 
2019 0.12 0.026 

② 隅田川河口（港区） 
1981 nd nd nd 500 
2019 0.067 0.026 

③ 大川毛馬橋（大阪市） 
1981 nd nd nd 1,000 
2019 0.21 0.026 

（注）1989 年度は有害化学物質汚染実態追跡調査として実施されたもので、調査地点に関する詳細な記録が残されて

いなことから比較は行わなかった。 

 

 

＜大気＞ 

大気について本調査としては 2019 年度が初めての調査であり、19 地点を調査し、検出下限値 0.058ng/m3

において 19 地点全てで検出され、検出濃度は 19ng/m3までの範囲であった。 

○N-ニトロソジエチルアミンの検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

大気 
（ng/m3） 

2019 55/57 19/19 nd～19 0.058 
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【参考：N-ニトロソジエチルアミン】 
  
・用 途 ： ある範囲の pH 条件下で硝酸塩、亜硝酸塩又はアミンを利用する産業プロセスにおいて、副生

成物として生成される。前駆物質（ジメチルアミン及び硝酸塩）を含む食品の加熱により生成

する。また本物質は、夜間、大気中でジメチルアミンと窒素酸化物の反応により生成する可能

性がある。xii) 
  

・生産量・輸入量 ： 不詳 
  

・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 
  

・生 分 解 性 ： 不詳 
  

・濃 縮 性 ： 不詳 
  

・媒体別分配予測 ： 水質 25.6%、底質 0.151%、大気 0.693%、土壌 73.5% ii) 注 1) 
  

・急 性 毒 性 等 ： LD50=200mg/kg マウス（経口）iii) iv) 
LD50=220mg/kg ラット（経口）iii) iv) 
LD50=250mg/kg モルモット（経口）iii) iv) 
  

・反復投与毒性等 ： 不詳 
  

・発 が ん 性 ： IARC 評価：グループ 2A（ヒトに対しておそらく発ガン性を示す。）1) 
  

・生 態 影 響 ： 96h-EC50=10.2 mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 viii) 
96h-EC50=17.5mg/L：藍藻類（Anabaena flosaquae）生長阻害 viii) 
96h-LC50=500mg/L：ヨコエビ属の一種（Gammarus limnaeus）viii) 
96h-LC50=775mg/L：ファットヘッドミノー（Pimephales promelas）viii) 
96h-LC50=1,490mg/L：アメリカツノウズムシ（Dugesia dorotocephala）viii) 
  

・規制   

 ［大防法］注 4)  法第 2 条第 9 項、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（2010 年中央環境審議会答申）

（151 N-ニトロソジエチルアミン） 
 
参考文献 

1) International Agency for Research on Cancer (IARC), IARC Monographs, Sup 7, 17 (1987) 
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[15] N-ニトロソジメチルアミン （CAS 登録番号：62-75-9） 

【2019 年度調査媒体：水質、大気】 

・調査要望理由 

化管法 

化管法の施行状況について検討を加えるに当たり、現在対象とされていないが一定の有害性が認められ

る物質について、その環境残留状況を確認するため。 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について 26 地点を調査し、検出下限値 0.024ng/L において 26 地点全てで検出され、検出濃度は 0.12

～8.1ng/L の範囲であった。 

1981 年度には 12 地点を調査し、検出下限値 200～2,000ng/L において 12 地点全てで不検出であった。1989

年度には 33 地点を調査し、検出下限値 10ng/L において 33 地点中 1 地点で検出され、検出濃度は 20ng/L

であった。 

2019 年度と 1981 年度に同一地点で調査を行った 4 地点では、いずれの地点も 1981 年度に不検出で、2019

年度に検出下限値を下げて測定し 4 地点すべてで 1981 年度の検出下限値未満の濃度で検出された。 

○N-ニトロソジメチルアミンの検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

1981 0/36 0/12 nd 200～2,000 
1989 1/33 1/33 nd～20 10 
2019 26/26 26/26 0.12～8.1 0.024 

 

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較 

地点 実施年度 測定値（ng/L） 
報告時検出下限値 

（ng/L） 

① 荒川河口（江東区） 
1981 nd nd nd 1,000 
2019 0.30 0.024 

② 隅田川河口（港区） 
1981 nd nd nd 1,000 
2019 0.39 0.024 

③ 大川毛馬橋（大阪市） 
1981 nd nd nd 2,000 
2019 1.7 0.024 

④ 大阪港 
1981 nd nd nd 2,000 
2019 1.0 0.024 

（注）1989 年度は有害化学物質汚染実態追跡調査として実施されたもので、調査地点に関する詳細な記録が残されて

いなことから比較は行わなかった。 

 

＜大気＞ 

大気について 19 地点を調査し、検出下限値 0.0075ng/m3 において 19 地点全てで検出され、検出濃度は

0.087～2.9ng/m3の範囲であった。 

2015 年度には 12 地点を調査し、検出下限値 0.017ng/m3において 12 地点全てで検出され、検出濃度は 0.17

～380ng/m3の範囲であった。 

2019 年度と 2015 年度に同一地点で調査を行った 9 地点では、いずれの地点においても両年度で検出され、

うち 1 地点では 2019 年度に検出された濃度が 2015 年度に検出された濃度より低値であった。 
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○N-ニトロソジメチルアミンの検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

大気 
（ng/m3） 

2015 36/36 12/12 0.17～380 0.017 
2019 57/57 19/19 0.087～2.9 0.0075 

 

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較 

地点 実施年度 測定値（ng/m3） 
報告時検出下限値 

（ng/m3） 

① 
北海道立総合研究機構環境科学研究セ

ンター（札幌市） 
2015 1.3 1.2 2.6 0.013 
2019 0.57 0.73 0.20 0.0076 

② 
茨城県霞ケ浦環境科学センター（土浦

市） 
2015 370 380 160 0.012 
2019 0.27 0.22 0.25 0.0076 

③ 神奈川県環境科学センター（平塚市） 
2015 1.9 4.9 1.7 0.014 
2019 0.27 0.44 0.96 0.0076 

④ 石川県保健環境センター（金沢市） 
2015 1.2 0.86 0.17 0.017 
2019 0.13 0.12 0.35 0.0076 

⑤ 長野県環境保全研究所（長野市） 
2015 1.8 2.1 2.4 0.017 
2019 0.28 0.20 0.42 0.0076 

⑥ 千種区平和公園（名古屋市） 
2015 1.4 0.58 2.0 0.015 
2019 0.34 0.61 0.68 0.0075 

⑦ 三重県保健環境研究所（四日市市） 
2015 0.70 0.66 0.73 0.014 
2019 0.087 0.67 0.40 0.0076 

⑧ 山口県環境保健センター（山口市） 
2015 1.6 1.8 2.0 0.015 
2019 0.47 0.61 0.53 0.0076 

⑨ 香川県立総合水泳プール（高松市） 
2015 3.2 2.8 1.8 0.013 
2019 0.44 0.40 0.65 0.0076 

 
【参考：N-ニトロソジメチルアミン】 
  
・用 途 ： 過去にロケット燃料製造の中間体、土壌の硝化阻害剤、ゴムやポリマーの製造における可塑剤、

繊維やプラスチック工業における溶剤、酸化防止剤、共重合体の軟化剤、潤滑油の添加剤に使

われていた。1) 
  

・生産量・輸入量 ： 不詳 
  

・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 
  

・生 分 解 性 ： 不詳 
  

・濃 縮 性 ： 不詳 
  

・媒体別分配予測 ： 水質 35.2%、底質 0.105%、大気 2.54%、土壌 62.2% ii) 注 1) 
  

・急 性 毒 性 等 ： LD50=26mg/kg ラット（経口）1) iii) 
LD50=28mg/kg ハムスター（経口）1) iii) iv) 
LC50=188mg/m3マウス（吸入 4 時間）1) 
LC50=200mg/m3ラット（吸入 4 時間）iii) iv) 
  

・反復投与毒性等 ： 「無毒性量等（経口）」= 0.005 mg/kg/日（根拠：NOAEL= 0.005 mg/kg/日）1)  
NOAEL=0.005mg/kg/日：96 週間間混餌投与した Wistar ラットにおいて、0.0001%（0.005mg/kg/
日程度）以上ではで腫瘍を含む病変がみられた。1) 
  

・発 が ん 性 ： IARC 評価：グループ 2A（ヒトに対しておそらく発ガン性を示す。）2) 
  

・生 態 影 響 ： PNEC=0.28 mg/L（根拠：96h-LC50（ヨコエビ属）=280mg/L、アセスメント係数 1,000）1)  
96h-LC50=280mg/L：ヨコエビ属（Gammarus limnaeus）1)  
96h-LC50=940mg/L：ファットヘッドミノー（Pimephales promelas）1)  
96h-LC50=1,365mg/L：ナミウズムシ属（Dugesia dorotocephala）1)  

・規制   

 ［大防法］注 4)  法第 2 条第 9 項、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（2010 年中央環境審議会答申）

（154 N-ニトロソジメチルアミン） 
 
参考文献 

1) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価第 10 巻(2012) 
2) International Agency for Research on Cancer (IARC), IARC Monographs, Sup 7, 17 (1987) 
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[16] バルプロ酸 （CAS 登録番号：99-66-1） 

【2019 年度調査媒体：水質】 

・調査要望理由 

PPCPs（Pharmaceuticals and Personal Care Products） 

環境中の医薬品等について環境リスク評価を検討する上で、暴露情報等が不足しているため。 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について本調査としては 2019 年度が初めての調査であり、28 地点を調査し、検出下限値 3.1ng/L に

おいて欠測扱いとなった 1 地点を除く 27 地点中 9 地点で検出され、検出濃度は 24ng/L までの範囲であっ

た。 

○バルプロ酸の検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

2019 9/27 9/27 nd～24 3.1 

 

【参考：バルプロ酸】 
  
・用 途 ： 主な用途は、医薬品（てんかん治療薬）である（バルプロ酸ナトリウムとして）。i) 

  
・生産量・輸入量 ： 不詳 

  
・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 

  
・生 分 解 性 ： 不詳 

  
・濃 縮 性 ： 不詳 

  
・媒体別分配予測 ： 水質 33.4%、底質 0.0991%、大気 2.59%、土壌 63.9% ii) 注 1) 

  
・急 性 毒 性 等 ： LD50=670mg/kg ラット（経口）iii) iv) 

LD50=824mg/kg モルモット（経口）iii) iv) 
LD50=1,098mg/kg マウス（経口）iii) iv) 
  

・反復投与毒性等 ： 不詳 
  

・発 が ん 性 ： 不詳 
  

・生 態 影 響 ： 96h-LC50=851.7mg/L：アフリカツメガエル（Xenopus laevis）xiii) 
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[17] ピリジン （CAS 登録番号：110-86-1） 

【2019 年度調査媒体：大気】 

・調査要望理由 

化管法 

化管法の施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第一種指定化学物質であるが、近年に実態調

査がなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果によっては指定の見直しを検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

＜大気＞ 

大気について 19 地点を調査し、検出下限値 2.4ng/m3において 19 地点全てで検出され、検出濃度は 54ng/m3

までの範囲であった。 

1991 年度には 18 地点を調査し、検出下限値 24ng/m3において 18 地点中 10 地点で検出され、検出濃度は

90ng/m3までの範囲であった。1997 年度には 20 地点を調査し、検出下限値 10ng/m3において 20 地点中 19

地点で検出され、検出濃度は 210ng/m3までの範囲であった。 

2019 年度と 1991 年度又は 1997 年度に同一地点で調査を行った 5 地点では、全地点で 2019 年度及び 1997

年度に検出され、2019 年度に検出された濃度は過年度と同程度であった。 

○ピリジンの検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

大気 
（ng/m3） 

1991 22/49 10/18 nd～90 24 

1997 43/53 19/20 nd～210 10 

2019 56/57 19/19 nd～54 2.4 

 

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較 

地点 実施年度 測定値（ng/m3） 
報告時検出下限値 

（ng/m3） 

① 榴ヶ岡公園（仙台市） 
1997 --- 200 --- 40 

2019 17  9.3  9.7  2.4 

② 神奈川環境科学センター（平塚市） 

1991 70 90 80 10 

1997 70 nd nd 10 

2019 23  18  10  2.4 

③ 石川県保健環境センター（金沢市） 
1997 10 15 nd 10 

2019 7.0  2.4  3.2  2.4 

④ 長野県環境保全研究所（長野市） 

1991 nd nd nd 3 

1997 69 54 58 15 

2019 13  7.0  2.4  2.4 

⑤ 千種区平和公園（名古屋市） 

1991 38 31 25 5 

1997 42 57 47 26 

2019 9.0  4.5  8.1  2.4 
（注）---：測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことにより集計の対象から除外された検体（欠測

扱い） 
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【参考：ピリジン】 
  
・用 途 ： 主な用途は、中間物、溶剤（その他）とされているほか、医薬品（スルホンアミド剤、抗ヒス

タミン剤）、無水金属塩の溶剤および反応媒介剤医薬品原料、界面活性剤、加硫促進剤、鎮静

剤、アルコールの変性等に用いるとされている。1) 
  

・生産量・輸入量 ： 平成 26 年度（2014 年度）：製造・輸入 2,000t（化審法一般化学物質届出結果公表値）xi) 
平成 27 年度（2015 年度）：製造・輸入 X t（化審法一般化学物質届出結果公表値）xi) 注 2) 
平成 28 年度（2016 年度）：製造・輸入 2,000t（化審法一般化学物質届出結果公表値）xi) 
平成 29 年度（2017 年度）：製造・輸入 2,000t（化審法一般化学物質届出結果公表値）xi) 

平成 30 年度（2018 年度）：製造・輸入 3,000t（化審法一般化学物質届出結果公表値）xi) 

平成 26 年度（2014 年度）：生産 4,000t（推定）、輸出 1,673,805kg、輸入 34,739kg（輸出入とも

ピリジンおよびその塩類として）vi) 
平成 27 年度（2015 年度）：生産 4,000t（推定）、輸出 1,079,005kg、輸入 94,917kg（輸出入とも

ピリジンおよびその塩類として）vi) 
平成 28 年度（2016 年度）：生産 4,000t（推定）、輸出 1,416,831kg、輸入 31,525kg（輸出入とも

ピリジンおよびその塩類として）vi) 
平成 29 年度（2017 年度）：生産 4,000t（推定）、輸出 1,381,916kg、輸入 96,607kg（輸出入とも

ピリジンおよびその塩類として）vi) 
平成 30 年度（2018 年度）：生産 4,000t（推定）、輸出 1,082,206kg、輸入 64,380kg（輸出入とも

ピリジンおよびその塩類として）vi) 
  

・P R T R 排 出 量 ： PRTR 集計結果（kg/年）vii)  

年度 
届出排出量集計値 届出外排出量 

推計値 
排出量合計 

大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 
2001 16,788  49,775  0  0  66,563  592  67,155  
2002 15,291  23,496  0  0  38,787  219  39,006  
2003 14,207  36,925  0  0  51,132  735  51,867  
2004 8,163  17,229  0  0  25,393  322  25,715  
2005 10,959  27,612  0  0  38,571  353  38,924  
2006 9,418  53,448  0  0  62,866  296  63,162  
2007 11,132  34,067  0  0  45,199  2,362  47,561  
2008 10,027  33,761  0  0  43,787  618  44,405  
2009 13,403  29,585  0  0  42,988  1,112  44,100  
2010 12,050  35,709  0  0  47,759  4,404  52,163  
2011 17,032  27,364  0  0  44,397  9,886  54,283  
2012 9,485  9,555  0  0  19,040  6,080  25,120  
2013 6,967  7,324  0  0  14,291  223  14,514  
2014 4,476  2,822  0  0  7,298  207  7,505  
2015 5,198  88  0  0  5,286  262  5,548  
2016 4,219  254  0  0  4,473  400  4,873  
2017 4,617  277  0  0  4,894  366  5,260  
2018 5,641  189  0  0  5,830  278  6,108  

  
・生 分 解 性 ： 良分解性（標準法（試験期間 4 週間、被試験物質 100mg/L、活性汚泥濃度 30mg/L）、BOD によ

る分解度（NH3 として）：92%、94%、0%、TOC による分解度：98%、98%、0%、HPLC によ

る分解度：100%、100%、0%、逆転条件（開放系）での試験（3 週間）では、TOC による分解

度：99%、HPLC による分解度：100%であった。）2) 注 3) 
 

・濃 縮 性 ： 不詳 
 

・媒体別分配予測 ： 水質 27.7%、底質 0.132%、大気 6.7%、土壌 65.5% ii) 注 1) 
  

・急 性 毒 性 等 ： LD50=891～1,580mg/m3ラット（経口）1) 3) iv) 
LD50=1,500mg/kg マウス（経口）1) 3) iii) iv) 
LC50=25,870～29,163mg/m3ラット（吸入 1 時間）1) 3) iii) iv) 
  

・反復投与毒性等 ： 「無影響量」=150mg/kg/日（根拠：NOAEL=1.0mg/kg/日､試験期間が短いことから 10 で除した｡）1) 
NOAEL=1.0mg/kg/日：90 日間強制経口投与した Sprague-Dawley ラットにおいて、10mg/kg/日以

上で肝臓重量の増加が認められたが、1.0mg/kg/日では認められなかった。1) 3) xiii) 

LOAEL=5.0mg/kg/日：6 か月間（7 時間/日、5 日/週）吸入ばく露したラットにおいて、32.4mg/m3

（5.0mg/kg/日）以上で肝臓相対重量の増加が認められた。3)  
RfD=0.001mg/kg/日（根拠：NOAEL=1.0mg/kg/日、不確実係数 1,000）xiii) 

 
・発 が ん 性 ： IARC 評価：グループ 2B（ヒトに対して発ガン性があるかもしれない。）4) 
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・生 態 影 響 ： PNEC=0.0001mg/L（根拠：72h-NOEC（緑藻類生長阻害）=0.01mg/L、アセスメント係数 100）1) 

72h-NOEC=0.01mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 1) 3) ix) 
72h-EC50= 0.10 mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 ix) 
72h-EC50=0.12mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 1)  
96h-LC50=1.1mg/L：カラフトマス（Oncorhynchus gorbuscha）1) 3) 
21d-NOEC=22mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 1) 3) ix) 
96h-LC50=26mg/L：コイ（Cyprinus carpio）viii) 
48h-LC50=30mg/L：マツモムシ科（Corixa punctata）1)  
21day-EC50=41mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 ix) 
96h-LC50=68.3mg/L：ファットヘッドミノー（Pimephales promelas）viii) 
48h-EC50=180mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）遊泳阻害 1) ix)  

・規制   

 ［化審法］  法（平成 21 年 5 月 20 日改正前）第 2 条第 5 項、第二種監視化学物質（1095 ピリジン） 
 ［化管法］  法第 2 条第 2 項、施行令（平成 20 年 11 月 21 日改正前）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質

（259 ピリジン） 
法第 2 条第 2 項、施行令（平成 20 年 11 月 21 日改正後）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質

（342 ピリジン） 
 ［大防法］注 4)  施行令第 10 条第 16 号、特定物質に該当する可能性がある物質（昭和 43 年政令第 329 号） 

（16 ピリジン） 
法第 2 条第 9 項、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（2010 年中央環境審議会答申）

（178 ピリジン） 
 
参考文献 

1) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価第 3 巻(2004) 
2) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（1977 年 11

月 30 日） 
3) 独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）、化学物質有害性評価/化学物質の初期リスク評価

書 Ver. 1.0 No. 85(2007) 
4) International Agency for Research on Cancer (IARC), IARC Monographs, 77, 119 (2019) 
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[18] ピリメタニル （CAS 登録番号：53112-28-0） 

【2019 年度調査媒体：水質】 

・調査要望理由 

PPCPs（Pharmaceuticals and Personal Care Products） 

環境中の医薬品等について環境リスク評価を検討する上で、暴露情報等が不足しているため。 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について本調査としては 2019 年度が初めての調査であり、27 地点を調査し、検出下限値 2.1ng/L に

おいて欠測扱いとなった 1 地点を除く 26 地点全てで不検出であったが、うち 2 地点では検出を示唆する報

告注があった。 

 
注：「検出を示唆する報告」とは、測定値が、測定機関が報告時に設定した検出下限値以上で、本書に

おいて複数の地点を取りまとめるにあって設定した検出下限値未満であることを意味する。以下同

じ。 

○ピリメタニルの検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

2019 0/26 0/26 nd 2.1 

 

【参考：ピリメタニル】 
  
・用 途 ： 主な用途は、殺菌剤（失効農薬）である。xiv) 

  
・生産量・輸入量 ： 不詳 

  
・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 

  
・生 分 解 性 ： 不詳 

 
・濃 縮 性 ： 不詳 

 
・媒体別分配予測 ： 水質 18%、底質 0.534%、大気 0.0484%、土壌 81.5% ii) 注 1) 

  
・急 性 毒 性 等 ： 不詳 

 
・反復投与毒性等 ： 不詳 

 
・発 が ん 性 ： 不詳 

 

・生 態 影 響 ： 78d-LOEC = 0.005 mg/L：アマガエル属（幼生）（Hyla intermedia）成長阻害 viii) 
42d-NOEC=0.05mg/L：アマガエル属（幼生）（Hyla intermedia）成長阻害 viii) 
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[19] 3-ベンジリデンカンファー （CAS 登録番号：15087-24-8） 

【2019 年度調査媒体：水質】 

・調査要望理由 

PPCPs（Pharmaceuticals and Personal Care Products） 

環境中の医薬品等について環境リスク評価を検討する上で、暴露情報等が不足しているため。 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について本調査としては 2019 年度が初めての調査であり、28 地点を調査し、検出下限値 23ng/L に

おいて 28 地点全てで不検出であった。 

○3-ベンジリデンカンファーの検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

2019 0/28 0/28 nd 23 

 

【参考：3-ベンジリデンカンファー】 
  
・用 途 ： 主な用途は、日焼け止め、化粧品である。 

  
・生産量・輸入量 ： 不詳 

  
・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 

  
・生 分 解 性 ： 不詳 

  
・濃 縮 性 ： 不詳 

  
・媒体別分配予測 ： 水質 12.6%、底質 7.22%、大気 0.0334%、土壌 80.1% ii) 注 1) 

  
・急 性 毒 性 等 ： 不詳 

 
・反復投与毒性等 ： 不詳 

 
・発 が ん 性 ： 不詳 

 

・生 態 影 響 ： 不詳 
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[20] ベンジル-p-ヒドロキシベンゾエート （別名：ベンジルパラベン、CAS 登録番号：94-18-8） 

【2019 年度調査媒体：水質】 

・調査要望理由 

PPCPs（Pharmaceuticals and Personal Care Products） 

環境中の医薬品等について環境リスク評価を検討する上で、暴露情報等が不足しているため。 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について本調査としては 2019 年度が初めての調査であり、27 地点を調査し、検出下限値 0.29ng/L

において 27 地点中 1 地点で検出され、検出濃度は 0.31ng/L であった。 

○ベンジル-p-ヒドロキシベンゾエート （別名：ベンジルパラベン）の検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

2019 1/27 1/27 nd～0.31 0.29 

 

【参考：ベンジル-p-ヒドロキシベンゾエート （別名：ベンジルパラベン）】 
  
・用 途 ： 主な用途は、化粧品等の防腐剤である。 

  
・生産量・輸入量 ： 平成 27 年度（2015 年度）：製造・輸入 X t（化審法一般化学物質届出結果公表値）xi) 注 2) 

平成 29 年度（2017 年度）：製造・輸入 X t（化審法一般化学物質届出結果公表値）xi) 注 2) 
  

・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 
  

・生 分 解 性 ： 不詳 
 

・濃 縮 性 ： 不詳 
 

・媒体別分配予測 ： 水質 15.8%、底質 1.61%、大気 0.000508%、土壌 82.6% ii) 注 1) 
  

・急 性 毒 性 等 ： 不詳 
 

・反復投与毒性等 ： 不詳 

 
・発 が ん 性 ： 不詳 

 

・生 態 影 響 ： 不詳 
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[21] ポリフルオロ酢酸類 

[21-1] モノフルオロ酢酸（CAS 登録番号：144-49-0） 

[21-2] ジフルオロ酢酸（CAS 登録番号：381-73-7） 

[21-3] トリフルオロ酢酸（CAS 登録番号：76-05-1） 

【2019 年度調査媒体：水質】 

・調査要望理由 

環境リスク初期評価 

化学物質の環境リスク初期評価を実施する上で、ばく露情報等が不足しているため。 

 

・調査内容及び結果 

・[21-1] モノフルオロ酢酸 

＜水質＞ 

水質について本調査としては 2019 年度が初めての調査であり、28 地点を調査し、検出下限値 0.76ng/L

において 28 地点全てで不検出であった。 

○モノフルオロ酢酸の検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

2019 0/28 0/28 nd 0.76 

 

【参考：モノフルオロ酢酸】 
  
・用 途 ： 主な用途は、殺鼠剤原料である。v) 

  
・生産量・輸入量 ： 不詳 

  
・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 

  
・生 分 解 性 ： 不詳 

 
・濃 縮 性 ： 不詳 

 
・媒体別分配予測 ： 水質 33.3%、底質 0.0595%、大気 0.416%、土壌 66.2% ii) 注 1) 

  
・急 性 毒 性 等 ： LD50=0.468mg/kg モルモット（経口）iii) iv) 

LD50=5mg/kg ラット（経口）iii) iv) 
LD50=7mg/kg マウス（経口）iii) iv) 
  

・反復投与毒性等 ： 不詳 

 
・発 が ん 性 ： 不詳 

 

・生 態 影 響 ： 72h-NOEC= 0.00024 mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 ix)  
72h-EC50= 0.0042 mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 ix) 
  

 

 

・[21-2] ジフルオロ酢酸 

＜水質＞ 

水質について本調査としては 2019 年度が初めての調査であり、28 地点を調査し、検出下限値 0.32ng/L

において 28 地点全てで不検出であった。 
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○ジフルオロ酢酸の検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

2019 0/28 0/28 nd 0.32 

 

【参考：ジフルオロ酢酸】 
  
・用 途 ： 主な用途は試薬である。 

  
・生産量・輸入量 ： 不詳 

  
・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 

  
・生 分 解 性 ： 不詳 

  
・濃 縮 性 ： 不詳 

  
・媒体別分配予測 ： 水質 33%、底質 0.0599%、大気 1.04%、土壌 65.9% ii) 注 1) 

  
・急 性 毒 性 等 ： 不詳 

 
・反復投与毒性等 ： 不詳 

 
・発 が ん 性 ： 不詳 

 

・生 態 影 響 ： 72h-NOEC= 0.019mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 ix)  
72h-EC50= 62mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 ix) 
48h-EC50=75mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）遊泳阻害 ix) 
  

 

 

・[21-3] トリフルオロ酢酸 

＜水質＞ 

水質について本調査としては 2019 年度が初めての調査であり、28 地点を調査し、検出下限値 8.2ng/L に

おいて 28 地点全てで検出され、検出濃度は 47～420ng/L の範囲であった。 

○トリフルオロ酢酸の検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

2019 28/28 28/28 47～420 8.2 

 

【参考：トリフルオロ酢酸】 
  
・用 途 ： 主な用途は、農薬中間体、核磁気共鳴、分光分析である。vi) 

  
・生産量・輸入量 ： 不詳 

  
・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 

  
・生 分 解 性 ： 不詳 

 
・濃 縮 性 ： 不詳 

 
・媒体別分配予測 ： 水質 37%、底質 0.0727%、大気 1.99%、土壌 61% ii) 注 1) 

  
・急 性 毒 性 等 ： LC50=10mg/m3ラット（吸入）iv) 

LC50=13,500mg/m3マウス（吸入）iii) iv) 
  

・反復投与毒性等 ： 不詳 

 
・発 が ん 性 ： 不詳 

 

・生 態 影 響 ： 不詳 
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[22] レボフロキサシン （CAS 登録番号：100986-85-4） 

【2019 年度調査媒体：水質】 

・調査要望理由 

PPCPs（Pharmaceuticals and Personal Care Products） 

環境中の医薬品等について環境リスク評価を検討する上で、暴露情報等が不足しているため。 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について本調査としては 2019 年度が初めての調査であり、26 地点を調査し、検出下限値 0.44ng/L

において 26 地点中 20 地点で検出され、検出濃度は 540ng/L までの範囲であった。 

○レボフロキサシンの検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

2019 20/26 20/26 nd～540 0.44 

 

【参考：レボフロキサシン】 
  
・用 途 ： 主な用途は医薬品（抗菌薬）である。i) 

  
・生産量・輸入量 ： 不詳 

  
・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 

  
・生 分 解 性 ： 不詳 

 
・濃 縮 性 ： 不詳 

 
・媒体別分配予測 ： 不詳 

  
・急 性 毒 性 等 ： LD50=250mg/kg 超 ラット（経口）iv) 

LD50=250mg/kg 超 サル（経口）iii) 

LD50=1,803mg/kg マウス（経口）iii) iv) 
  

・反復投与毒性等 ： 不詳 

 
・発 が ん 性 ： 不詳 

 

・生 態 影 響 ： 不詳 
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注 1）媒体別分配予測は、U.S. EPA, Estimation Programs Interface (EPI) Suite v4.11 における Level III Fugacity Model
では、水質、大気及び土壌への排出速度をそれぞれ 1,000kg/hr・km と仮定した場合における媒体別分配を予

測している。 
注 2）生産量・輸入量において、届出がなされている物質ではあるが、届出事業者数が 2 社以下の場合に事業者の

秘密保持のために「X t」と表示している。 
注 3）分解性は、分解度試験によって得られた結果。分解度試験とは「新規化学物質等に係る試験の方法について

（昭和 49 年 7 月 13 日環保業第 5 号、薬発第 615 号、49 基局第 392 号）」若しくは「新規化学物質等に係る

試験の方法について（平成 15 年 11 月 21 日薬食発第 1121002 号、平成 15・11・13 製局第 2 号、環保企発第

031121002 号）」又はそれらの改正を原則として実施されたものをいい、「標準法」、「逆転法」、「Closed 
Bottle 法」及び「修正 SCAS 法」とはそれぞれ OECD テストガイドラインの 301C、302C、301D 及び 302A に

準拠して実施されたものをいう。 
注 4）「大防法」とは「大気汚染防止法」（昭和 43 年法律第 97 号）をいう。 
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１．調査目的 

詳細環境調査は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」（昭和 48 年法律第 117 号）（以下「化

審法」という。）の優先評価化学物質のリスク評価等を行うため、一般環境中における全国的なばく露評価

について検討するための資料とすることを目的としている。 

 
２．調査対象物質 

2019 年度の詳細環境調査においては、7 物質（群）を調査対象物質とした。調査対象物質と調査媒体との

組合せは次のとおりである。 

物質

調査

番号 
調査対象物質 

化審法指定区分注 1 化管法指定区分注 2、3 調査媒体 

改正前 改正後 2000 年～ 2008 年～ 
水

質 
底

質 

生

物 
[1] イソシアヌル酸     ○   

[2] 

環状ポリジメチルシロキサン類        

[2-1] オクタメチルシクロテトラシロキサ

ン 
 監視   注 4  ○ 

[2-2] デカメチルシクロペンタシロキサン     注 4  ○ 

[2-3] ドデカメチルシクロヘキサシロキサ

ン 
 監視   注 4  ○ 

[3] 
クラリスロマイシン及びその代謝物        

[3-1] クラリスロマイシン     ○   

[3-2] 14-(R)-ヒドロキシクラリスロマイシン     ○   

[4] 
2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール  
（別名：BHT） 

第三種監視 優先評価  第一種 207 ○ ○ ○ 

[5] 
N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]ステアルア

ミド 
 優先評価   ○ ○  

[6] 

N,N-ジメチルアルカン-1-アミン=N-オキシ

ド類 
 

優先評価 

     

[6-1] N,N-ジメチルデシル-1-アミン=N-オキ

シド 
   ○   

[6-2] N,N-ジメチルドデシル-1-アミン=N-オ
キシド 

 第一種 166 第一種 224 ○   

[6-3] N,N-ジメチルテトラデシル-1-アミン

=N-オキシド 
   ○   

[6-4] N,N-ジメチルオクタデシル-1-アミン

=N-オキシド 
   ○   

[7] 

ビス (N,N- ジメチルジチオカルバミン

酸)N,N'-エチレンビス(チオカルバモイルチ

オ亜鉛) （別名：ポリカーバメート） 第三種監視 優先評価 第一種 250 第一種 329 

   

[7-1] N,N'-エチレンビス(ジチオカルバミン酸) ○   

[7-2] N,N-ジメチルジチオカルバミン酸 ○   

（注 1）「化審法指定区分」における「改正前」とは 2009 年 5 月 20 日の法律改正（2011 年 4 月 1 日施行）前の指定を、

「改正後」とは同改正後の指定をそれぞれ意味する。 
（注 2）「化管法」とは「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（平成 11 年法

律第 86 号）をいう。以下同じ。 
（注 3）「化管法指定区分」における「2000 年～」とは 2000 年 6 月 7 日の政令制定時の指定を、「2008 年～」とは 2008

年 11 月 21 日の政令改正後の指定をそれぞれ意味する。なお、それぞれの欄における数字は第一種指定化学物

質又は第二種指定化学物質としての政令番号を意味する。 
（注 4）[2] 環状ポリジメチルシロキサン類については、生物の他に水質においても 2019 年度に調査を実施したが、分

析結果に疑義が生じており、2020 年度も調査を実施し、その結果を踏まえて 2019 年度の結果を採用するか改

めて判断することとしており、本書には掲載しないこととした。 
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詳細環境調査の調査対象物質の物理化学的性状は次のとおりである。 
 
[1] イソシアヌル酸 

Isocyanuric acid 

 

分子式： C3H3N3O3 
CAS： 108-80-5 

既存化： 5-1037、5-1038 
MW： 129.07 

mp： 330°C 1) 
bp： 330℃以上で昇華 2) 
sw： 1.994g/L（25℃）3) 

比重等： 2.5g/cm3 4) 
logPow： 0.3 未満 1), 4) 

[2] 環状ポリジメチルシロキサン類 
Cyclopolydimethylsiloxanes 

[2-1] オクタメチルシクロテトラシロキサン 
Octamethylcyclotetrasiloxane 

 

分子式： C8H24O4Si4 
CAS： 556-67-2 

既存化： 7-475（環状ポリアルキルシロキ

サン（アルキル基の炭素数が 1 か

ら 20 までのもの） 
MW： 296.62 

mp： 17.10℃ 5) 
bp： 175.4℃ 5) 
sw： 6.124×10-5 g/L（25℃）3) 

比重等： 0.9561g/cm3 5) 
logPow： 6.74 2) 

[2-2] デカメチルシクロペンタシロキサン 
Decamethylcyclopentasiloxane 

  

分子式： C10H30O5Si5 
CAS： 541-02-6 

既存化： 7-475（環状ポリアルキルシロキ

サン（アルキル基の炭素数が 1 か

ら 20 までのもの） 
MW： 370.77 

mp： -37.0℃ 5) 
bp： 213℃ 5) 
sw： 1.419×10-5 g/L（25℃）3) 

比重等： 0.9593 g/cm3 5) 
logPow： 8.06 2) 

[2-3] ドデカメチルシクロヘキサシロキサン 
Dodecamethylcyclohexasiloxane 

  

分子式： C12H36O6Si6 
CAS： 540-97-6 

既存化： 7-475（環状ポリアルキルシロキ

サン（アルキル基の炭素数が 1 か

ら 20 までのもの） 
MW： 444.92 

mp： -4.2℃ 5) 
bp： 245.0℃ 2), 5) 
sw： 5.266×10-6 g/L（25℃）3) 

比重等： 0.9672 g/cm3 2), 5) 
logPow： 8.87 2) 

「mp」は融点を、「bp」とは沸点を、「sw」とは水への溶解度を、「比重等」とは比重（単位なし）又は密度（単位あり）

を、「logPow」とは n-オクタノール／水分配係数をそれぞれ意味する。 
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[3] クラリスロマイシン及びその代謝物 
Clarithromycin and its metabolite 

[3-1] クラリスロマイシン 
Clarithromycin 

 

分子式： C38H69NO13 
CAS： 81103-11-9 

既存化： 該当なし 
MW： 747.95 

mp： 222～225℃ 6) 
bp： 不詳 
sw： 0.000342g/L（25℃）3) 

比重等： 不詳 
logPow： 3.16 3) 

[3-2] 14-(R)-ヒドロキシクラリスロマイシン 
14-(R)-Hydroxyclarithromycin 

 

分子式： C38H69NO14 
CAS： 116836-41-0 

既存化： 該当なし 
MW： 763.95 

mp： 217～220℃で分解、222～225℃
としても報告あり 2) 

bp： 不詳 
sw： 不詳 

比重等： 不詳 
logPow： 3.16 2) 

[4] 2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール （別名：BHT） 
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (synonym: BHT) 

 

分子式： C15H24O 
CAS： 128-37-0 

既存化： 3-540（トリアルキル（又はアルケ

ニル）フェノール（アルキル基又

はアルケニル基の炭素数が 1から

4 までのもの）、9-1805（p-クレゾ

ールとイソブチレンの反応生成

物） 
MW： 220.36 

mp： 70℃ 1), 2), 6) 
bp： 265°C 2) 
sw： 0.005748g/L（25℃）3) 

比重等： 1.048g/cm3（20℃/4℃）2) 
logPow： 5.10 3), 4) 

 

  



－ 78 － 
 

[5] N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]ステアルアミド 
N-[3-(Dimethylamino)propyl]stearamide 

 
 

分子式： C23H48N2O 
CAS： 7651-02-7 

既存化： 2-2509、2-2521 
MW： 368.65 

mp： 不詳 
bp： 不詳 
sw： 2.525×10-6 g/L（25℃）3) 

比重等： 不詳 
logPow： 不詳 

[6] N,N-ジメチルアルカン-1-アミン=N-オキシド類 
N,N-Dimethylalkane-1-amine N-oxides 

[6-1] N,N-ジメチルデシル-1-アミン=N-オキシド 
N,N-Dimethyldecyl-1-amine N-oxide 

   

分子式： C12H27NO 
CAS： 2605-79-0 

既存化： 2-198（アルキル（又はアルケニ

ル）アミンオキサイド（アルキル

基又はアルケニル基のうちの少

くとも 1 個は炭素数が 8 から 24
までで、他は炭素数が 1 から 5 ま

でのもの）） 
MW： 201.35 

mp： 不詳 
bp： 不詳 
sw： 0.03035g/L（25℃）3) 

比重等： 不詳 
logPow： 不詳 

[6-2] N,N-ジメチルドデシル-1-アミン=N-オキシド 
N,N-Dimethyldodecyl-1-amine N-oxide 

   

分子式： C14H31NO 
CAS： 1643-20-5 

既存化： 2-198（アルキル（又はアルケニ

ル）アミンオキサイド（アルキル

基又はアルケニル基のうちの少

くとも 1 個は炭素数が 8 から 24
までで、他は炭素数が 1 から 5 ま

でのもの）） 
MW： 229.41 

mp： 130.5℃ 5) 
bp： 不詳 
sw： 0.003132g/L（25℃）3) 

比重等： 不詳 
logPow： 不詳 

[6-3] N,N-ジメチルテトラデシル-1-アミン=N-オキシド 
N,N-Dimethyltetradecyl-1-amine N-oxide 

   

分子式： C16H35NO 
CAS： 3332-27-2 

既存化： 2-198（アルキル（又はアルケニ

ル）アミンオキサイド（アルキル

基又はアルケニル基のうちの少

くとも 1 個は炭素数が 8 から 24
までで、他は炭素数が 1 から 5 ま

でのもの）） 
MW： 257.46 

mp： 不詳 
bp： 不詳 
sw： 0.0003183g/L（25℃）3) 

比重等： 不詳 
logPow： 不詳 
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[6-4] N,N-ジメチルオクタデシル-1-アミン=N-オキシド 
N,N-Dimethyloctadecyl-1-amine N-oxide 

   

分子式： C20H43NO 
CAS： 2571-88-2 

既存化： 2-198（アルキル（又はアルケニ

ル）アミンオキサイド（アルキル

基又はアルケニル基のうちの少

くとも 1 個は炭素数が 8 から 24
までで、他は炭素数が 1 から 5 ま

でのもの）） 
MW： 313.56 

mp： 不詳 
bp： 不詳 
sw： 3.18×10-6 g/L（25℃）3) 

比重等： 不詳 
logPow： 不詳 

[7] ビス(N,N-ジメチルジチオカルバミン酸)N,N'-エチレンビス(チオカルバモイルチオ亜鉛) （別名：ポ

リカーバメート） 
N,N'-Ethylenebis(thiocarbamoylthiozinc) bis(N,N-dimethyldithiocarbamate) (synonym: Polycarbamate) 

分子式： C10H18N4S8Zn2 
CAS： 64440-88-6 

既存化： 2-1848 
MW： 581.61 

mp： 不詳 
bp： 不詳 
sw： 0.1077g/L（25℃）3) 

比重等： 不詳 
logPow： 不詳 

[7-1] N,N'-エチレンビス(ジチオカルバミン酸) 
N,N'-Ethylenebis(dithiocarbamamic acid) 

 

分子式： C4H8N2S4 
CAS： 115-54-6 

既存化： 2-1808 
MW： 212.38 

mp： 不詳 
bp： 不詳 
sw： 不詳 

比重等： 不詳 
logPow： 不詳 

[7-2] N,N-ジメチルジチオカルバミン酸 
N,N-Dimethyldithiocarbamamic acid 

 

分子式： C3H7NS2 
CAS： 79-45-8 

既存化： 2-1798 
MW： 121.22 

mp： 不詳 
bp： 不詳 
sw： 不詳 

比重等： 不詳 
logPow： 不詳 
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6) O’Neil, M.J. (ed), The Merck Index 15th Edition (2013), CRC Press. 
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３．調査地点及び実施方法 

詳細環境調査は、全国の都道府県及び政令指定都市に試料採取及び分析を委託し、一部の分析は民間分析

機関においても実施した。 

 
（１）試料採取機関 

試料採取機関名 注 
調査媒体 

水質 底質 大気 
北海道環境生活部環境局環境推進課及び地方独立行政法人北海道立総合研究機構環

境・地質研究本部環境科学研究センター 
〇 〇  

岩手県環境保健研究センター 〇 〇 〇 

宮城県保健環境センター 〇   

仙台市衛生研究所 〇 〇  

秋田県健康環境センター 〇 〇  

山形県環境科学研究センター 〇 〇  

茨城県霞ケ浦環境科学センター 〇 〇  

栃木県保健環境センター 〇   

埼玉県環境科学国際センター 〇   

さいたま市健康科学研究センター 〇   

千葉県環境研究センター 〇 〇  

東京都環境局環境改善部及び公益財団法人東京都環境公社東京都環境科学研究所 〇 〇 〇 

横浜市環境創造局環境科学研究所 〇 〇  

川崎市環境局環境総合研究所 〇 〇 〇 

新潟県保健環境科学研究所 〇 〇  

富山県環境科学センター 〇   

石川県保健環境センター 〇 〇 〇 

福井県衛生環境研究センター 〇   

長野県環境保全研究所 〇 〇  

静岡県環境衛生科学研究所 〇 〇  

愛知県環境調査センター 〇 〇  

名古屋市環境局地域環境対策部環境科学調査センター 〇 〇 〇 

三重県保健環境研究所 〇 〇  

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 〇 〇  

京都府保健環境研究所 〇 〇  

京都市衛生環境研究所 〇 〇  

大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課及び地方独立行政法人大阪府立環境農

林水産総合研究所 
〇 〇 〇 

大阪市立環境科学研究センター 〇 〇  

兵庫県農政環境部環境管理局水大気課及び公益財団法人ひょうご環境創造協会兵庫

県環境研究センター 
〇 〇 〇 

神戸市環境局環境保全部自然環境共生課及び神戸市環境保健研究所 〇 〇  

奈良県景観・環境総合センター 〇 〇  

和歌山県環境衛生研究センター 〇 〇  

岡山県環境保健センター 〇 〇 〇 

山口県環境保健センター 〇 〇 〇 

香川県環境保健研究センター 〇 〇  

愛媛県立衛生環境研究所 〇   

福岡県保健環境研究所 〇   

北九州市保健環境研究所 〇 〇  

福岡市環境局保健環境研究所 〇 〇  

佐賀県環境センター 〇 〇  

大分県生活環境部環境保全課及び大分県衛生環境研究センター 〇 〇 〇 

沖縄県衛生環境研究所 〇   

（注）試料採取機関名は、名称は 2019 年度末のものである。 



－ 81 － 
 

（２）調査地点及び調査対象物質 

詳細環境調査における調査媒体別の調査対象物質（群）数及び調査地点数等は以下の表のとおりである。 

それぞれ媒体ごとでの各調査地点における対象物質、調査地点の全国分布図及び詳細地点図は、水質につ

いて表 1-1、図 1-1 及び図 1-2 に、底質について表 1-2、図 1-1 及び図 1-2 に、生物について表 1-3、図 1-3 及

び図 1-4 に示した。 

なお、1 物質当たりの調査地点は、概ね 20 地点前後を選択した。また、調査地点の選定は、一般環境中で

高濃度が予想される地域においてデータを取得するため、排出に関する情報を考慮して行うこととした。

2019 年度調査の地点選定においては、PRTR 届出排出量が得られている物質について、届出排出量が上位で

あった地点のうち試料の採取が可能とされた地点の周辺を調査地点に含めることとした。 

調査媒体 地方公共団体数 調査対象物質（群）数 調査地点（・生物種）数 調査地点ごとの検体数 
水質 42 6 63 1 
底質 33 2 41 3 
生物 10 2 12 3 
全媒体 42 7 75  

 
（３）試料の採取方法 

試料の採取は、原則として、秋期（9 月～11 月）の天候が安定した時期に行った。各調査地点における試料採

取日時及びその他試料採取情報は、調査結果報告書詳細版（環境省ホームページ）を参照のこと。試料の採取方

法及び検体の調製方法については、「化学物質環境実態調査実施の手引き（平成 27 年度版）」（2016 年 3 月、

環境省環境保健部環境安全課）に従って実施した。 

 
（４）分析法 

分析法の概要は、調査結果報告書詳細版（環境省ホームページ）の「詳細環境調査対象物質の分析法概要」

を参照のこと。 

 
（５）検出下限値 

分析機関が分析データを報告した時の検出下限値は、試料の性状や利用可能な測定装置が異なることから

必ずしも同一となっていないため、集計に関しては、統一の検出下限値を設定して、分析機関から報告され

た分析値を次の 2 つの手順で取りまとめた。 

１）高感度の分析における検出値の不検出扱い 

分析機関における検出下限値が統一の検出下限値を下回る高感度の分析を実施した場合においては、統

一の検出下限値を下回った測定値について、全国集計上は不検出として取り扱うこととした（概念図①を

参照）。 

２）感度不足の分析における不検出値の集計対象からの除外扱い 

分析機関における検出下限値が統一の検出下限値より大きい場合において、調査対象物質が検出されな

いときは集計の対象から除外扱いとした（概念図②を参照）。 

なお、詳細環境調査の分析法に採用した化学物質分析法開発調査報告書等に記載されている分析法（以下

「詳細環境調査分析法」という。）において装置検出下限値（以下「IDL 判定値」という。）及び分析法の検

出下限値（以下「MDL」という。）が記載されている場合においては、分析機関で測定した IDL が IDL 判定

値より小さいときには、詳細環境調査分析法の MDL を当該分析機関の検出下限値とした。 



 
 

① 分析機関の検出下限値 ≦ 統一の検出下限値 ② 分析機関の検出下限値 ＞ 統一の検出下限値 
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表1-1 2019年度詳細環境調査地点･対象物質一覧（水質） 
地方 

公共団体 
調査地点 

調査対象物質 
[1] [3] [4] [5] [6] [7] 

北海道 十勝川すずらん大橋（帯広市） 
 

〇 
 

○ ○ 
 

石狩川伊納大橋（旭川市） ○ ○ 
 

○ ○ 
 

石狩川河口石狩河口橋（石狩市） 
 

〇 ○ ○ ○ ○ 

苫小牧港 ○ 
    

○ 

岩手県 豊沢川豊沢橋（花巻市） 
 

○ ○ ○ 
 

○ 

宮城県 迫川二ツ屋橋（登米市） 
     

○ 

白石川さくら歩道橋（柴田町） 
     

○ 

仙台市 広瀬川広瀬大橋（仙台市） ○ 
  

○ 
  

秋田県 秋田運河（秋田市） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

山形県 最上川河口（酒田市） 
   

○ 
  

茨城県 利根川河口かもめ大橋（神栖市） 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

栃木県 田川給分地区頭首工（宇都宮市） ○ 
 

〇 
   

埼玉県 荒川秋ヶ瀬取水堰（志木市） 
  

○ 
 

○ 
 

さいたま市 鴨川中土手橋（さいたま市） 
    

○ 
 

千葉県 養老川浅井橋（市原市） ○ ○ 
    

市原・姉崎海岸 
  

○ 
 

○ ○ 

東京都 荒川河口（江東区） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

隅田川河口（港区） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

横浜市 鶴見川亀の子橋（横浜市） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

横浜港 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

川崎市 多摩川河口（川崎市） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

川崎港京浜運河千鳥町地先 ○ 
     

川崎港京浜運河扇町地先 注 
 

○ ○ 
  

○ 

新潟県 信濃川下流（新潟市） ○ ○ 〇 ○ ○ 
 

富山県 神通川河口萩浦橋（富山市） 
     

○ 

石川県 犀川河口（金沢市） ○ ○ ○ ○ 
 

○ 

福井県 笙の川三島橋（敦賀市） 
     

○ 

長野県 信濃川立ヶ花橋（中野市） 
    

○ 
 

諏訪湖湖心 
  

○ 
   

静岡県 清水港 ○ 
    

○ 

天竜川掛塚橋（磐田市） 
 

○ ○ ○ 
  

愛知県 名古屋港潮見ふ頭西 ○ 
 

〇 ○ 
  

名古屋市 新堀川日の出橋（名古屋市） 
  

○ ○ ○ 
 

堀川港新橋（名古屋市） 
 

○ 
 

○ ○ 
 

荒子川ポンプ所（名古屋市） 
  

○ 
   

名古屋港潮見ふ頭南 
 

○ 
   

○ 

三重県 四日市港 
   

○ ○ ○ 

鳥羽港 ○ 
  

○ 
  

滋賀県 琵琶湖南比良沖中央 
  

○ 
 

○ 
 

琵琶湖唐崎沖中央 
  

○ 
 

○ 
 

京都府 宮津港 ○ 
 

〇 
  

○ 

京都市 桂川宮前橋（京都市） 
   

○ 
 

○ 

大阪府 大和川河口（堺市） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

大阪市 大川毛馬橋（大阪市） ○ ○ ○ ○ 
  

大阪港 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

兵庫県 姫路沖 ○ 〇 
 

○ ○ ○ 

神戸市 神戸港中央 
     

○ 

奈良県 大和川大正橋（王寺町） 
   

○ 
  

和歌山県 紀の川河口紀の川大橋（和歌山市） ○ ○ ○ 
 

○ 
 

岡山県 笹ヶ瀬川笹ヶ瀬橋（岡山市） 
 

○ 
    

水島沖 ○ 
 

○ 
  

○ 

山口県 徳山湾 ○ 
 

○ ○ 
 

○ 

萩沖 ○ 
  

○ ○ 
 

香川県 高松港 ○ ○ 
  

○ ○ 

愛媛県 沢津漁港 ○ 
 

○ 
   

岩松川三島（宇和島市） 
 

○ 
   

○ 

福岡県 雷山川加布羅橋（糸島市） 
 

〇 
  

○ 
 

大牟田沖 ○ 〇 
    

北九州市 洞海湾 ○ 
 

〇 ○ ○ ○ 

福岡市 博多湾 
 

○ ○ ○ ○ 
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地方 
公共団体 

調査地点 
調査対象物質 

[1] [3] [4] [5] [6] [7] 
佐賀県 伊万里湾 

  
○ 

  
○ 

大分県 大分川河口（大分市） 
 

○ ○ ○ 
  

沖縄県 那覇港 
    

○ 
 

[1] イソシアヌル酸、 [3] クラリスロマイシン及びその代謝物、[4] 2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール （別名：

BHT）、[5] N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]ステアルアミド、[6] N,N-ジメチルアルカン-1-アミン=N-オキシド類、[7] ビ
ス(N,N-ジメチルジチオカルバミン酸)N,N'-エチレンビス(チオカルバモイルチオ亜鉛) （別名：ポリカーバメート） 

 
（注）初期環境調査及び詳細環境調査の「川崎港京浜運河扇町地先」は、モニタリング調査の「川崎港京浜運河」と同一

地点である。 
 

 
表1-2 2019年度詳細環境調査地点･対象物質一覧（底質） 

地方 
公共団体 

調査地点 
調査対象物質 

[4] [5] 
北海道 石狩川河口石狩河口橋（石狩市） ○ ○ 

岩手県 豊沢川豊沢橋（花巻市） ○ ○ 

仙台市 広瀬川広瀬大橋（仙台市） 
 

○ 

秋田県 秋田運河（秋田市） ○ ○ 

山形県 最上川河口（酒田市） 
 

○ 

茨城県 利根川河口かもめ大橋（神栖市） 
 

○ 

千葉県 市原・姉崎海岸 ○ 
 

東京都 荒川河口（江東区） ○ ○ 

隅田川河口（港区） ○ ○ 

横浜市 横浜港 ○ ○ 

川崎市 多摩川河口（川崎市） ○ ○ 

川崎港京浜運河扇町地先 注 ○ 
 

新潟県 信濃川下流（新潟市） ○ ○ 

石川県 犀川河口（金沢市） 
 

○ 

長野県 諏訪湖湖心 ○ ○ 

静岡県 清水港 ○ 
 

天竜川掛塚橋（磐田市） 
 

○ 

愛知県 名古屋港潮見ふ頭西 ○ ○ 

名古屋市 新堀川日の出橋（名古屋市） ○ 
 

荒子川ポンプ所（名古屋市） ○ 
 

三重県 四日市港 
 

○ 

鳥羽港 
 

○ 

滋賀県 琵琶湖南比良沖中央 ○ 
 

琵琶湖唐崎沖中央 ○ 
 

京都府 宮津港 ○ 
 

京都市 桂川宮前橋（京都市） 
 

○ 

大阪府 大和川河口（堺市） ○ ○ 

大阪市 大川毛馬橋（大阪市） 
 

○ 

大阪港 ○ ○ 

兵庫県 姫路沖 
 

○ 

神戸市 神戸港中央 ○ 
 

奈良県 大和川大正橋（王寺町） 
 

○ 

和歌山県 紀の川河口紀の川大橋（和歌山
市） 

○ 
 

岡山県 水島沖 ○ 
 

山口県 徳山湾 ○ ○ 

萩沖 
 

○ 

香川県 高松港 ○ 
 

北九州市 洞海湾 ○ ○ 

福岡市 博多湾 ○ ○ 

佐賀県 伊万里湾 ○ 
 

大分県 大分川河口（大分市） ○ ○ 

[4] 2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール （別名：BHT）、[5] N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]ステアルアミド 
 
（注）初期環境調査及び詳細環境調査の「川崎港京浜運河扇町地先」は、モニタリング調査の「川崎港京浜運河」と同一

地点である。 
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図1-1 2019年度詳細環境調査地点（水質・底質） 
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図 1-2（1/7） 2019 年度詳細環境調査地点（水質・底質）詳細 
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図 1-2（2/7） 2019 年度詳細環境調査地点（水質・底質）詳細 
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図 1-2（3/7） 2019 年度詳細環境調査地点（水質・底質）詳細 
  



 

－ 89 － 
 

 

 

 
図 1-2（4/7） 2019 年度詳細環境調査地点（水質・底質）詳細 
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図 1-2（5/7） 2019 年度詳細環境調査地点（水質・底質）詳細 
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図 1-2（6/7） 2019 年度詳細環境調査地点（水質・底質）詳細 
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図 1-2（7/7） 2019 年度詳細環境調査地点（水質・底質）詳細  
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表 1-3 2019 年度詳細環境調査地点･生物種・対象物質一覧（生物） 
地方 

公共団体 
調査地点 生物種 

調査対象物質 

[2] [4] 
岩手県 山田湾 ムラサキイガイ ○ ○ 

アイナメ ○ ○ 

東京都 東京湾 スズキ ○ ○ 

川崎市 川崎港扇島沖 スズキ ○ ○ 

石川県 能登半島沿岸 ムラサキイガイ ○ ○ 

名古屋市 名古屋港 ボラ  ○ 

大阪府 大阪湾 スズキ ○ ○ 

兵庫県 姫路沖 スズキ ○ ○ 

岡山県 水島沖 ボラ ○ ○ 

山口県 徳山湾 ボラ ○ ○ 

萩沖 スズキ ○ ○ 

大分県 大分川河口（大分市） スズキ ○ ○ 

[2] 環状ポリジメチルシロキサン類、[4] 2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール （別名：BHT） 
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図 1-3 2019 年度詳細環境調査地点（生物） 
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図 1-4（1/2） 2019 年度詳細環境調査地点（生物）詳細 
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図 1-4（2/2） 2019 年度詳細環境調査地点（生物）詳細 
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４．調査結果の概要 

検出状況・検出下限値一覧を表 2 に示す。なお、検出状況の概要は以下のとおりである。 

 

水質については、全 6 調査対象物質（群）が検出された。なお、構造が類似する等、同一の分析法におい

て測定できる方法ごとに一物質群とした。 

･[1] イソシアヌル酸：30地点中16地点 

･[3] クラリスロマイシン及びその代謝物 

[3-1] クラリスロマイシン：30地点中19地点 
[3-2] 14-(R)-ヒドロキシクラリスロマイシン：30地点中26地点 

･[4] 2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール （別名：BHT）：29地点中3地点 

･[5] N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]ステアルアミド：32地点中30地点 

･[6] N,N-ジメチルアルカン-1-アミン=N-オキシド類 

[6-1] N,N-ジメチルデシル-1-アミン=N-オキシド：30地点中8地点 
[6-2] N,N-ジメチルドデシル-1-アミン=N-オキシド：30地点中19地点 
[6-3] N,N-ジメチルテトラデシル-1-アミン=N-オキシド：30地点中10地点 

･[7] ビス(N,N-ジメチルジチオカルバミン酸)N,N'-エチレンビス(チオカルバモイルチオ亜鉛) （別名：ポ

リカーバメート） 

[7-1] N,N'-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)：22地点中2地点 
[7-2] N,N-ジメチルジチオカルバミン酸：22地点中15地点 

 

底質については、全 2 調査対象物質が検出された。 

･[4] 2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール （別名：BHT）：全29地点 

･[5] N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]ステアルアミド：28地点中15地点 

 
生物については、全 2 調査対象物質（群）中が検出された。なお、構造が類似する等、同一の分析法にお

いて測定できる方法ごとに一物質群とした。 

･[2] 環状ポリジメチルシロキサン類 

[2-1] オクタメチルシクロテトラシロキサン：11地点・生物種中9地点・生物種 
[2-2] デカメチルシクロペンタシロキサン：全11地点・生物種 
[2-3] ドデカメチルシクロヘキサシロキサン：11地点・生物種中8地点・生物種 

･[4] 2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール （別名：BHT）：12地点・生物種中9地点・生物種 
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表 2 2019 年度詳細環境調査検出状況・検出下限値一覧表 
物質 
調査 
番号 

調査対象物質 
水質(ng/L) 底質(ng/g-dry) 生物(ng/g-wet) 

範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

[1] イソシアヌル酸 
nd～7,800 

16/30 
500     

[2] 

環状ポリジメチルシロキサン類       

[2-1] オクタメチルシクロテトラシロキサン     
nd～37 

9/11 
0.79 

[2-2] デカメチルシクロペンタシロキサン     
nd～200 

11/11 
1.3 

[2-3] ドデカメチルシクロヘキサシロキサン     
nd～4.7 

8/11 
0.78 

[3] 

クラリスロマイシン及びその代謝物       

[3-1] クラリスロマイシン 
nd～240 

19/30 
1.4     

[3-2] 14-(R)-ヒドロキシクラリスロマイシン 
nd～230 

26/30 
0.62     

[4] 
2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール （別名：

BHT） ※ 
nd～100 

3/29 
35 

0.33～480 
29/29 

0.070 
nd～6.5 

9/12 
0.49 

[5] 
N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]ステアルアミド 
※ 

nd～320 
30/32 

1.6 
nd～220 

15/28 
6.1   

[6] 

N,N-ジメチルアルカン-1-アミン=N-オキシド類       

[6-1] N,N-ジメチルデシル-1-アミン=N-オキシド 
nd～370 

8/30 
3.0     

[6-2] N,N-ジメチルドデシル-1-アミン=N-オキシ

ド 
nd～170 

19/30 
7.6     

[6-3] N,N-ジメチルテトラデシル-1-アミン=N-オ
キシド 

nd～72 
10/30 

6.2     

[6-4] N,N-ジメチルオクタデシル-1-アミン=N-オ
キシド 

nd 
0/30 

2.8     

[7] 

ビス(N,N-ジメチルジチオカルバミン酸)N,N'-エ
チレンビス(チオカルバモイルチオ亜鉛) （別

名：ポリカーバメート） ※ 
      

[7-1] N,N'-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)  
nd～3.0 

2/22 
0.76     

[7-2] N,N-ジメチルジチオカルバミン酸 
nd～820 

15/22 
6.6     

（注1）検出頻度は検出地点数/調査地点数（測定値が得られなかった地点数及び検出下限値を統一したことで集計の対象から除外され

た地点数は含まない。）を示す。1地点につき複数の検体を測定した場合において、1検体でも検出されたとき、その地点は「検

出地点」となる。 
（注2）範囲は全ての検体における最小値から最大値の範囲で示した。そのため、全地点において検出されても範囲がnd～となること

がある。 
（注 3） は調査対象外の媒体であることを意味する。 
（注 4）排出に関する情報を考慮した地点も含めて調査した。 
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物質別の調査結果は、次のとおりである。 

なお、同一地点で過年度に調査が実施されている場合には、両者の結果に差異が生じているか検討を加え

ている。また、参考文献のうち、全物質共通のものは i)、ii)、iii)等で示している（調査結果の最後にまとめて

記載）。その他の参考文献は、1)、2)、3)等で示している（各物質ごとに記載）。 

 

[1] イソシアヌル酸 （CAS 登録番号：108-80-5） 

【2019 年度調査媒体：水質】 

・調査要望理由 

化審法 

トリクロロイソシアヌル酸及びジクロロイソシアヌル酸ナトリウムが優先評価化学物質に指定され、第

二種特定化学物質への指定を検討する必要があるが、それらの分解物である本物質について近年の調査実

績がないことから、環境残留実態の調査を優先的に行い、環境中における実態を把握することが必要とさ

れたため。 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について 30 地点を調査し、検出下限値 500ng/L において 30 地点中 16 地点で検出され、検出濃度は

7,800ng/L までの範囲であった。 

1983 年度には 10 地点を調査し、検出下限値 2,000～4,000ng/L において 10 地点全てで不検出であった。 

2019 年度と 1983 年度に同一地点で調査を行った 3 地点では、1983 年度に不検出であり、2019 年度に検

出下限値を下げて測定したが不検出であった。 

○イソシアヌル酸の検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

1983 0/30 0/10 nd 2,000～4,000 
2019 16/30 16/30 nd～7,800 500 

 

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較 

地点 実施年度 測定値（ng/L） 
報告時検出下限値 

（ng/L） 

① 苫小牧港 
1983 nd nd nd 4,000 
2019 nd 500 

② 水島沖 
1983 nd nd nd 2,000 
2019 nd 500 

③ 洞海湾 
1983 nd nd nd 4,000 
2019 nd 500 

 

【参考：イソシアヌル酸】 
  
・用 途 ： 主な用途は、中塩素安定剤（プール）、シアヌル酸誘導体原料、塗料用樹脂原料である。i) 

  
・生産量・輸入量 ： 平成 26 年度（2014 年度）：製造・輸入 9,000t（化審法一般化学物質届出結果公表値）ii) 

平成 27 年度（2015 年度）：製造・輸入 10,000t（化審法一般化学物質届出結果公表値）ii) 
平成 28 年度（2016 年度）：製造・輸入 10,000t（化審法一般化学物質届出結果公表値）ii) 
平成 29 年度（2017 年度）：製造・輸入 10,000t（化審法一般化学物質届出結果公表値）ii) 

平成 30 年度（2018 年度）：製造・輸入 10,000t（化審法一般化学物質届出結果公表値）ii) 
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・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 
  

・生 分 解 性 ： 難分解性（標準法（試験期間 2 週間、被試験物質 100mg/L、活性汚泥濃度 30mg/L）、BOD によ

る分解度：0%、TOC による分解度：7.8%、HPLC による分解度：5.3%）1) 注 1) 
  

・濃 縮 性 ： 低濃縮性（コイ BCF：0.1 未満（10mg/L、6 週間）、0.5 未満（1mg/L、6 週間））1) 
  

・媒体別分配予測 ： 水質 33.1%、底質 0.0689%、大気 0.855×10-5 %、土壌 66.8% iii) 注 2) 
  

・急 性 毒 性 等 ： LD50=3,400mg/kg マウス（経口）iv) v) 
LD50=5,000mg/kg 超ラット（経口）iv)  
  

・反復投与毒性等 ： 無影響量（反復経口投与毒性試験）＝150 mg/kg/日（根拠：NOAEL = 150 mg/kg/日、被験物質を

交配開始 14 日前から雄は 44 日間、雌は分娩後哺育 3 日（41～48 日間）まで反復投与したラッ

トにおいて、腎臓及び膀胱や、副腎及び胸腺に対する影響が認められた。）vi) vii) 
  

・発 が ん 性 ： 不詳 
 

・生 態 影 響 ： PNEC=0.64mg/L（根拠：21d-NOEC（オオミジンコ繁殖阻害）=32mg/L、アセスメント係数 50）2) 

21d-NOEC= 32mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 2) viii) 
72h-NOEC= 250mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 viii)  
48h-EC50=1,000mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）遊泳阻害 viii) 
84d-NOEC =10,000mg/kg food：バラマンディ（Lates calcarifer）ix) 
  

 
参考文献 

1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（1978 年 12
月 12 日） 

2) 平成 23 年度第 11 回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 

化学物質審議会第 113 回審査部会 第 120 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員

会（2012 年 1 月 27 日） 
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[2] 環状ポリジメチルシロキサン類 

[2-1] オクタメチルシクロテトラシロキサン （CAS 登録番号：556-67-2） 

[2-2] デカメチルシクロペンタシロキサン （CAS 登録番号：541-02-6） 

[2-3] ドデカメチルシクロヘキサシロキサン （CAS 登録番号：540-97-6） 

【2019 年度調査媒体：生物】 

・調査要望理由 

化審法 

オクタメチルシクロテトラシロキサン及びドデカメチルシクロヘキサシロキサンが監視化学物質に指定

され第一種特定化学物質への指定を検討する必要があるが、近年の調査実績がないことから、環境残留実

態の調査を優先的に行い、環境中における実態を把握することが必要とされたため。 

 

・調査内容及び結果 

・[2-1] オクタメチルシクロテトラシロキサン 

＜生物＞ 

生物について本調査としては 2019 年度が初めての調査であり、11 地点・生物種を調査し、検出下限値

0.79ng/g-wet において 11 地点・生物種中 9 地点・生物種で検出され、検出濃度は 37ng/g-wet までの範囲で

あった。 

○オクタメチルシクロテトラシロキサンの検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

生物 
（ng/g-wet） 

2019 23/33 9/11 nd～37 0.79 

 

【参考：オクタメチルシクロテトラシロキサン】 
  
・用 途 ： 主な用途は、中間物（シリコーンポリマーの原料）1) 及び化粧品原料 x) である。 

  
・生産量・輸入量 ： 平成 30 年度（2018 年度）：製造・輸入 41,810t（化審法監視学物質届出結果公表値）ii) 

 
・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 

  
・生 分 解 性 ： 難分解性（標準法（試験期間 4 週間）、BOD による分解度：-7%、5%、-2%（平均 0%）、GC に

よる分解度：25%、30%、30%（平均 28%））1) 注 1) 
 

・濃 縮 性 ： 高濃縮性（コイ BCF：第 1 濃度区 3,200（2.5µg/L、60 日間）、第 2 濃度区 3,000（0.25µg/L、60 日

間））1) 
 

・媒体別分配予測 ： 水質 22.3%、底質 14.7%、大気 15.1%、土壌 47.9% iii) 注 2) 
  

・急 性 毒 性 等 ： LD50=1,540mg/kg ラット（経口）iv) v) 
LC50=36mg/m3ラット（吸入 4 時間）v) 
  

・反復投与毒性等 ： NOAEL=30ppm：2 年間（6 時間/日、5 日/週）吸入ばく露したラットにおいて、150ppm 以上で

肝臓の絶対重量及び相対重量の増加が認められたが、30ppm 以下では認められなかった。1) 

LOEL=25mg/kg/日：2 週間（5 日/週）反復経口投与したラットにおいて、25mg/kg/日以上の投与

量で雄の肝臓の相対重量及び雌雄の絶対重量の増加が認められた。1) 

 
・発 が ん 性 ： 不詳 

 

・生 態 影 響 ： 11d-LC50=0.015mg/L：ニジマス（Oncorhynchus mykiss）ix) 
21d-LOEC=0.015mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）ix) 
14d-NOEC=0.015mg/L：ユスリカ属（Chironomus tentans）成長阻害 ix) 
  

・規制   

 ［化審法］  法（平成 21 年 5 月 20 日改正後）第 2 条第 4 項、監視化学物質（40 2,2,4,4,6,6,8,8-オクタメチ

ル-1,3,5,7,2,4,6,8-テトラオキサテトラシロカン （別名オクタメチルシクロテトラシロキサン）） 
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参考文献 
1) 平成 29 年度第 8 回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 化

学物質審議会第 173 回審査部会 第 180 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会

（2017 年 12 月 22 日）、資料 1 第一種特定化学物質又は監視化学物質へ該当するか否かの審議

審査シート 
 

 

・[2-2] デカメチルシクロペンタシロキサン 

＜生物＞ 

生物について本調査としては 2019 年度が初めての調査であり、11 地点・生物種を調査し、検出下限値

1.3ng/g-wet において 11 地点・生物種全てで検出され、検出濃度は 200ng/g-wet までの範囲であった。 

○デカメチルシクロペンタシロキサンの検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

生物 
（ng/g-wet） 

2019 32/33 11/11 nd～200 1.3 

 

【参考：デカメチルシクロペンタシロキサン】 
  
・用 途 ： 主な用途は、中間物（シリコーンポリマーの原料）及び溶剤 1) 並びにシリコンオイル及び化粧

品原料 x) である。 
  

・生産量・輸入量 ： 不詳 
 

・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 
  

・生 分 解 性 ： 難分解性（標準法（試験期間 4 週間）、BOD による分解度：-7%、-8%、-3%（平均 0%）、GC
による分解度：28%、16%、10%（平均 18%））1) 注 1) 
 

・濃 縮 性 ： 高濃縮性（コイ BCF：第 1 濃度区 12,000（1µg/L、60 日間）、第 2 濃度区 12,000（0.1µg/L、60 日

間））1) 
 

・媒体別分配予測 ： 水質 20.1%、底質 20.6%、大気 5.5%、土壌 53.7% iii) 注 2) 
  

・急 性 毒 性 等 ： LD50=24,134mg/kg 超、ラット（経口）iv) v) 
  

・反復投与毒性等 ： LOAEL=132mg/kg/日：13 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入ばく露したラットにおいて、132mg/kg/
日以上でγ-GDP の増加並びに肝臓の相対重量及び絶対重量の増加が認められた。1) 

LOEL=25mg/kg/日：2 週間（5 日/週）反復経口投与したラットにおいて、25mg/kg/日以上の投与

量で雄の肝臓の相対重量及び絶対重量の増加が認められた。1) 

  
・発 が ん 性 ： 不詳 

  

・生 態 影 響 ： 不詳 
  

 
参考文献 

1) 平成 29 年度第 8 回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 化

学物質審議会第 173 回審査部会 第 180 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会

（2017 年 12 月 22 日）、資料 1 第一種特定化学物質又は監視化学物質へ該当するか否かの審議

審査シート 

 

 

・[2-3] ドデカメチルシクロヘキサシロキサン 

＜生物＞ 

生物について本調査としては 2019 年度が初めての調査であり、11 地点・生物種を調査し、検出下限値

0.78ng/g-wet において 11 地点・生物種中 8 地点・生物種で検出され、検出濃度は 4.7ng/g-wet までの範囲で

あった。 
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○ドデカメチルシクロヘキサシロキサンの検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

生物 
（ng/g-wet） 

2019 22/33 8/11 nd～4.7 0.78 

 

【参考：ドデカメチルシクロヘキサシロキサン】 
  
・用 途 ： 主な用途は、中間物（シリコーンポリマーの原料）1) 及び医薬部外品添加物（化粧品保湿剤）x)

である。 
  

・生産量・輸入量 ： 平成 30 年度（2018 年度）：製造・輸入 1,562t（化審法監視学物質届出結果公表値）ii) 
 

・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 
  

・生 分 解 性 ： 難分解性（標準法（試験期間 4 週間）、BOD による分解度：4%、0%、3%（平均 2%）、GC に

よる分解度：-8%、4%、-4%（平均 0%））1) 注 1) 
 

・濃 縮 性 ： 高濃縮性（コイ BCF：第 1 濃度区 2,300（1µg/L、60 日間）、第 2 濃度区 4,000（0.1µg/L、60 日

間））1) 
 

・媒体別分配予測 ： 水質 11.8%、底質 13.8%、大気 1.41%、土壌 72.9% iii) 注 2) 
  

・急 性 毒 性 等 ： LD50=50,000mg/kg 超 ラット（経口）iv) v) 
  

・反復投与毒性等 ： LOEL=100mg/kg/日：28 日間反復経口投与したラットにおいて、100mg/kg/日の投与量で雄の肝

臓重量の増加及び門脈周囲の脂質化並びに雌雄の甲状腺濾胞細胞肥大が認められた。1)  

 
・発 が ん 性 ： 不詳 

 

・生 態 影 響 ： 不詳 
 

・規制   

 ［化審法］  法（平成 21 年 5 月 20 日改正後）第 2 条第 4 項、監視化学物質（41 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-
ドデカメチル-1,3,5,7,9,11-ヘキサオキサ-2,4,6,8,10,12-ヘキサシラシクロドデカン （別名ドデカ

メチルシクロヘキサシロキサン）） 
 
参考文献 

1) 平成 29 年度第 8 回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 化

学物質審議会第 173 回審査部会 第 180 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会

（2017 年 12 月 22 日）、資料 1 第一種特定化学物質又は監視化学物質へ該当するか否かの審議

審査シート 
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[3] クラリスロマイシン及びその代謝物 

[3-1] クラリスロマイシン （CAS 登録番号：81103-11-9） 

[3-2] 14-(R)-ヒドロキシクラリスロマイシン （CAS 登録番号：116836-41-0） 

【2019 年度調査媒体：水質】 

・調査要望理由 

PPCPs（Pharmaceuticals and Personal Care Products） 

2014 年度に初期環境調査を実施し、その結果を用いた環境リスク初期評価（第 16 次とりまとめ）におい

て詳細なリスク評価を行う候補とされ、代謝物を含めた環境中における実態を把握することが必要とされ

たため。 

 

・調査内容及び結果 

・[3-1] クラリスロマイシン 

＜水質＞ 

水質について 30 地点を調査し、検出下限値 1.4ng/L において 30 地点中 19 地点で検出され、検出濃度は

240ng/L までの範囲であった。 

2014 年度には 17 地点を調査し、検出下限値 0.8ng/L において 17 地点中 13 地点で検出され、検出濃度は

490ng/L までの範囲であった。 

2019 年度と 2014 年度に同一地点で調査を行った 15 地点のうち、2 地点では 2014 年度に不検出で、2019

年度は 1 地点では不検出で、他の 1 では 2014 年度の検出下限値より高値の濃度で検出された。2014 年度に

検出された 13 地点のうち、2 地点では 2019 年度に検出を示唆する報告注があったものの統一した検出下限

値においては不検出とされ、うち 1 地点では 2014 年度に検出された濃度と比べて低値であることが示唆さ

れた。残る 11 地点では 2019 年度に 2014 年度と同程度の濃度で検出された。 

 
注：「検出を示唆する報告」とは、測定値が、測定機関が報告時に設定した検出下限値以上で、本書にお

いて複数の地点を取りまとめるにあって設定した検出下限値未満であることを意味する。以下同じ。 

 

○クラリスロマイシンの検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

2014 13/17 13/17 nd～490 0.8 
2019 19/30 19/30 nd～240 1.4 

 

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較 

地点 実施年度 測定値（ng/L） 
報告時検出下限値 

（ng/L） 

① 十勝川すずらん大橋（帯広市） 
2014 13 0.80 
2019 7.7 1.4 

② 石狩川河口石狩河口橋（石狩市） 
2014 2.4 0.80 
2019 2.1 1.8 

③ 豊沢川豊沢橋（花巻市） 
2014 nd 0.80 
2019 nd 0.58 

④ 秋田運河（秋田市） 
2014 300 0.77 
2019 ※1.3 0.58 
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地点 実施年度 測定値（ng/L） 
報告時検出下限値 

（ng/L） 

⑤ 養老川浅井橋（市原市） 
2014 1.9 0.77 
2019 ※0.83 0.58 

⑥ 荒川河口（江東区） 
2014 180 0.77 
2019 32 0.58 

⑦ 隅田川河口（港区） 
2014 88 0.77 
2019 0.32 0.58 

⑧ 鶴見川亀の子橋（横浜市） 
2014 490 0.77 
2019 240 0.48 

⑨ 横浜港 
2014 15 0.77 
2019 16 0.58 

⑩ 堀川港新橋（名古屋市） 
2014 280 0.77 
2019 92 0.58 

⑪ 大和川河口（堺市） 
2014 nd 0.77 
2019 31 0.58 

⑫ 大川毛馬橋（大阪市） 
2014 11 0.77 
2019 15 0.58 

⑬ 大阪港 
2014 59 0.77 
2019 59 0.48 

⑭ 笹ヶ瀬川笹ヶ瀬橋（岡山市） 
2014 16 0.80 
2019 9.4 0.58 

⑮ 博多湾 
2014 0.93 0.77 
2019 3.2 0.58 

（注）※：参考値（測定値が、本地点での報告時検出下限値以上、検出下限値未満）であることを意味する。 

 

【参考：クラリスロマイシン】 
  
・用 途 ： 主な用途は、医薬品（マクロライド系抗生物質）である。1) 

  
・生産量・輸入量 ： 不詳 

 
・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 

  
・生 分 解 性 ： 不詳 

 
・濃 縮 性 ： 不詳 

 
・媒体別分配予測 ： 水質 11.3%、底質 0.116%、大気 1.14×10-7 %、土壌 88.6% iii) 注 2) 

  
・急 性 毒 性 等 ： LD50=1,230mg/kg マウス（経口）iv) v) 

LD50=1,270mg/kg ラット（経口）iv) v) 
  

・反復投与毒性等 ： 不詳 

 
・発 が ん 性 ： 不詳 

 

・生 態 影 響 ： PNEC=0.000069mg/L（根拠：72h-EC50（緑藻類生長阻害）=0.0069mg/L、アセスメント係数 100）1) 
72h-NOEC=0.00245mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 1)  
21d-NOEC=0.0031mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 1) 
72h-EC50=0.0069mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 1)  
168h-NOEC=0.8mg/L：コウキクサ（Lemna minor）生長阻害 1) 

48h-EC 50=2mg/L 超*：オオミジンコ（Daphnia magna）遊泳阻害 1)  
96h-LC50=10mg/L 超：アフリカツメガエル（胚）（Xenopus laevis）1)  
96h-LC50=100 mg/L 超：メダカ（Oryzias latipes）1)  
*：限度試験（毒性値を求めるのではなく、定められた濃度において影響の有無を調べる試験）

により得られた値  
 
参考文献 

1) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価第 16 巻(2018) 

 

 

・[3-2] 1-(R)-ヒドロキシクラリスロマイシン 

＜水質＞ 

水質について本調査としては 2019 年度が初めての調査であり、30 地点を調査し、検出下限値 0.62ng/L に

おいて 30 地点中 26 地点で検出され、検出濃度は 230ng/L までの範囲であった。 
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○1-(R)-ヒドロキシクラリスロマイシンの検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

2019 26/30 26/30 nd～230 0.62 

 

【参考：14-(R)-ヒドロキシクラリスロマイシン】 
  
・用 途 ： クラリスロマイシンの代謝物 

  
・生産量・輸入量 ： 不詳 

 
・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 

  
・生 分 解 性 ： 不詳 

 
・濃 縮 性 ： 不詳 

 
・媒体別分配予測 ： 不詳 

  
・急 性 毒 性 等 ： 不詳 

 
・反復投与毒性等 ： 不詳 

 
・発 が ん 性 ： 不詳 

 

・生 態 影 響 ： 不詳 
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[4] 2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール （別名：BHT、CAS 登録番号：128-37-0） 

【2019 年度調査媒体：水質、底質、生物】 

・調査要望理由 

化審法 

優先評価化学物質に指定され、2014 年度に詳細環境調査を実施し、その結果を用いた第二種特定化学物

質への指定に関する検討において、更なる環境中における実態を把握することが必要とされたため。 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について 34 地点を調査し、34 地点を調査し、検出下限値 35ng/L において欠測扱い注となった 5 地点

を除く 29 地点中 3 地点で検出され、検出濃度は 100ng/L までの範囲であった。 

1976 年度には 20 地点を調査し、検出下限値 400～5,000ng/L において 39 地点全てで不検出であった。

1977 年度には 39 地点を調査し、検出下限値 100～5,000ng/L において 39 地点全てで不検出であった。1996

年度には 10 地点を調査し、検出下限値 300ng/L において 10 地点全てで不検出であった。2001 年度には 53

地点を調査し、検出下限値 50ng/L において欠測扱いとなった 1 地点を除く 52 地点中 10 地点で検出され、

検出濃度は 1,600ng/L までの範囲であった。2008 年度には 36 地点を調査し、検出下限値 1.1ng/L において

36 地点中 9 地点で検出され、検出濃度は 7.8ng/L までの範囲であった。2015 年度には 23 地点を調査し、検

出下限値 6.2ng/L において欠測扱いとなった 2 地点を除く 21 地点中 18 地点で検出され、検出濃度は 43ng/L

までの範囲であった。 

また、水底質モニタリングにおいて 1986 年度及び 1988 年度から 1998 年度までの毎年度に 16～22 地点

を調査し、最も多い年度には 4 地点で検出され、水底質モニタリングが実施された全期間を通じての検出

濃度は 420ng/L までの範囲であった。 

2019 年度と 1976 年度、1977 年度、1996 年度、2001 年度、2008 年度又は 2015 年度に同一地点で調査を

行った 29 地点のうち、20 地点では 2019 年度に検出を示唆する報告があったものの統一した検出下限値に

おいては不検出とされ、4 地点では欠測扱いとされた。残る 5 地点のうち、3 地点では 2019 年度に過年度

の検出濃度と同程度の検出下限値において不検出で、他の 2 地点では 2019 年度に過年度と同程度の濃度で

検出された。 

 
注：「欠測扱い」とは、測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことにより集計の対象か

ら除外された検体及び地点を意味する。以下同じ。 
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○2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノールの検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

1976 0/68 0/20 nd 400～5,000 
1977 0/117 0/39 nd 100～5,000 
1986 0/18 0/18 nd 不詳 
1988 3/22 3/22 nd～52 不詳（※8） 
1989 2/16 2/16 nd～61 不詳（※5） 
1990 1/18 1/18 nd～4.6 不詳（※4.6） 
1991 2/18 2/18 nd～43 不詳（※11） 
1992 3/18 3/18 nd～420 不詳（※6.6） 
1993 4/19 4/19 nd～150 不詳（※28） 
1994 3/17 3/17 nd～30 不詳（※11） 
1995 2/18 2/18 nd～59 不詳（※25） 

1996 
0/30 0/10 nd 300 
3/18 3/18 nd～190 不詳（※25） 

1997 1/18 1/18 nd～73.0 不詳（※73.0） 
1998 4/18 4/18 nd～92 不詳（※16） 
2001 26/156 10/52 nd～1,600 50 

2008 9/36 9/36 nd～7.8 1.1 

2015 18/21 18/21 nd～43 6.2 
2019 3/29 3/29 nd～100 35 

（注）※：検出下限値の欄に「不詳」と記載された結果については、水底質モニタリン

グの結果であり、検出下限値に関する記載が残されていないことから、参考値と

して検出されたなかでの最小値を記載した。 
 

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較 

地点 実施年度 測定値（ng/L） 
報告時検出下限値 

（ng/L） 

① 石狩川河口石狩河口橋（石狩市） 

1977 nd nd nd 500 
1996 nd nd nd 200 
2001 nd nd nd 50 
2015 12 6.2 
2019 ※22 1.1 

② 豊沢川豊沢橋（花巻市） 
2001 nd nd nd 50 
2019 ※13 1.7 

③ 秋田運河（秋田市） 
2015 12 6.2 
2019 ※16 1.1 

④ 田川給分地区頭首工（宇都宮市） 
2001 nd nd nd 50 
2008 nd 1.1 
2019 --- --- 

⑤ 荒川秋ヶ瀬取水堰（志木市） 
2015 7.2 6.2 
2019 ※13 1.1 

⑥ 市原・姉崎海岸 
2001 nd nd nd 50 
2019 ※7.6 1.1 

⑦ 荒川河口（江東区） 

1976 nd nd nd nd 5,000 
1996 nd nd nd 170 
2001 nd nd nd 50 
2008 1.7 1.1 
2015 10 6.2 
2019 ※21 1.1 

⑧ 隅田川河口（港区） 

1996 nd nd nd 170 
2001 nd nd nd 50 
2008 2.0 1.1 
2015 11 6.2 
2019 ※19 1.1 

⑨ 鶴見川亀の子橋（横浜市） 
2015 43 6.2 
2019 72 1.7 
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地点 実施年度 測定値（ng/L） 
報告時検出下限値 

（ng/L） 

⑩ 横浜港 

1977 nd nd nd 400 
2001 nd nd nd 50 
2008 nd 1.1 
2015 13 6.2 
2019 ※18 1.1 

⑪ 多摩川河口（川崎市）※※ 

1976 nd nd nd nd 5,000 
1977 nd nd nd 400 
2001 nd nd nd 50 
2015 nd 2.0 
2019 ※10 1.1 

⑫ 川崎港京浜運河扇町地先 

1977 nd nd nd 400 
2001 nd nd nd 50 
2008 1.3 1.1 
2015 ※2.7 2.0 
2019 ※9.9 1.1 

⑬ 信濃川下流（新潟市） 
2008 1.6 1.1 
2015 6.7 6.2 
2019 nd 6.7 

⑭ 犀川河口（金沢市） 

1996 nd nd nd 170 
2001 nd nd nd 50 
2008 7.8 1.1 
2015 --- --- 
2019 43 1.7 

⑮ 諏訪湖湖心 

1977 nd nd nd 400 
1996 nd nd nd 170 
2001 nd nd nd 50 
2008 nd 1.1 
2019 ※19 1.7 

⑯ 天竜川掛塚橋（磐田市） 
2008 nd 1.1 
2019 ※24 1.1 

⑰ 名古屋港潮見ふ頭西 

1977 nd nd nd 1,000 
1996 nd nd nd 170 
2001 ※8.6 ※18 ※37 1.3 
2008 nd 1.1 
2015 14 6.2 
2019 nd 35 

⑱ 琵琶湖唐崎沖中央 

1977 nd nd nd 1,000 
2001 nd nd nd 50 
2008 nd 1.1 
2019 ※19 1.1 

⑲ 宮津港 
2001 120 120 120 50 
2008 nd 1.1 
2019 nd 27 

⑳ 大和川河口（堺市） 

1996 --- --- --- 1,600 
2001 nd nd nd 39 
2008 nd 1.1 
2019 ※11 1.7 

㉑ 大川毛馬橋（大阪市） 

1977 nd nd nd 1,000 
2001 nd nd nd 50 
2008 nd 1.1 
2015 15 6.2 
2019 ※29 1.1 

㉒ 大阪港 

1977 nd nd nd 1,000 
2001 nd nd nd 50 
2015 15 6.2 
2019 ※15 1.1 

㉓ 紀の川河口紀の川大橋（和歌山市） 
2008 nd 1.1 
2015 8.9 6.2 
2019 ※14 1.1 

㉔ 水島沖 

1977 nd nd nd 5,000 
2008 nd 1.1 
2015 12 6.2 
2019 --- --- 
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地点 実施年度 測定値（ng/L） 
報告時検出下限値 

（ng/L） 

㉕ 徳山湾 
2001 nd nd nd 50 
2015 7.5 6.2 
2019 --- --- 

㉖ 洞海湾 

1977 nd nd nd 100 
2001 940 730 1,120 50 
2008 nd 1.1 
2019 --- --- 

㉗ 博多湾 

1977 nd nd nd 1,000 
2001 1,200 1,600 nd 50 
2015 10 6.2 
2019 ※16 1.7 

㉘ 伊万里湾 
2001 nd nd nd 50 
2008 nd 1.1 
2019 ※18 1.1 

㉙ 大分川河口（大分市） 
2001 nd nd nd 50 
2019 ※23 1.1 

（注 1）1986 年度から 1998 年度までの水底質モニタリングにおいて 2019 年度と同一地点で調査が行われているが、検

出下限値に関する記録が残されていなことから比較は行わなかった。 
（注 2）※：参考値（測定値が、本地点での報告時検出下限値以上、検出下限値未満）であることを意味する。 
（注 3）---：測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことにより集計の対象から除外された検体（欠測

扱い） 
（注 4）※※：1977 年度までは東京都による調査結果 

 

＜底質＞ 

底質について 29 地点を調査し、検出下限値 0.070ng/g-dry において 29 地点全てで検出され、検出濃度は

0.33～480ng/g-dry の範囲であった。 

1976 年度には 20 地点を調査し、検出下限値 10～40ng/g-dry において 20 地点中 3 地点で検出され、検出

濃度は 1,690ng/g-dry までの範囲であった。1977 年度には 39 地点を調査し、検出下限値 8～60ng/g-dry にお

いて 39 地点中 7 地点で検出され、検出濃度は 410ng/g-dry までの範囲であった。1996 年度には 11 地点を調

査し、検出下限値 90ng/g-dry において 11 地点中 1 地点で検出され、検出濃度は 103ng/g-dry であった。2001

年度には 53 地点を調査し、検出下限値 6.4ng/g-dry において 53 地点中 15 地点で検出され、検出濃度は

77ng/g-dry までの範囲であった。2005 年度には 63 地点を調査し、検出下限値 0.60ng/g-dry において 63 地点

中 23 地点で検出され、検出濃度は 27ng/g-dry までの範囲であった。2008 年度には 56 地点を調査し、検出

下限値 1.7ng/g-dry において 56 地点中 20 地点で検出され、検出濃度は 300ng/g-dry までの範囲であった。

2015 年度には 24 地点を調査し、検出下限値 0.37ng/g-dry において欠測扱いとなった 3 地点を除く 21 地点

中 20 地点で検出され、検出濃度は 32ng/g-dry までの範囲であった。 

また、水底質モニタリングにおいて 1986 年度及び 1988 年度から 2001 年度までの毎年度に 16～22 地点

を調査し、最も多い年度には 15 地点で検出され、水底質モニタリングが実施された全期間を通じての検出

濃度は 150ng/g-dry までの範囲であった。 

2019 年度と 1976 年度、1977 年度、1996 年度、2001 年度、2006 年度、2008 年度又は 2015 年度に同一地

点で調査を行った 27 地点では、2019 年度に全地点で検出され、検出濃度は過年度の検出濃度及び過年度に

不検出であった際の検出下限値と比較して大きな違いは見られなかった。 
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○2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノールの検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

底質 
（ng/g-
dry） 

1976 10/68 3/20 nd～1,690 10～40 
1977 17/117 7/39 nd～410 8～60 
1986 7/18 7/18 nd～60.9 不詳（※0.6） 
1988 6/22 6/22 nd～150 不詳（※3.5） 
1989 5/16 5/16 nd～75 不詳（※3.8） 
1990 9/18 9/18 nd～33.5 不詳（※0.14） 
1991 9/18 9/18 nd～120 不詳（※0.49） 
1992 13/18 13/18 nd～120 不詳（※0.57） 
1993 15/19 15/19 nd～90 不詳（※0.37） 
1994 11/15 11/15 nd～70 不詳（※0.19） 
1995 14/18 14/18 nd～63 不詳（※0.27） 

1996 
1/33 1/11 nd～103 90 
11/18 11/18 nd～73 不詳（※0.39） 

1997 9/18 9/18 nd～29 不詳（※0.74） 
1998 11/18 11/18 nd～97 不詳（※0.2） 
1999 8/18 8/18 nd～76 不詳（※0.93） 
2000 7/17 7/17 nd～60 不詳（※1.2） 

2001 
36/159 15/53 nd～77 6.4 
7/20 7/20 nd～30 不詳（※1.8） 

2005 46/189 23/63 nd～27 0.60 

2008 51/164 20/56 nd～300 1.7 

2015 52/63 20/21 nd～32 0.37 
2019 82/82 29/29 0.33～480 0.070 

（注）※：検出下限値の欄に「不詳」と記載された結果については、水底質モニタリン

グの結果であり、検出下限値に関する記載が残されていないことから、参考値と

して検出されたなかでの最小値を記載した。 
 

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較 

地点 実施年度 測定値（ng/g-dry） 
報告時検出下限値 

（ng/g-dry） 

① 石狩川河口石狩河口橋（石狩市） 

1977 nd nd nd 30 
1996 nd nd nd 90 
2001 nd nd nd 6.4 
2006 nd nd nd 0.6 
2008 nd nd nd 0.50 
2019 3.0 7.2 5.2 0.19 

② 豊沢川豊沢橋（花巻市） 

2001 nd nd nd 6.4 
2006 nd nd nd 0.6 
2015 0.50 0.69 0.38 0.36 
2019 0.33 0.35 0.35 0.099 

③ 秋田運河（秋田市） 
2015 2.5 3.8 1.8 0.36 
2019 7.5 0.070 

④ 市原・姉崎海岸 

2001 30.8 11.5 50.4 6.4 
2006 2.3 10 27 0.6 
2008 22 14 96 0.50 
2015 4.6 2.1 11 0.36 
2019 9.9 12 19 0.41 

⑤ 荒川河口（江東区） 

1976 1,690 1,460 1,090 1,240 不詳 
1996 nd nd nd 48 
2001 9.96 nd nd 6.4 
2006 nd nd nd 0.6 
2008 2.7 5.1 2.8 0.50 
2015 8.2 6.6 7.5 0.36 
2019 22  27  21  0.16 
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地点 実施年度 測定値（ng/g-dry） 
報告時検出下限値 

（ng/g-dry） 

⑥ 隅田川河口（港区） 

1996 nd nd nd 48 
2001 15.5 19.2 22.0 6.4 
2006 9.0 11 2.4 0.6 
2008 12 9.9 12 0.50 
2015 15 30 17 0.36 
2019 5.0  9.3 16  0.21 

⑦ 横浜港 

1977 nd nd nd 60 
2001 18.7 28.4 20.3 6.4 
2006 0.92 nd nd 0.6 
2008 12 3.8 5.4 0.50 
2015 8.6 7.0 8.7 0.36 
2019 14  18 11  0.36 

⑧ 多摩川河口（川崎市）※※ 

1976 770 740 980 740 不詳 
1977 nd nd nd 60 
2001 nd nd nd 6.4 
2006 1.4 1.2 nd 0.6 
2008 1.9 2.5 2.4 0.50 
2015 --- --- --- --- 
2019 6.4 2.8 0.86 0.15 

⑨ 川崎港京浜運河扇町地先 

1977 nd nd nd 60 
2001 77 57 56 6.4 
2006 9.0 9.1 1.2 0.6 
2008 12 14 18 0.50 
2015 --- --- --- --- 
2019 220  370 480  2.8 

⑩ 信濃川下流（新潟市） 

2006 4.1 nd nd 0.6 
2008 nd --- --- 0.50 
2015 2.7 1.3 1.3 0.36 
2019 1.3  0.71  0.095 

⑪ 諏訪湖湖心 

1977 270 100 410 不詳 
1996 nd nd nd 4.4 
2001 nd nd nd 6.4 
2006 nd nd nd 0.6 
2015 0.51 nd nd 0.36 
2019 6.4 7.4 4.0 0.53 

⑫ 清水港 

2001 nd nd nd 6.4 
2006 nd nd nd 0.6 
2008 nd nd nd 0.50 
2015 2.2 1.7 1.7 0.36 
2019 0.96 1.0  1.2 0.11 

⑬ 名古屋港潮見ふ頭西 

1977 61 51 58 不詳 
1996 nd nd nd 57 
2001 nd nd nd 0.077 
2006 7.5 19 9.0 0.6 
2008 2.6 2.2 1.8 0.50 
2015 32 28 26 0.36 
2019 23 18  21 0.21 

⑭ 琵琶湖南比良沖中央 

2006 nd nd nd 0.6 
2008 nd nd nd 0.50 
2015 2.2 2.3 2.3 0.37 
2019 2.9 2.6 2.6 0.41 

⑮ 琵琶湖唐崎沖中央 

1977 nd nd nd 50 
2001 nd nd nd 6.4 
2006 nd nd nd 0.6 
2008 nd nd nd 0.50 
2019 1.2 1.8 3.7 0.31 

⑯ 宮津港 

2001 nd nd nd 6.4 
2006 nd nd nd 0.6 
2008 nd nd nd 0.50 
2015 0.58 0.48 0.38 0.37 
2019 0.68 3.6 2.1 0.16 
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地点 実施年度 測定値（ng/g-dry） 
報告時検出下限値 

（ng/g-dry） 

⑰ 大和川河口（堺市） 

1996 ※81 103 ※88 20 
2001 73.5 68.1 54.4 4.23 
2006 2.1 4.2 nd 0.6 
2008 5.7 5.1 9.1 0.50 
2015 13 12 6.2 0.36 
2019 8.9 4.9 23 0.27 

⑱ 大阪港 

1977 nd nd nd 50 
2001 7.1 6.8 9.8 6.4 
2006 1.5 1.1 0.96 0.6 
2008 17 12 12 0.50 
2015 9.5 13 5.2 0.36 
2019 27 8.5 17 0.23 

⑲ 神戸港中央※※ 

1977 nd nd nd 40 
1996 nd nd nd 13 
2001 nd nd nd 6.4 
2006 0.71 nd nd 0.6 
2008 nd nd nd 0.50 
2019 40 1.5 1.7 0.23 

⑳ 紀の川河口紀の川大橋（和歌山市） 

2006 nd nd nd 0.6 
2008 nd nd nd 0.50 
2015 nd nd 0.46 0.36 
2019 3.2 2.8 0.79 0.15 

㉑ 水島沖 

1977 nd nd nd 40 
2008 nd nd nd 0.50 
2015 nd nd nd 0.36 
2019 1.3 1.3 1.2  0.15 

㉒ 徳山湾 

2001 nd nd nd 6.4 
2006 nd nd nd 0.6 
2008 nd nd nd 0.50 
2015 2.1 1.5 1.4 0.36 
2019 2.8 0.23 

㉓ 高松港 

1996 nd nd nd 5 
2001 24 16 15 6.4 
2006 8.9 1.0 1.4 0.6 
2008 19 2.4 2.4 0.50 
2015 6.8 1.6 2.4 0.37 
2019 13 1.7 4.1 0.19 

㉔ 洞海湾 

1977 nd nd nd 8 
2001 nd nd nd 6.4 
2006 21 4.4 2.9 0.6 
2008 nd nd nd 0.50 
2019 21  21  22  0.17 

㉕ 博多湾 

2001 nd nd nd 6.4 
2006 nd nd nd 0.6 
2008 nd nd nd 0.50 
2015 0.61 nd 0.45 0.36 
2019 1.1  1.3 1.2  0.17 

㉖ 伊万里湾 

2001 nd nd nd 6.4 
2006 nd nd nd 0.6 
2015 0.63 0.49 nd 0.37 
2019 1.3  1.7 2.1 0.24 

㉗ 大分川河口（大分市） 

2001 22.4 nd nd 6.4 
2006 nd nd nd 0.6 
2008 nd nd nd 0.50 
2015 nd nd 0.75 0.35 
2019 1.3  1.7 2.1 0.24 

（注 1）1986 年度から 2001 年度までの水底質モニタリングにおいて 2019 年度と同一地点で調査が行われているが、検

出下限値に関する記録が残されていなことから比較は行わなかった。 
（注 2）※：参考値（測定値が、本地点での報告時検出下限値以上、検出下限値未満）であることを意味する。 
（注 3）---：測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことにより集計の対象から除外された検体（欠測

扱い） 
（注 4）※※：1977 年度までの多摩川河口は東京都、神戸港中央は兵庫県による調査結果 
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＜生物＞ 

生物について 12 地点・生物種を調査し、検出下限値 0.49ng/g-wet において 12 地点・生物種中 9 地点・生

物種で検出され、検出濃度は 6.5ng/g-wet までの範囲であった。 

1977 年度には 29 地点を調査し、検出下限値 4～120ng/g-wet において 29 地点中 3 地点で検出され、検出

濃度は 69ng/g-wet までの範囲であった。1996 年度には 11 地点を調査し、検出下限値 58ng/g-wet において

11 地点全てで不検出であった。2005 年度には 25 地点を調査し、検出下限値 0.78ng/g-wet において 25 地点

中 24 地点で検出され、検出濃度は 16ng/g-wet までの範囲であった。2008 年度には 26 地点を調査し、検出

下限値 0.50ng/g-wet において 26 地点中 21 地点で検出され、検出濃度は 26ng/g-wet までの範囲であった。

2015 年度には 12 地点を調査し、検出下限値 0.29ng/g-wet において 12 地点中 11 地点で検出され、検出濃度

は 120ng/g-wet までの範囲であった。 

2019 年度と 1977 年度、1996 年度、2005 年度、2008 年度又は 2015 年度に同一地点・生物種で調査を行

った 12 地点のうち、9 地点では 2019 年度に過年度と同程度の濃度で検出され、他の 3 地点では 2019 年度

に過年度の検出濃度と同程度の検出下限値において不検出であった。 

○2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノールの検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

生物 
（ng/g-
wet） 

1977 7/85 3/29 nd～69 4～120 
1996 0/33 0/11 nd 58 
2005 106/121 24/25 nd～16 0.78 
2008 71/126 21/26 nd～26 0.50 
2015 32/36 11/12 nd～120 0.29 
2019 23/35 9/12 nd～6.5 0.49 

 

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較 

地点 実施年度 測定値（ng/g-wet） 
報告時検出下限値 

（ng/g- wet） 

① 山田湾（ムラサキイガイ） 

2005 nd nd 2.4 1.2 1.6 0.78 
2008 1.4 1.5 1.2 1.0 0.93 0.50 
2015 nd nd nd 0.29 
2019 nd nd nd 0.49 

② 山田湾（アイナメ） 

2005 2.8 7.0 3.6 5.9 3.3 0.78 
2008 0.55 0.95 0.66 nd nd 0.50 
2015 nd 0.53  0.36  0.29 
2019 0.70 nd nd 0.49 

③ 東京湾（スズキ） 

1996 nd nd nd 40 
2005 4.9 3.5 6.2 5.2 7.2 0.78 
2008 5.6 4.5 4.4 3.3 4.6 0.50 
2015 4.9  5.0  7.5 0.29 
2019 1.6 1.7 6.5 0.48 

④ 川崎港扇島沖（スズキ） 

2005 2.6 4.1 3.2 6.7 2.4 0.78 
2008 7.2 8.4 3.1 17 14 0.50 
2015 1.2 2.5 2.5 0.38 
2019 1.1 0.96 0.98 0.49 

⑤ 能登半島沿岸（ムラサキイガイ） 
2005 1.1 1.1 1.7 1.9 6.4 0.78 
2008 nd nd nd nd nd 0.50 
2019 nd nd nd 0.48 

⑥ 名古屋港（ボラ） 
1996 nd nd nd 44 
2015 2.0  2.2  1.7  0.29 
2019 nd 0.58 0.98 0.47 
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地点 実施年度 測定値（ng/g-wet） 
報告時検出下限値 

（ng/g- wet） 

⑦ 大阪湾（スズキ） 
2005 5.3 1.9 2.9 2.5 2.6 0.78 
2008 2.6 2.7 1.8 1.9 2.0 0.50 
2019 1.8 1.8 1.8 0.49 

⑧ 姫路沖（スズキ） 

2015 nd nd 100 
2005 7.4 16 6.1 8.9 3.3 0.78 
2008 5.2 26 13 0.67 1.4 0.50 
2015 96 84 120 0.29 
2019 --- 2.3 3.0 0.80 

⑨ 水島沖（ボラ） 
2015 0.73 0.55 0.59 0.29 
2019 0.67 0.95 0.59 0.49 

⑩ 徳山湾（ボラ） 
2015 1.5 1.4 1.2 0.29 
2019 1.5 1.1 0.74 0.49 

⑪ 萩沖（スズキ） 
2015 1.1 0.99 1.1 0.29 
2019 nd nd nd 0.48 

⑫ 大分川河口（大分市）（スズキ） 
2008 1.4 1.9 2.1 3.7 3.0 0.50 
2015 0.44  0.57  1.0  0.29 
2019 0.52 0.50 0.93 0.49 

 

【参考：2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール （別名：BHT）】 
  
・用 途 ： 主な用途は、アルキルフェノール系老化防止剤（天然ゴム、ジエン系合成ゴム、ポリクロロプレ

ンゴム用）、食品用酸化防止剤である。また、各種プラスチック、合成ゴム、石油製品（潤滑油、

燃料油）における酸化防止剤とされている。1) 
  

・生産量・輸入量 ： 平成 26 年度（2014 年度）：製造・輸入 6,318t（化審法優先評価化学物質届出結果公表値）ii) 
平成 27 年度（2015 年度）：製造・輸入 5,730t（化審法優先評価化学物質届出結果公表値）ii) 
平成 28 年度（2016 年度）：製造・輸入 5,696t（化審法優先評価化学物質届出結果公表値）ii) 
平成 29 年度（2017 年度）：製造・輸入 6,112t（化審法優先評価化学物質届出結果公表値）ii) 
平成 30 年度（2018 年度）：製造・輸入 7,157t（化審法優先評価化学物質届出結果公表値）ii) 
  

・P R T R 排 出 量 ： PRTR 集計結果（kg/年）xi)  

年度 
届出排出量集計値 届出外排出量 

推計値 
排出量合計 

大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 
2010 6,028  452  0  0  6,479  24,720  31,199  
2011 9,380  349  0  0  9,729  14,242  23,971  
2012 9,657  241  1  0  9,899  4,136  14,035  
2013 10,722  250  1  0  10,972  8,347  19,319  
2014 11,697  253  0  0  11,951  6,913  18,864  
2015 6,788  204  0  0  6,993  5,894  12,887  
2016 6,227  134  0  0  6,361  5,860  12,221  
2017 2,435  136  0  0  2,571  6,064  8,635  
2018 3,318  133  0  0  3,451  5,752  9,203  

  
・生 分 解 性 ： 難分解性（標準法（試験期間 4 週間、被試験物質 50mg/L、活性汚泥濃度 50mg/L）、BOD によ

る分解度：4.5%、GC による分解度：0.8%）2) 注 1) 
  

・濃 縮 性 ： 中濃縮性（コイ BCF：第 1 濃度区  220～2,800（500mg/L、6 週間）、第 2 濃度区 230～2,500（50mg/L、
8 週間）、第 3 濃度区 330～1,800（5mg/L、8 週間）、第 1 濃度区は 6 週間で試験を終了した。第１

濃度区の 14 尾中 4 尾に背中の奇形が見られた。）2) 
  

・媒体別分配予測 ： 水質 14.7%、底質 12.5%、大気 0.463%、土壌 72.3% iii) 注 2) 
  

・急 性 毒 性 等 ： LD50=650mg/kg マウス（経口）1) iv) v) 
LD50=890mg/kg ラット（経口）1) iv) v) 
LD50=2,100mg/kg ウサギ（経口）1) iv) 
LD50=10,700mg/kg モルモット（経口）1) iv) v) 
  

・反復投与毒性等 ： 無毒性量等（経口）=25mg/kg/日（根拠：NOAEL=25mg/kg/日、交尾前 13 週から雄は 14 週間、雌

は授乳期間までの 20 週間混餌投与した Wistar ラットにおいて、いずれの群も生存率は対照群を大

きく上回り、用量に依存して増加した。この結果から、NOAEL は 25mg/kg/日とした。）1) 
  

・発 が ん 性 ： 
 
 
 
 
 
 

IARC 評価：グループ 3（ヒトに対する発ガン性について分類できない。）3) 
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・生 態 影 響 ： PNEC=0.00069mg/L（根拠：21d-NOEC（オオミジンコ繁殖阻害）=0.069mg/L、アセスメント係数

100）1) 
21d-NOEC=0.069mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 1) 
72h-NOEC=0.24 mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 viii) 

48h-EC50=0.835 mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）遊泳阻害 1)  
96h-LC50=1.1 mg/L：メダカ（Oryzias latipes）1)   
  

・規制   

 ［化審法］  法（平成 21 年 5 月 20 日改正後）第 2 条第 5 項、優先評価化学物質（64 2,6-ジ-tert-ブチル-4-メ
チルフェノール） 
法（平成 21 年 5 月 20 日改正前）第 2 条第 5 項、第三種監視化学物質（135 2,6-ジ-tert-ブチル-
4-メチルフェノール） 

 ［化管法］  法第 2 条第 2 項、施行令（平成 20 年 11 月 21 日改正後）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質

（207 2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール） 
 
参考文献 

1) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価第 6 巻(2008) 
2) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（1979 年 12

月 20 日 
3) International Agency for Research on Cancer (IARC), IARC Monographs, Sup 7, 40 (1987) 
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[5] N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]ステアルアミド （CAS 登録番号：7651-02-7） 

【2019 年度調査媒体：水質、底質】 

・調査要望理由 

化審法 

優先評価化学物質に指定され第二種特定化学物質への指定を検討する必要があるが、近年の調査実績が

ないことから、環境残留実態の調査を優先的に行い、環境中における実態を把握することが必要とされた

ため。 

 
・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について本調査としては 2019 年度が初めての調査であり、32 地点を調査し、検出下限値 1.6ng/L に

おいて 32 地点中 30 地点で検出され、検出濃度は 320ng/L までの範囲であった。 

○N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]ステアルアミドの検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

2019 30/32 30/32 nd～320 1.6 

 
＜底質＞ 

底質について本調査としては 2019 年度が初めての調査であり、28 地点を調査し、検出下限値 6.1ng/g-dry

において 28 地点中 15 地点で検出され、検出濃度は 220ng/g-dry までの範囲であった。 

○N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]ステアルアミドの検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

底質 
（ng/g-dry） 

2019 33/74 15/28 nd～220 6.1 

 
【参考：N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]ステアルアミド】 
  
・用 途 ： 主な用途は、化粧品、医薬部外品、ヘアケア製品、帯電防止剤及び柔軟剤である。i) 

  
・生産量・輸入量 ： 平成 26 年度（2014 年度）：製造・輸入 1,383t（化審法優先評価化学物質届出結果公表値）ii) 

平成 27 年度（2015 年度）：製造・輸入 658t（化審法優先評価化学物質届出結果公表値）ii) 
平成 28 年度（2016 年度）：製造・輸入 394t（化審法優先評価化学物質届出結果公表値）ii) 
平成 29 年度（2017 年度）：製造・輸入 673t（化審法優先評価化学物質届出結果公表値）ii) 
平成 30 年度（2018 年度）：製造・輸入 1,471t（化審法優先評価化学物質届出結果公表値）ii) 
  

・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 
  

・生 分 解 性 ： 不詳 
 

・濃 縮 性 ： 不詳 
 

・媒体別分配予測 ： 水質 7.4%、底質 38.2%、大気 0.0367%、土壌 54.4% iii) 注 2) 
  

・急 性 毒 性 等 ： 不詳 
 

・反復投与毒性等 ： 無毒性量（反復経口投与毒性試験）＝50mg/kg/日（根拠：NOAEL=50mg/kg/日、被験物質を雄は

42 日間、雌は交配前に 2 週間及び妊娠期間を通じて哺育 4 日（42～49 日間）まで強制経口投与

した Sprague-Dawley ラットにおいて、軟便や排便量などの一般状態の変化と胃の炎症変化が認

められた。）vi) 
  

・発 が ん 性 ： 不詳 
 

・生 態 影 響 ： 不詳 
 

・規制   

 ［化審法］  法（平成 21 年 5 月 20 日改正後）第 2 条第 5 項、優先評価化学物質（153 N-[3-8(ジメチルアミ

ノ)プロピル]ステアルアミド） 
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[6] N,N-ジメチルアルカン-1-アミン=N-オキシド類 

[6-1] N,N-ジメチルデシル-1-アミン=N-オキシド （CAS 登録番号：2605-79-0） 

[6-2] N,N-ジメチルドデシル-1-アミン=N-オキシド （CAS 登録番号：1643-20-5） 

[6-3] N,N-ジメチルテトラデシル-1-アミン=N-オキシド （CAS 登録番号：3332-27-2） 

[6-4] N,N-ジメチルオクタデシル-1-アミン=N-オキシド （CAS 登録番号：2571-88-2） 

【2019 年度調査媒体：水質】 

・調査要望理由 

化審法 

優先評価化学物質に指定され第二種特定化学物質への指定を検討する必要があるが、近年の調査実績が

ないことから、環境残留実態の調査を優先的に行い、環境中における実態を把握することが必要とされた

ため。 

 

・調査内容及び結果 

・[6-1] N,N-ジメチルデシル-1-アミン=N-オキシド 

＜水質＞ 

水質について本調査としては 2019 年度が初めての調査であり、30 地点を調査し、検出下限値 3.0ng/L に

おいて 30 地点中 8 地点で検出され、検出濃度は 370ng/L までの範囲であった。 

○N,N-ジメチルデシル-1-アミン=N-オキシドの検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

2019 8/30 8/30 nd～370 3.0 

 

【参考：N,N-ジメチルデシル-1-アミン=N-オキシド】 
  
・用 途 ： 主な用途は、界面活性剤原料である。x) 

  
・生産量・輸入量 ： 不詳  
・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 

  
・生 分 解 性 ： 不詳  
・濃 縮 性 ： 不詳  
・媒体別分配予測 ： 水質 15.9%、底質 1.23%、大気 0.00074%、土壌 82.9% iii) 注 2) 

  
・急 性 毒 性 等 ： 不詳 

 
・反復投与毒性等 ： 不詳 

 
・発 が ん 性 ： 不詳  

・生 態 影 響 ： 不詳 
 

・規制   

 ［化審法］  法（平成 21 年 5 月 20 日改正後）第 2 条第 5 項、優先評価化学物質（169 N,N-ジメチルアルカ

ン-1-アミン=オキシド（C=10,12,14,16,18、直鎖型）、(Z）-N,N-ジメチルオクタデカ-9-エン-1-アミン

=オキシド又は(9Z, 2Z)-N,N-ジメチルオクタデカ-9,12-ジエン-1-アミン=オキシド） 
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・[6-2] N,N-ジメチルドデシル-1-アミン=N-オキシド 

＜水質＞ 

水質について 30 地点を調査し、検出下限値 7.6ng/L において 30 地点中 19 地点で検出され、検出濃度は

170ng/L までの範囲であった。 

2004 年度には 41 地点を調査し、検出下限値 3ng/L において 41 地点中 4 地点で検出され、検出濃度は

16ng/L までの範囲であった。2015 年度には 24 地点を調査し、検出下限値 0.5ng/L において欠測扱いとなっ

た 1 地点を除く 23 地点中 20 地点で検出され、検出濃度は 25ng/L までの範囲であった。 

2019 年度と 2002 年度又は 2015 年度に同一地点で調査を行った 19 地点のうち、12 地点では 2019 年度に

検出され、検出濃度は過年度の検出濃度又は過年度に不検出であった際の検出下限値と比較すると総じて

高値であった。残る 7 地点では 2019 年度に過年度の検出濃度又は過年度に不検出であった際の検出下限値

と同程度の検出下限値において不検出で、このうち 5 地点では検出を示唆する報告があった。 

○N,N-ジメチルドデシル-1-アミン=N-オキシドの検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

2004 9/123 4/41 nd～16 3 
2015 20/23 20/23 nd～25 0.5 
2019 19/30 19/30 nd～170 7.6 

 

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較 

地点 実施年度 測定値（ng/L） 
報告時検出下限値 

（ng/L） 

① 十勝川すずらん大橋（帯広市） 
2004 nd nd nd 3 
2019 nd 7.6 

② 石狩川河口石狩河口橋（石狩市） 
2004 nd nd nd 3 
2019 130 3.9 

③ 秋田運河（秋田市） 
2015 25 0.5 
2019 170 3.9 

④ 利根川河口かもめ大橋（神栖市） 
2004 12 16 nd 3 
2015 0.9 0.5 
2019 ※5.5 2.2 

⑤ 荒川秋ヶ瀬取水堰（志木市） 
2015 2.4 0.5 
2019 16 3.9 

⑥ 市原・姉崎海岸 
2004 nd nd nd 3 
2015 0.7 0.5 
2019 ※6.0 3.9 

⑦ 荒川河口（江東区） 
2015 0.8 0.5 
2019 17 2.2 

⑧ 隅田川河口（港区） 
2004 nd nd nd 3 
2015 1.1 0.5 
2019 ※6.1 2.2 

⑨ 鶴見川亀の子橋（横浜市） 
2015 0.7 0.5 
2019 20 2.2 

⑩ 横浜港 
2004 nd nd nd 3 
2015 0.7 0.5 
2019 9.3 3.9 

⑪ 信濃川下流（新潟市） 
2015 0.7 0.5 
2019 69 3.9 

⑫ 四日市港 
2004 nd nd nd 3 
2015 2.8 0.5 
2019 27 3.9 

⑬ 琵琶湖唐崎沖中央 
2004 nd nd nd 3 
2019 77 3.9 
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地点 実施年度 測定値（ng/L） 
報告時検出下限値 

（ng/L） 

⑭ 大和川河口（堺市） 
2004 nd nd nd 3 
2015 1.6 0.5 
2019 8.1 2.2 

⑮ 大阪港 
2004 nd nd nd 3 
2015 0.6 0.5 
2019 11 3.9 

⑯ 姫路沖 
2004 nd nd nd 3 
2019 18 6.7 

⑰ 紀の川河口紀の川大橋（和歌山市） 
2004 nd nd nd 3 
2015 nd 0.5 
2019 ※6.9 3.9 

⑱ 高松港 
2004 5 4 4 3 
2015 0.5 0.5 
2019 nd 3.9 

⑲ 博多湾 
2015 0.9 0.5 
2019 ※6.6 2.2 

（注）※：参考値（測定値が、本地点での報告時検出下限値以上、検出下限値未満）であることを意味する。 

 

【参考：N,N-ジメチルドデシル-1-アミン=N-オキシド】 
  
・用 途 ： 主な用途は有機化学製品用（洗剤等）、添加剤（繊維用、油用、その他）及び界面活性剤である。1) 

  
・生産量・輸入量 ： 不詳  
・P R T R 排 出 量 ： PRTR 集計結果（kg/年）xi)  

年度 
届出排出量集計値 届出外排出量 

推計値 
排出量合計 

大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 
2001 2  465  0  0  467  1,835,854  1,836,321  
2002 0  79  0  0  79  1,545,181  1,545,260  
2003 1  98  0  0  99  953,712  953,811  
2004 0  26  0  0  26  1,410,846  1,410,872  
2005 0  53  0  0  53  1,469,167  1,469,220  
2006 0  26  0  0  26  886,716  886,742  
2007 0  1,310  0  0  1,311  1,947,158  1,948,469  
2008 0  1,530  0  0  1,531  2,139,020  2,140,551  
2009 0  1,342  0  0  1,342  1,873,056  1,874,398  
2010 0  741  0  0  742  1,759,663  1,760,405  
2011 20  1,180  0  0  1,200  860,368  861,568  
2012 18  1,340  0  0  1,358  858,593  859,951  
2013 48  1,128  0  0  1,176  882,472  883,648  
2014 48  2,190  0  0  2,238  636,458  638,696  
2015 64  2,096  0  0  2,160  667,120  669,280  
2016 0  1,907  0  0  1,907  708,615  710,522  
2017 0  1,012  0  0  1,012  786,829  787,841  
2018 0  803  0  0  803  776,538  777,341  

  
・生 分 解 性 ： 良分解性（標準法（試験期間 4 週間、被試験物質 100mg/L、活性汚泥濃度 30mg/L）、BOD によ

る分解度：54%、52%、82%、TOC による分解度：68%、54%、81%、LC-MS による分解度 100%、

100%、100%、逆転条件試験結果（28 日間）は、TOC による分解度：88%、LC-MS による分解度：

100%であった。2) 注 1) 
  

・濃 縮 性 ： 不詳  
・媒体別分配予測 ： 水質 15.2%、底質 3.66%、大気 0.00136%、土壌 81.1% iii) 注 2) 

  
・急 性 毒 性 等 ： LD50=1,267mg/m3ラット（経口）3) 

LD50=2,146～2,700mg/m3マウス（経口）3) iv) v) 
  

・反復投与毒性等 ： 不詳 

 
・発 が ん 性 ： 不詳  
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・生 態 影 響 ： PNEC= 0.00004mg/L（根拠：72h-NOEC（緑藻類生長阻害）= 0.004mg/L、アセスメント係数

100）1) 3) 
72h-NOEC=0.004mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 1) 3) 
72h-EC50= 0.11 mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 viii) 
21d-NOEC=0.36 mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 1) 3) viii) 
21d-EC50=1.4 mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 viii) 
48h-EC50=2.2mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）遊泳阻害 viii) 
96h-LC50=30mg/L：メダカ（Oryzias latipes）viii) 
  

・規制   

 ［化審法］  法（平成 21 年 5 月 20 日改正後）第 2 条第 5 項、優先評価化学物質（169 N,N-ジメチルアルカ

ン-1-アミン=オキシド（C=10,12,14,16,18、直鎖型）、(Z）-N,N-ジメチルオクタデカ-9-エン-1-アミン

=オキシド又は(9Z, 2Z)-N,N-ジメチルオクタデカ-9,12-ジエン-1-アミン=オキシド） 
 ［化管法］  法第 2 条第 2 項、施行令（平成 20 年 11 月 21 日改正前）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質

（166 N,N-ジメチルドデシルアミン=N-オキシド） 
法第 2 条第 2 項、施行令（平成 20 年 11 月 21 日改正後）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質

（224 N,N-ジメチルドデシルアミン=N-オキシド) 
 
参考文献 

1) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価第 3 巻(2004) 
2) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（1995 年 12

月 28 日） 
3) 独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）、化学物質有害性評価/化学物質の初期リスク評

価書 Ver. 1.0 No. 21 (2007) 

 

 

・[6-3] N,N-ジメチルテトラデシル-1-アミン=N-オキシド 

＜水質＞ 

水質について本調査としては 2019 年度が初めての調査であり、30 地点を調査し、検出下限値 6.2ng/L に

おいて 30 地点中 10 地点で検出され、検出濃度は 72ng/L までの範囲であった。 

○N,N-ジメチルテトラデシル-1-アミン=N-オキシドの検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

2019 10/30 10/30 nd～72 6.2 

 

【参考：N,N-ジメチルテトラデシル-1-アミン=N-オキシド】 
  
・用 途 ： 主に、増粘、エモリエント性、洗浄力及び帯電防止性等の効果剤として、洗剤、シャンプー及び

化粧品に使用されている。i) 
  

・生産量・輸入量 ： 不詳 
 

・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 
  

・生 分 解 性 ： 不詳  
・濃 縮 性 ： 不詳  
・媒体別分配予測 ： 水質 13.8%、底質 10.3%、大気 0.00585%、土壌 76% iii) 注 2) 

  
・急 性 毒 性 等 ： 不詳 

 
・反復投与毒性等 ： 不詳 

 
・発 が ん 性 ： 不詳  

・生 態 影 響 ： 不詳 
 

・規制   

 ［化審法］  法（平成 21 年 5 月 20 日改正後）第 2 条第 5 項、優先評価化学物質（169 N,N-ジメチルアルカ

ン-1-アミン=オキシド（C=10,12,14,16,18、直鎖型）、(Z）-N,N-ジメチルオクタデカ-9-エン-1-アミン

=オキシド又は(9Z, 2Z)-N,N-ジメチルオクタデカ-9,12-ジエン-1-アミン=オキシド） 
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・[6-4] N,N-ジメチルオクタデシル-1-アミン=N-オキシド 

＜水質＞ 

水質について本調査としては 2019 年度が初めての調査であり、30 地点を調査し、検出下限値 2.8ng/L に

おいて 30 地点全てで不検出であった。 

○N,N-ジメチルオクタデシル-1-アミン=N-オキシドの検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

2019 0/30 0/30 nd 2.8 

 

【参考：N,N-ジメチルオクタデシル-1-アミン=N-オキシド】 
  
・用 途 ： 主な用途は、医薬部外品添加物（シャンプー、化粧品等）及び台所用洗剤配合剤である。x) 

  
・生産量・輸入量 ： 不詳 

 
・P R T R 排 出 量 ： 届出及び推計の対象外 

  
・生 分 解 性 ： 不詳  
・濃 縮 性 ： 不詳  
・媒体別分配予測 ： 水質 11.2%、底質 27.6%、大気 0.116%、土壌 61.1% iii) 注 2) 

  
・急 性 毒 性 等 ： 不詳 

 
・反復投与毒性等 ： 不詳 

 
・発 が ん 性 ： 不詳  

・生 態 影 響 ： 不詳 
 

・規制   

 ［化審法］  法（平成 21 年 5 月 20 日改正後）第 2 条第 5 項、優先評価化学物質（169 N,N-ジメチルアルカ

ン-1-アミン=オキシド（C=10,12,14,16,18、直鎖型）、(Z）-N,N-ジメチルオクタデカ-9-エン-1-アミン

=オキシド又は(9Z, 2Z)-N,N-ジメチルオクタデカ-9,12-ジエン-1-アミン=オキシド） 
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[7] ビス(N,N-ジメチルジチオカルバミン酸)N,N'-エチレンビス(チオカルバモイルチオ亜鉛) 

（別名：ポリカーバメート、CAS 登録番号：64440-88-6） 

[7-1] N,N'-エチレンビス(ジチオカルバミン酸) （CAS 登録番号：115-54-6） 

[7-2] N,N-ジメチルジチオカルバミン酸 （CAS 登録番号：79-45-8） 

【2019 年度調査媒体：水質】 

化審法 

優先評価化学物質に指定され第二種特定化学物質への指定を検討する必要があるが、近年の調査実績が

ないことから、環境残留実態の調査を優先的に行い、環境中における実態を把握することが必要とされた

ため。 

 

・調査内容及び結果 

・[7-1] N,N'-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)  

＜水質＞ 

水質について 32 地点を調査し、検出下限値 0.76ng/L において欠測扱いとなった 10 地点を除く 22 地点中

2 地点で検出され、検出濃度は 3.0ng/L までの範囲であった。 

2000 年度には 5 地点を調査し、検出下限値 43ng/L において 5 地点全てで不検出であった。2006 年度に

は 7 地点を調査し、検出下限値 30ng/L において 7 地点全てで不検出であった。 

2019 年度と 2000 年度又は 2006 年度に同一地点で調査を行った 5 地点のうち、3 地点では 2019 年度に欠

側扱いで、残る 2 地点では、過年度に不検出であり、2019 年度に検出下限値を下げて測定したが不検出で

あった。 

○N,N'-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)の検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

2000 0/15 0/5 nd 43 
2006 0/51 0/7 nd 30 
2019 2/22 2/22 nd～3.0 0.76 

 

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較 

地点 実施年度 測定値（ng/L） 
報告時検出下限値 

（ng/L） 

① 豊沢川豊沢橋（花巻市） 
2006 nd nd nd 30 
2019 --- 0.76 

② 鶴見川亀の子橋（横浜市） 
2006 

1 日目 nd nd nd  
2 日目 nd nd nd 30 
3 日目 nd nd nd  

2019 --- 0.76 

③ 桂川宮前橋（京都市） 
2006 nd nd nd 30 
2019 nd 0.76 

④ 姫路沖 
2000 nd nd nd 43 
2019 nd 0.76 

⑤ 水島沖 
2000 nd nd nd 43 
2019 --- 0.76 

（注 1）2002 年度の鶴見川亀の子橋（横浜市）の調査は、農薬調査として 3 日間の試料採取が行われた。 
（注 2）---：測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことにより集計の対象から除外された検体（欠測

扱い） 
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・[7-2] N,N-ジメチルジチオカルバミン酸  

＜水質＞ 

水質について 32 地点を調査し、検出下限値 6.6ng/L において欠測扱いとなった 10 地点を除く 22 地点中

15 地点で検出され、検出濃度は 820ng/L までの範囲であった。 

2006 年度には 7 地点を調査し、検出下限値 50ng/L において 7 地点全てで不検出であった。 

2019 年度と 2006 年度に同一地点で調査を行った 3 地点のうち、2 地点では 2019 年度に欠側扱いで、残

る 1 地点では、2006 年度に不検出であり、2019 年度に検出下限値を下げて測定したが不検出であった。 

○N,N-ジメチルジチオカルバミン酸の検出状況 

媒体 実施年度 
検出頻度 

検出範囲 検出下限値 
検体 地点 

水質 
（ng/L） 

2006 0/51 0/7 nd 50 
2019 15/22 15/22 nd～820 6.6 

 

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較 

地点 実施年度 測定値（ng/L） 
報告時検出下限値 

（ng/L） 

① 豊沢川豊沢橋（花巻市） 
2006 nd nd nd 50 
2019 --- 6.6 

② 鶴見川亀の子橋（横浜市） 
2006 

1 日目 nd nd nd  
2 日目 nd nd nd 50 
3 日目 nd nd nd  

2019 --- 6.6 

③ 桂川宮前橋（京都市） 
2006 nd nd nd 50 
2019 nd 6.6 

（注 1）2002 年度の鶴見川亀の子橋（横浜市）の調査は、農薬調査として 3 日間の試料採取が行われた。 
（注 2）---：測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことにより集計の対象から除外された検体（欠測

扱い） 
 
【参考：ビス(N,N-ジメチルジチオカルバミン酸)N,N'-エチレンビス(チオカルバモイルチオ亜鉛) （別名：ポリカーバメ

ート）】 
  
・用 途 ： 主な用途は、殺菌剤（失効農薬）である。xii) 

  
・生産量・輸入量 ： 平成 26 年度（2014 年度）：製造・輸入 249t（化審法優先評価化学物質届出結果公表値）ii) 

平成 27 年度（2015 年度）：製造・輸入 277t（化審法優先評価化学物質届出結果公表値）ii) 
平成 28 年度（2016 年度）：製造・輸入 237t（化審法優先評価化学物質届出結果公表値）ii) 
平成 29 年度（2017 年度）：製造・輸入 197t（化審法優先評価化学物質届出結果公表値）ii) 
平成 30 年度（2018 年度）：製造・輸入 104t（化審法優先評価化学物質届出結果公表値）ii) 
  

・P R T R 排 出 量 ： PRTR 集計結果（kg/年）xi) 

年度 
届出排出量集計値 届出外排出量 

推計値 
排出量合計 

大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 
2001 30  0  0  0  30  192,710  192,740  
2002 20  0  0  0  20  373,978  373,998  
2003 33  0  0  0  33  375,647  375,680  
2004 230  0  0  0  230  371,068  371,298  
2005 180  0  0  0  180  345,343  345,523  
2006 190  0  0  0  190  403,437  403,627  
2007 210  0  0  0  210  436,122  436,332  
2008 240  0  0  0  240  433,180  433,420  
2009 130  0  0  0  130  403,092  403,222  
2010 14,910  0  0  0  14,910  422,540  437,450  
2011 1,600  0  0  0  1,600  369,444  371,044  
2012 0  0  0  0  0  394,507  394,507  
2013 0  0  0  0  0  232,281  232,281  
2014 0  0  0  0  0  232,167  232,167  
2015 0  0  0  0  0  287,408  287,408  
2016 0  0  0  0  0  233,956  233,956  
2017 0  0  0  0  0  211,298  211,298  
2018 0  0  0  0  0  183,478  183,478  
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・生 分 解 性 ： 難分解性（標準法（試験期間 4 週間、被試験物質 100mg/L、活性汚泥濃度 30mg/L）、BOD によ

る分解度：-15%、-21%、-13%、被験物質は水中で変化し、2-イミダゾリジンチオン（難分解性、

低濃縮性）39～43%、ジメチルジチオカルバミン酸 2～3%、ジメチルアミン（良分解性）105～
110%及び二硫化炭素（難分解性、低濃縮性）18～20%を生成した。二硫化炭素の一部はソーダ

ライムに吸着した。亜鉛については、水溶性無機亜鉛化合物（構造不明）1～2%、油溶性亜鉛化

合物（構造不明）2～3%が生成し、残りは不溶性亜鉛化合物（構造不明）96～97%と算出された。

その他複数の不明変化物を生成した。被験物質は各種溶媒への溶解性が悪く変化も早いため、分

析条件を確立できなかった。このため被験物質分析は実施しなかった。1) 注 1) 
  

・濃 縮 性 ： 不詳  
・媒体別分配予測 ： 水質 3.02%、底質 42.5%、大気 2.06×10-6 %、土壌 54.5% iii) 注 2) 

  
・急 性 毒 性 等 ： LD50=686mg/kg マウス（経口）iv) 

 
・反復投与毒性等 ： 不詳 

 
・発 が ん 性 ： 不詳  

・生 態 影 響 ： 不詳 
 

・規制   

 ［化審法］  法（平成 21 年 5 月 20 日改正後）第 2 条第 5 項、優先評価化学物質（42 ビス(N,N-ジメチルジ

チオカルバミン酸)N,N'-エチレンビス(チオカルバモイルチオ亜鉛) （別名ポリカーバメート）） 
法（平成 21 年 5 月 20 日改正前）第 2 条第 5 項、第三種監視化学物質（180 ビス(N,N-ジメチル

ジチオカルバミン酸)N,N'-エチレンビス(チオカルバモイルチオ亜鉛) （別名ポリカーバメート）） 
 ［化管法］  法第 2 条第 2 項、施行令（平成 20 年 11 月 21 日改正前）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質

（250 ビス(N,N-ジメチルジチオカルバミン酸)N,N'-エチレンビス(チオカルバモイルチオ亜鉛) 
（別名ポリカーバメート）） 
法第 2 条第 2 項、施行令（平成 20 年 11 月 21 日改正後）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質

（329 ビス(N,N-ジメチルジチオカルバミン酸)N,N'-エチレンビス(チオカルバモイルチオ亜鉛) 
（別名ポリカーバメート）） 

 
参考文献 

1) 経済産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、経済産業公報 （2007
年 10 月 10 日） 
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注 1）分解性は、分解度試験によって得られた結果。分解度試験とは「新規化学物質等に係る試験の方法について

（昭和 49 年 7 月 13 日環保業第 5 号、薬発第 615 号、49 基局第 392 号）」若しくは「新規化学物質等に係る

試験の方法について（平成 15 年 11 月 21 日薬食発第 1121002 号、平成 15・11・13 製局第 2 号、環保企発第

031121002 号）」又はそれらの改正を原則として実施されたものをいい、「標準法」、「逆転法」、

「Closed Bottle 法」及び「修正 SCAS 法」とはそれぞれ OECD テストガイドラインの 301C、302C、301D 及

び 302A に準拠して実施されたものをいう。 
注 2）媒体別分配予測は、U.S. EPA, Estimation Programs Interface (EPI) Suite v4.11 における Level III Fugacity Model

では、水質、大気及び土壌への排出速度をそれぞれ 1,000kg/hr・km と仮定した場合における媒体別分配を予

測している。 

 
 
●参考文献（全物質共通） 
 

i) 化学工業日報社、17020 の化学商品（2020）、17019 の化学商品（2019）、16918 の化学商品（2018）、16817
の化学商品（2017）、16716 の化学商品（2016） 

ii) 経済産業省、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」（昭和 48 年法律第 117 号）に基づく監視化

学物質、優先評価化学物質、一般化学物質届出結果の公表値 
（http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/information/volume_index.html、2020 年 9 月閲覧） 

iii) U.S. EPA, Estimation Programs Interface (EPI) Suite v4.11（https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/download-epi-
suitetm-estimation-program-interface-v411）における Level III Fugacity Model 

iv) U.S. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
(RTECS) Database （http://ccinfoweb.ccohs.ca/rtecs/search.html、2020 年 9 月閲覧)） 

v) U.S. National Library of Medicine, Hazardous Substances Data Bank (HSDB) 
 (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/、2020 年 9 月閲覧) 

vi) 国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター安全性予測評価部、既存化学物質毒性データベース 
（JECDB）(http://dra4.nihs.go.jp/mhlw_data/jsp/SearchPage.jsp、2020 年 9 月閲覧) 

vii) OECD, Screening Information Dataset (SIDS) for High Product inVolume Chemicals (Processed by UNEP Chemicals) 
(https://hpvchemicals.oecd.org/ui/Search.aspx、2020 年 9 月閲覧） 

viii) 環境省、生態影響試験結果一覧（平成 31 年 3 月版）（http://www.env.go.jp/chemi/sesaku/seitai.html、2020 年 9
月閲覧） 

ix) U.S. EPA, Ecotox Database （https://cfpub.epa.gov/ecotox/search.cfm、2020 年 9 月閲覧） 
x) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、化学物質総合情報提供システム（NITE-CHRIP） 

(http://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop) 
xi) 環境省、「化管法ホームページ（PRTR インフォメーション広場）」「全国の届出排出量・移動量」及び「届

出外排出量」、「対象化学物質一覧」(http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html、2020 年 9 月閲覧) 
xii) 農林水産消費安全技術センター、失効有効成分一覧（https://www.acis.famic.go.jp/toroku/index.htm） 
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